
本件は、実施方針等を公表するものであり、調達形態、入札締切

日、開札日の記載については現時点での予定であり、今後変更する

可能性があります。 

なお、調達に関する入札公告は、平成 26年 4月頃を予定しており

ます。 



「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第

117 号 最終改正平成 23 年法律第 57 号。以下「ＰＦＩ法」という。）第５条第３項の規定

により、理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業（以下「本事業」という。）

に関する実施方針について公表する。 

 

 

 

平成 25 年８月 30 日 

 

独立行政法人理化学研究所理事長 野依 良治 
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平成２５年８月 

独立行政法人理化学研究所 



 

はじめに 

 

独立行政法人理化学研究所（以下「理研」という。）は本事業について、民間の資金、

経営能力及び技術的能力の活用を図り、効率的かつ効果的にこれを実施するため、ＰＦＩ

法に基づく事業として実施することを予定している。 

ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定及び当該特定事業を実施する民間事業者（以下「選定

事業者」という。）の選定を行うに当たり、本事業の実施方針を定め、ここに公表する。 
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Ⅰ 特定事業の選定に関する事項 

 

１ 事業内容に関する事項 

(1) 事業名称 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業 

 

(2) 事業に供される公共施設等の種類等 

① 公共施設等の種類 

事務所及び研究施設 

 

② 公共施設等の立地条件 

位 置 
埼玉県和光市広沢２番１号 

独立行政法人理化学研究所 和光地区内 

敷 地 面 積 
256,847.091 ㎡ 

施設配置等については、別紙１による 

都市計画地域等 都市計画区域（市街化調整区域） 

用 途 地 域 工業地域 

防 火 地 域 等  指定なし 

建 ぺ い 率 60％ 

容 積 率 200％ 

 

(3) 公共施設等の管理者の名称 

独立行政法人理化学研究所理事長 野依 良治 

 

(4) 事業目的 

理研和光地区において、東日本大震災の経験から、緊急時における理研の本部機能を確

保できる十分な防災対策として、総合防災機能を高度化することが急務となっている。 

一方、和光地区における事務部門の業務に当てられているスペースは、複数の建物に離

散しており、事務機能の非効率化に結びついている。また、事務部門の一部のスペースに

ついては、本来研究用である建物を使用しているため、各部屋が壁によって分断化してお

り、業務の連携が不十分となっている。 

他方では、第３期中期目標期間における研究活動の拠点としての研究スペースが十分で

なく、そのスペースの確保が急務となっている。 

本事業では、これらの課題を解決することを目的としている。 

総合防災機能の高度化と事務機能の集約化を目指して、役員及び事務部門を一元的に収

容する総合防災管理棟を新たに建設することとし、各部署内のみならず、各部署間での業

務の連携が改善することが期待され、かつ、役員と事務職員間の意思疎通もより円滑化す
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ることも期待している。また、同棟の建設に伴い、災害時の避難所としても使用可能な多

目的ホールや展示スペースの併設及び既存建物等の改修により、理研における研究活動を

広く紹介する場を提供することが可能となり、社会への発信を強化し、理研の活動度倍増

を目指す。 

さらに、事務部門集約により空いた部分を研究用に改修することにより、研究スペース

の確保につなげる。また、新たに建設する建物や既存の建物等において、建設・整備から

一貫して実施される維持管理及び運営等についても民間企業の持つ経験等を活かして、コ

ストを抑制しつつ、質の高い業務が展開されることを期待している。 

 

(5) 本事業の施設概要 

本事業では、総合防災管理棟の整備、一部既存施設の改修工事及び解体工事を予定して

いる。それぞれの整備施設概要は以下のとおり。 

 

新築施設 

 総合防災管理棟 【事務棟】 

事務室（約 600 人収容）、会議室、危機対策室、倉庫 等 

【多目的ホール】 

大ホール（着席約 500 人収容）、小会議室（約 50 人収容） 

展示スペース、同時通訳室、機械室 等 

改修施設 

 研究本館 ３階から６階の一部分を研究施設へ改修 

 展示事務棟 施設全体を研究施設へ改修 

 工学実験棟 １階の一部分を研究施設に改修 

 事務棟 施設全体を展示施設へ改修 

解体施設 

 第二事務棟 

高圧実験棟 
解体後、跡地を駐車場として活用 

 

(6) 事業概要 

選定事業者は、ＰＦＩ法に基づき、民間企業ならではの創意工夫を発揮し、総合防災管

理棟（以下、「本施設」という。）の建設、一部既存施設の改修工事及び解体工事、本施設

や既存施設等における維持管理及び運営業務を行う。 

特定事業の選定を行った場合は、選定事業者が行う具体的な業務の範囲について、業務

要求水準書等において提示することになるが、現段階で想定している選定事業者が行う主

な業務の範囲は、以下のとおりとする。 
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① 事業内容 

ア 総合防災管理棟整備関連業務 

(ｱ) 施設整備業務 

ａ 事前調査・設計業務 

ｂ 建設工事業務 

ｃ 備品等整備業務 

ｄ 工事監理業務 

(ｲ) 維持管理・運営業務 

ａ 総合防災管理棟維持管理業務 

ｂ 運営業務 

・総合防災用会議システム運営業務及び多目的ホール運営業務 

 

イ 改修関連業務 

(ｱ) 施設整備業務 

ａ 事前調査・改修設計業務 

ｂ 改修工事業務 

ｃ 解体・撤去等業務 

ｄ 工事監理業務 

(ｲ) 維持管理・運営業務 

ａ 維持管理業務 

・施設設備維持管理業務 

・清掃業務 

・警備業務 

ｂ 運営業務 

・広報運営支援業務 

 

ウ 既存施設維持管理・運営業務 

ａ 維持管理業務 

・施設設備維持管理業務 

・清掃業務 

・構内整備業務 

・警備業務 

・その他維持管理業務 

ｂ 運営業務 

・国際交流会館及び仁科ロッジ管理業務 

・食堂運営業務 

・売店及び自動販売機運営業務 
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② 選定事業者の収入 

本事業における選定事業者の収入は、次のとおりである。 

 

ア 理研からのサービス対価 

理研の選定事業者に対する支払い（サービス対価）は、選定事業者が実施する総合防

災管理棟の整備に係る対価、改修工事及び解体工事に係る対価、維持管理・運営業務の

サービスに係る対価からなる。 

 

総合防災管理棟の整備に係る対価 

 総合防災管理棟の整備に係る費用で、理研と選定事業者との間で締結する事

業契約書に定める額を支払う。 

総合防災管理棟の引渡し後、事業終了時までの期間において割賦方式により

支払う。 

改修工事及び解体工事に係る対価 

 改修工事及び解体工事に係る費用で、理研と選定事業者との間で締結する事

業契約書に定める額を支払う。 

全ての改修工事及び解体工事完了後、事業終了時までの期間において割賦方

式により支払う。 

維持管理業務に係る対価及び運営業務に係る対価 

 本事業における維持管理及び運営に要する費用で、理研と選定事業者との間

で締結する事業契約書に定める額を支払う。 

 

イ 利用者から得る収入 

選定事業者が独立採算で実施する食堂、売店及び自動販売機の利用者から得る収入、

国際交流会館の家賃収入、仁科ロッジの宿泊料金収入、広報運営支援業務におけるグッ

ズ販売料金収入は選定事業者の収入とする予定である。 

 

なお、具体的な支払方法等の詳細については、入札公告時までに示す添付資料１「サ

ービス購入料の算定及び支払方法等（案）」によるものを想定している。 

 

(7) 事業方式 

本事業では以下の事業方式を採用する予定である。 

なお、本事業の実施に必要な土地、建物等については無償で貸与する予定である。 

 

① 選定事業者が本事業において新たに整備する施設 

選定事業者が施設の設計及び建設を行った後、理研に施設の所有権を移転し、事業期間
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の終了までの間、施設の維持管理及び運営を行う方式（いわゆるＢＴＯ(Build, Transfer, 

Operate)方式）を採用する。 

 

② 選定事業者が本事業において改修を行う施設 

選定事業者が施設の設計及び改修を行った後、事業期間の終了までの間、施設の維持管

理及び運営を行う方式（いわゆるＲＯ(Rehabilitate, Operate)方式）を採用する。 

 

③ 選定事業者が本事業において施設整備及び改修工事を行わない既存施設 

事業期間の終了までの間、理研が委託することを予定している維持管理及び運営を行う

方式（いわゆるＯ(Operate)方式）を採用する。 

 

(8) 事業期間等 

事業期間は、事業契約締結の日から平成 41 年３月 31 日までの約 14 年６か月間とする。 

 

(9) 事業スケジュール(予定) 

① 選定事業者との事業契約締結    平成 26 年 10 月（予定） 

② 総合防災管理棟の設計・建設期間    事業契約締結の日から平成 28 年６月まで 

③ 改修対象施設の設計・改修期間    事業契約締結の日から平成 28 年 12 月まで 

④ 解体対象施設の設計・解体期間    事業契約締結の日から平成 28 年 12 月まで 

※ただし、改修工事及び解体工事の着工は総合

防災管理棟への引越完了後に行うこととする。 

⑤ 総合防災管理棟の維持管理・運営期間  平成 28 年７月から平成 41 年３月まで 

⑥ 改修対象施設の維持管理・運営期間   平成 29 年１月から平成 41 年３月まで 

⑦ 既存施設の維持管理・運営期間     平成 29 年４月から平成 41 年３月まで 

⑧ 事業契約の完了      平成 41 年３月 

 

(10) 事業に必要と想定される根拠法令等 

① 事業に必要と想定される根拠法令等 

ＰＦＩ法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関す

る基本方針」（平成12年３月13日総理府告示第11号、その後の改正を含む。以下「基本方

針」という。）の他、下記に掲げる関連の各種法令等によることとする。 

・独立行政法人理化学研究所法 

・独立行政法人通則法 

・消防法 

・都市計画法 

・下水道法 

・水道法 
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・水質汚濁防止法 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・大気汚染防止法 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・悪臭防止法 

・建築基準法 

・建設業法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

・土壌汚染対策法 

・エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

・電気事業法 

・高圧ガス保安法 

・電波法 

・労働安全衛生法 

・労働基準法 

・警備業法 

・食品衛生法 

・本事業を行うに当たり必要とされるその他すべての関係法令・規則、埼玉県・和光市

の条例等 

 

(11) 事業期間終了時の措置 

事業期間の終了時、選定事業者は本事業に係る施設等を業務要求水準書に示す良好な状

態で速やかに引き継ぎを行うものとする。 

 

(12) 実施方針等に関する説明会（現地見学会を含む）の実施 

理研は、実施方針等の公表後、本事業に対する民間事業者の参加促進に向け、実施方針

等に関する説明会（現地見学会を含む）を開催し、事業の内容、募集及び選定に関する事

項等について理研の考え方を提示する。実施方針等に関する説明会（現地見学会を含む）

は、次の要領で行う。 
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① 日時及び場所 

ア 開催日時（予定） 

平成25年９月９日（月）13時30分～16時30分 

なお、参加希望者が多数の場合、上記日時に加えて、以下の日時に開催することがあ

る。説明会を２回に分けて実施する場合は、以下の日程に参加する企業の担当者に対し

て９月６日（金）までに連絡を行う。 

平成25年９月９日（月）９時00分～12時30分 

 

イ 開催場所 

理化学研究所 和光地区 レーザー研究棟 大河内記念ホール 

〒351-0198 埼玉県和光市広沢２番１号 

 

ウ 当日連絡先 

理化学研究所 和光事業所 経理部 契約課 

電話：048-467-9581 

 

② 参加申込方法 

説明会への参加希望者は、「実施方針等説明会参加申込書」（様式第１号）に必要事項を

記入し平成25年９月５日（木）12時までに、電子メールにより以下のあて先まで提出する

こと。 

電子メール：pfi-wakokeiyaku@riken.jp 

※ 駐車場は用意しないので、公共交通機関を利用すること。 

※ 説明会当日は、資料を配布しないので、必要に応じて理研のホームページからダウ

ンロードして各自持参すること。 

※ 説明会では原則として質問や意見を受け付けない。質問や意見がある場合には、

(13)に示す「実施方針等に関する質問書」（様式第３号）、「実施方針等に関する意見

書」（様式第５号）に記入の上、提出すること。 

※ 説明会では受付で名刺を提出してもらうため、持参すること。 

 

(13) 実施方針等に関する質問・意見の受付、実施方針等に関する質問回答・意見の公表 

理研は、実施方針等に対する民間事業者からの質問・意見を受け付ける。質問回答・意

見の公表は次の要領にて行う。 

 

① 受付期間 

平成25年９月２日（月）～平成25年９月13日（金）12時まで 
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② 提出方法 

実施方針等に記載の内容に関して質問・意見の内容を簡潔にまとめ、「実施方針等に関

する質問書」（様式第３号）、「実施方針等に関する意見書」（様式第５号）に記入の上、そ

れぞれ「実施方針等に関する質問書提出届」（様式第２号）及び「実施方針等に関する意

見書提出届」（様式第４号）とともに提出すること。 

質問書、意見書及びそれらの提出届は電子ファイル（質問書及び意見書はMicrosoft 

Excel 2003に対応した形式、提出届は代表者が押印したものをPDF形式にしたものとす

る。）とし、当該電子ファイルを添付した電子メールにて提出のこと。 

なお、回答を受ける担当者の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、メールアドレスを必ず

記載すること。 

 

③ 提出先 

理化学研究所 和光事業所 経理部 契約課 

電子メールのあて先は上記(12)②に同じ。 

 

④ 回答 

質問回答・意見は、質問・意見者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問・意見者の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、平成25年10月18日

（金）までに理研ホームページへの掲載等、適宜な方法により公表する。 

 

⑤ 掲載 URL 

https://choutatsu.riken.jp/r-world/info/procurement/ 

 

(14) 競争的対話の実施 

入札参加者との十分な意思疎通を図ることによって、本事業の趣旨に対する入札参加者

の理解を深め、理研の意図と入札参加者の提案内容との間に齟齬が生じないようにするこ

とを目的として対面方式による対話の場を設けることを予定している。 

競争的対話の実施に当たっては、以下の５つの議題を対象とし、他の議題を対象とする

ことは認めない。なお、各参加者は議題を任意に選択でき、全ての議題について対話する

ことは必須としない。 

 

議題１：維持管理業務における業務対象範囲及び業務要求水準について 

 ・参加者は既存施設の維持管理業務における選定事業者と理研の業務分担の

詳細について対話することができる。また、業務要求水準書（案）に記載

されている維持管理業務内容において、水準の明確化や設定の考え方の確

認を目的とした対話を行うことができる。 
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議題２：改修関連業務における施設整備業務の業務要求水準について 

 ・参加者は業務要求水準書（案）に記載されている改修工事において、水準

の明確化や設定の考え方の確認を目的とした対話を行うことができる。 

議題３：広報運営支援業務の業務対象範囲及び業務要求水準について 

 ・参加者は広報運営支援業務における選定事業者と理研の業務分担の詳細に

ついて対話することができる。また、業務要求水準書（案）に記載されて

いる業務内容において、水準の明確化や設定の考え方の確認を目的とした

対話を行うことができる。 

議題４：食堂運営業務、売店及び自動販売機運営業務の業務要求水準及び事業条件等に

ついて 

 ・参加者は食堂運営業務、売店及び自動販売機運営業務について、業務要求

水準書（案）に記載されている業務内容において、要求水準の明確化や事

業条件（運営（設置）場所、食堂のメニュー及び料金の考え方等）の考え

方の確認を目的とした対話を行うことができる。 

議題５：省エネルギー化及び再生可能エネルギーの活用に係る提案について 

 ・理研では本事業において省エネルギー化及び再生可能エネルギーの活用に

係る提案を期待している。 

・参加者は検討している省エネルギー化及び再生可能エネルギーの活用に係

る考え方を理研に提示し、対話を行うことができる。 

 

なお、競争的対話の内容については、入札参加者等の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、

入札参加者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられる

ものを除き、理研ホームページ等で事後に公表する。 

また、競争的対話に参加しない者が入札に参加することは妨げない。 

 

① 申込期限 

平成25年10月25日(金)12時まで 

 

② 申込方法 

競争的対話を希望する入札参加希望者は、「競争的対話参加申込書」（様式第６号）を記

入の上、提出のこと。申込書は電子ファイル（Microsoft Excel 2003に対応した形式とす

る。）とし、当該電子ファイルを添付した電子メールにて提出のこと。 

なお、回答を受ける担当者の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、メールアドレスを必ず

記載すること。電子メールのあて先は上記(12)②に同じ。 

併せて、競争的対話において確認したい５つの議題について、「競争的対話を希望する

議題」（様式第７号）に簡潔にまとめ、提出すること。 
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③ 実施日時 

平成25年11月18日(月)～平成25年12月６日(金) 

 

④ 参加者 

競争的対話の参加者は、入札への参加を希望する者であれば、制限はない。 

なお、単独企業で申し込むことも複数企業で申し込むこともいずれも可とするが、同一

企業が複数回参加することは不可とする。 

 

⑤ 実施方法の通知 

競争的対話の実施日時や実施会場、参加者人数の上限等の具体的な実施方法については、

参加申込の状況に応じて理研が決定する。申込期限後、参加申込のあった企業の担当者に

通知する。 

 

(15) 実施方針等の変更 

実施方針等の公表後における民間事業者からの質問及び意見及び競争的対話の結果等を

踏まえ、特定事業の選定までに、実施方針等の内容を見直し、実施方針等の変更を行うこ

とがある。 

 

２ 特定事業の選定方法等に関する事項 

(1) 選定方法 

理研は、次の評価基準に基づき、理研自らが実施する場合と比較して、民間事業者が実

施することにより効率的かつ効果的に事業が実施される場合に、本事業を特定事業として

選定する。 

① 設計、施設整備、工事監理、維持管理及び運営の各業務等が同一水準にある場合にお

いて、理研の財政負担の縮減が期待できること。 

② 理研の財政負担が同一水準にある場合において、設計、施設整備、工事監理、維持管

理及び運営の各業務等の水準の向上が期待できること。 

 

(2) 選定基準・手順 

次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

① コスト算出に関する定量的評価 

② ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

③ 上記①及び②を見込んだＶＦＭ（Value for Money）の検討による総合的評価 

 

(3) 特定事業の選定結果の公表 

前項に基づき本事業を特定事業として選定した場合は、評価の内容とあわせて、速やか

に理研ホームページへの掲載等、適宜な方法により公表する。 
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なお、事業の実施可能性についての客観的な評価の結果等に基づき、特定事業の選定を

行わないこととした場合にあっても同様に公表する。 
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Ⅱ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 

１ 落札者の選定に係る基本的な考え方 

本事業は、Ⅰ１(6)①に示す各業務を通じて、選定事業者に効率的・効果的かつ安定的・継

続的なサービスの提供を求めるものであり、落札者の選定に際しては幅広い能力・ノウハウを

総合的に評価する必要がある。そのため、落札者の選定に当たっては、各業務に係る能力その

他の条件により選定（いわゆる総合評価落札方式）を行う予定である。 

落札者の選定は２段階により実施し、第１段階は競争参加資格確認審査、第２段階は提案内

容審査を行う。 

 

２ 選定の手順及びスケジュール 

民間事業者の選定にあたっての手順及びスケジュール（予定）は、次のとおりである。 

 

日  程 内  容 

平成26年２月頃 特定事業の選定 

平成26年４月頃 入札公告、入札説明書等の公表 

平成26年４月頃 入札説明書等に関する第一回質問受付 

平成26年５月頃 入札説明書等に関する第一回質問回答 

平成26年５月頃 競争参加資格確認審査書類の受付 

平成26年６月頃 競争参加資格確認審査結果の通知 

平成26年６月頃 入札説明書等に関する第二回質問受付 

平成26年７月頃 入札説明書等に関する第二回質問回答 

平成26年８月頃 提案書の受付 

平成26年９月頃 落札者の選定 

平成26年９月頃 基本協定の締結 

平成26年10月頃 事業契約の締結 

 

３ 民間事業者の募集及び選定の手続き等 

(1) 入札の公告 

実施方針等に対する民間事業者からの意見等を踏まえ、入札説明書等（入札公告、入札

説明書、業務要求水準書、落札者選定基準、事業契約書（案）、基本協定書（案）等）を公

表する。 

なお、本事業は、平成６年４月 15 日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定

（以下「ＷＴＯ政府調達協定」という。）の対象である。 

 

(2) 入札説明書に対する質問・回答 

入札の実施に関する具体的事項は入札説明書において示すが、入札説明書に対する質問
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を２度受け付けることを予定している。 

入札説明書等の内容に関する質問の回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、

質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公表す

る。 

 

(3) 参加表明書、資格確認申請の受付、資格確認通知の発送 

本事業への応募者に対しては参加表明書及び資格審査に必要な書類の提出を求める。 

資格審査の結果は、応募者に通知する。（以下応募者のうち入札参加資格があると認めら

れた者を「入札参加者」という。）なお、参加表明書の提出方法、時期、資格審査に必要な

書類等の詳細等については、入札説明書等により提示する。 

 

(4) 提案書の受付 

入札参加者に対し、入札説明書等に基づき本事業に関する事業計画の提案内容を記載し

た提案書の提出を求める。提案書の審査に当たって、理研が必要であると判断した場合は、

入札参加者に対して個別にヒアリングを行うこともある。なお、提案書の提出方法、時期、

提案に必要な書類等の詳細等については、入札説明書等により提示する。 

 

(5) 落札者の選定 

提出された提案書について、外部の学識経験者及び理研の職員から構成される「（仮称）

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業審査委員会」（以下「審査委員会」とい

う。）において評価を行い、評価結果に基づき、理研は落札者を選定・決定する。選定結果

は入札参加者に通知するとともに、理研ホームページにおいて公表する。 

 

(6) 落札者との基本協定の締結 

理研は、選定事業者との事業契約の締結に先だって、事業に係る基本協定を落札者と締

結する。 

 

(7) 落札者との事業契約の締結 

理研は、落札者により組成された選定事業者と事業契約を締結する。 

 

４ 入札参加者の備えるべき要件等 

(1) 入札参加者の構成等 

① 入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）又は複数の企業によって構

成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とし、入札参加者は、特別目的

会社に必ず出資する者であること。なお、入札参加グループを構成する企業（以下「構成

員」という。）の中から応募手続を代表して行う企業（以下「代表企業」という。）を定め

るものとする。 
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② 入札参加グループは応募に当たり、構成員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参

加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。 

③ 入札参加者は、入札参加企業又は構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者から直接

業務を受託し、又は請け負うことを予定している者（以下「協力会社」という。）につい

ても、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかに

すること。 

④ 入札参加者及び協力会社には、設計に当たる者、施設整備（建設、改修、解体）に当た

る者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者が必ず含まれているこ

と。 

 

(2) 入札参加者及び協力会社の参加要件 

入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。 

① 独立行政法人理化学研究所契約事務取扱細則第５条の規定に該当しない者であること。 

② 理研又は文部科学省における一般競争参加資格、国の一般競争参加資格（全省庁統一資

格）のいずれかの認定を受けていること。 

なお、会社更生法（昭和27年法律第172号）に基づき更正手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされ

ている者については、手続開始の決定後に理研又は文部科学省における一般競争参加資格、

国の一般競争参加資格（全省庁統一資格）の再確認を受けていること。 

③ 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成 17 年法律第 87 号）によ

り、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の

商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第１項の規定による会社の整理開始の申立てがな

されていない者又は整理開始を命ぜられていない者、「旧破産法（大正 11 年法律第 71

号）又は「破産法」（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされて

いない者であること。 

④ 参加表明書等の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、関東地区にお

いて理研の工事請負契約に係る指名停止及び理研の物品購入等契約に係る取引停止を受け

ていないこと。 

⑤ 理研が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託したみずほ

総合研究所株式会社並びにみずほ総合研究所株式会社が本アドバイザリー業務において提

携関係にある株式会社ＮＴＴファシリティーズ、西村あさひ法律事務所又はこれらの者と

資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。「資本関係若しくは人的関

係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。 

ア 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又

は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合 
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(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

※ 子会社の定義は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の定義を適用する。 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記(ｲ)については、会社の一方が更生

会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合 

⑥ 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連

がある者でないこと。 

入札参加者（(1)①に示す入札参加者をいう。）又はこれらの者と資本関係若しくは人的

関係において関連がある者が、本事業の落札者決定公表までの間において、審査委員会の

委員への接触や他の入札参加者への謀議などにより、審査に影響を及ぼすおそれのある不

正若しくは悪質な行為を行ったと審査委員会が判断した場合には、当該入札参加者は本事

業への入札参加資格を失う。 

⑦ 最近１年間の国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納していない者。 

⑧ 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となっていないこ

と。 

また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連が

ある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。 

⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし

て、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

(3) 入札参加者及び協力会社の資格等要件 

入札参加者及び協力会社のうち設計、施設整備（建設、改修、解体）、工事監理、維持管

理及び運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 

複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとする。 

ただし、施設整備（建設、改修、解体）に当たる者と工事監理業務に当たる者について

は、これを兼務することはできないものとし、資本関係若しくは人的関係において関連が

ある場合も同様とする。 

 

① 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

複数の要件を満たす者が総合防災管理棟の設計、改修対象施設の改修設計、解体対象施

設の解体設計の各業務を複数実施することを妨げない。 

ア 理研又は文部科学省の競争参加資格において平成 25・26 年度設計・コンサルティング

業務に係る参加資格の認定を受けていること。 
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イ 「建築士法」（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を行っていること。 

ウ 総合防災管理棟の設計を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 平成 10 年４月１日以降に元請として受注した設計業務で、下記の建物の実施設計実

績を有していること。 

ａ 5,000 ㎡以上の庁舎又は事務所 

ｂ 250 席以上を収容可能なホール施設 

(ｲ) 平成 10 年４月１日、元請として受注した(ｱ)に示す建物の実施設計業務において、

管理技術者又は主任担当技術者として業務に従事した担当者を管理技術者及び主任担

当技術者（建築分野、構造分野、電気設備分野、機械設備分野）として配置できるこ

と。 

ここでいう管理技術者とは、技術上の管理及び総括を行う者を意味し、主任技術者と

は管理技術者の下で各分野の技術者を総括する者を意味する。管理技術者及び主任担当

技術者について、建築分野及び構造分野を担当する者は一級建築士とし、電気設備分野

及び機械設備分野を担当する者は一級建築士又は建築設備士とする。なお、同じ技術者

が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。また、記載を求める管理

技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ１名である。ただし、参加表明書

及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を

決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出するこ

とは差し支えないが、いずれの候補者についても実績を有していなければならない。 

エ 改修対象施設の改修設計を行うものは、次の要件を満たすこと。 

(ｱ) 平成 10 年４月１日以降に元請として受注した設計業務で、下記の建物の実施設計実

績を有していること。なお、改修対象施設を複数の者で設計する場合には実施する者

全てで以下の実績を有していればよい。 

ａ 延床面積 2,000 ㎡以上の研究施設 

ｂ 延床面積 1,000 ㎡以上の展示施設 

② 施設整備（建設、改修、解体）に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

複数の要件を満たす者が総合防災管理棟の建設、改修対象施設の改修、解体対象施設の

解体の各業務を複数実施することを妨げない。 

ア 提案内容に対応する「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）の許可業種につき許可を

有しての営業年数が５年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実

かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年

数が５年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。 

イ 施設整備に対応する「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）の監理技術者又は主任技

術者を適正に配置すること。 

ウ 総合防災管理棟の建設を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 以下のａからｃの工種区分の工事を実施する者は、理研又は文部科学省の競争参加
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資格において平成 25・26 年度における参加資格の認定をそれぞれが工事を実施する工

種区分で受けていること。その際に算定した客観点数が以下の点以上であること。な

お、複数の要件を満たす者は要件を満たす複数の工種区分の工事を実施することがで

きるものとする。また、同一工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者全

てがそれぞれの要件を満たすこと。 

ａ 建築一式工事 1,200 点 

ｂ 電気工事  1,100 点 

ｃ 管工事  1,100 点 

(ｲ) 実施する工事の工種区分において、平成 10 年４月１日以降に元請として完成・引渡

しが完了した以下のａ及びｂの建物の新営工事の施工実績を有すること（共同企業体

の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。）。なお、同一工

種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者全てが要件の全てを満たすこと。 

ａ 延床面積 5,000 ㎡以上の庁舎又は事務所 

ｂ 250 席以上を収容可能なホール施設 

エ 研究本館、展示事務棟、工学実験棟の改修を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこ

と。 

(ｱ) 以下のａからｃの工種区分の工事を実施する者は、理研又は文部科学省の競争参加

資格において平成 25・26 年度における競争参加資格の認定をそれぞれが工事を実施す

る工種区分で受けていること。その際に算定した客観点数が以下の点以上であること。

なお、複数の要件を満たす者は要件を満たす複数の工種区分の工事を実施することが

できるものとする。また、同一工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者

全てがそれぞれの要件を満たすこと。 

ａ 建築一式工事   900 点 

ｂ 電気工事    820 点 

ｃ 管工事    820 点 

(ｲ) 実施する工事の工種区分において、平成 10 年４月１日以降に元請として完成・引渡

しが完了した以下の建物の新営工事又は改修工事の施工実績を有すること（共同企業

体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。）。なお、同一

工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者全てが要件を満たすこと。 

・延床面積 2,000 ㎡以上の研究施設（改修工事の実績の場合は改修後の施設が研究施

設であること） 

オ 事務棟の改修を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 事務棟の改修工事を実施する者は、理研又は文部科学省の競争参加資格において平

成 25・26 年度における「建築一式工事」に係る競争参加資格の認定を受けていること。

その際に算定した客観点数が以下の点以上であること。なお、事務棟の改修工事を複

数の者で実施する場合には実施する者全てが要件を満たすこと。 

・建築一式工事   900 点 
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(ｲ) 平成 10 年４月１日以降に元請として完成・引渡しが完了した以下の建物の新営工事

又は改修工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比

率が 20％以上の場合のものに限る。）。なお、事務棟の改修工事を複数の者で実施する

場合には実施する者全てが要件を満たすこと 

・延床面積 1,000 ㎡以上の展示施設（改修工事の実績の場合は改修後の施設が展示施

設であること） 

カ 解体対象施設の解体を行うものは、次の要件を満たすこと。 

・理研又は文部科学省の競争参加資格において平成 25・26 年度における「建築一式工

事」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 

 

③ 工事監理に当たる者（「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）に基づき設置するも

のとする。）は、以下の要件を満たすこと。 

複数の要件を満たす者が総合防災管理棟、改修対象施設、解体対象施設それぞれの工事

監理を複数実施することを妨げない。 

ア 理研又は文部科学省の競争参加資格において平成 25・26 年度設計・コンサルティング

業務に係る参加資格の認定を受けていること。 

イ 「建築士法」（昭和 25 年法律第 202 号）に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい

ること。 

ウ 総合防災管理棟の工事監理を行うものは、(ｱ)・(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 平成 10 年４月１日以降に元請として受注した工事監理業務で、下記の建物の工事監

理実績を有していること。 

ａ 5,000 ㎡以上の庁舎又は事務所 

ｂ 250 席以上を収容可能なホール施設 

(ｲ) 平成 10 年４月１日以降に元請として受注した(ｱ)に示す建物の工事監理業務の経験

を有する建築分野、構造分野、電気設備分野及び機械設備分野の技術者を配置できる

こと。なお、同じ技術者が複数の分野を担当することを妨げるものではない。また、

記載を求める技術者は、原則としてそれぞれ１名であること。ただし、参加表明書及

び競争参加資格確認申請書の提出時点において、技術者を決定できないことにより複

数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、い

ずれの候補者についても実績を有していなければならない。 

エ 改修対象施設の工事監理を行うものは、次の要件を満たすこと。 

(ｱ) 平成 10 年４月１日以降に元請として受注した工事監理業務で、下記の建物の工事監

理実績を有していること。なお、改修対象施設を複数の者で工事監理を行う場合には

実施する者全てで以下の実績を有していればよい。 

ａ 2,000 ㎡以上の研究施設 

ｂ 1,000 ㎡以上の展示施設 
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④ 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア 全省庁統一資格又は理研において平成 25 年度に「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣの等

級に格付けされている者であること。 

イ 平成 10 年４月１日以降に元請として受注した維持管理業務で、下記の建物の１年以上

の維持管理業務実績を有していること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率

が 20％以上の場合のものに限る。）。 

・敷地面積 140,000 ㎡以上かつ延床面積 100,000 ㎡以上の研究所及び大学法人（実験

施設等の研究機能を有する大学法人に限る）の施設（同一敷地内の複数施設の合計

延床面積が 70,000 ㎡以上であればよい） 

なお、ここでいう維持管理業務とは、以下の業務を指し、全ての業務実績を有してい

ること。ただし、各業務の実績は同一契約での実績でなくてもよいこととし、また、維

持管理業務を複数の者で実施する場合には、実施する者全てで以下の実績を有していれ

ばよい。 

・施設設備維持管理業務（建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務） 

・清掃業務 

・警備業務 

 

⑤ 運営に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 

複数の要件を満たす者が各運営業務を複数実施することを妨げない。 

ア 全省庁統一資格又は理研において平成 25 年度に「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣの等

級に格付けされている者であること。 

イ 以下の各運営業務を行うものは、平成 10 年４月１日以降に元請として受注した１年以

上の運営業務実績を有していること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が

20％以上の場合のものに限る。）。 

(ｱ) 広報運営支援業務を行うもの 

・展示施設の運営業務実績 

(ｲ) 国際交流会館及び仁科ロッジ管理業務を行うもの 

・80戸以上の宿舎（全戸数の過半数が日本国籍を有しない者の利用に供されている

もの）の運営業務実績  

(ｳ) 食堂運営業務を行うもの（なお、食堂運営業務に当たる者が複数ある場合は、うち

１社が満たせばよい） 

・食堂、飲食店等の食事提供を目的とする施設の運営業務実績 

 

(4) 競争参加資格確認基準日 

競争参加資格確認の基準日は、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日

とする。 
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(5) 構成員及び協力会社の変更等 

① 構成員及び協力会社の変更 

競争参加資格の確認後は、構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、

やむを得ない事情（合併等）が生じ、構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日まで

に変更（構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。）を行おうとす

る者にあっては、理研と事前協議を行い、理研の承諾を得るとともに、変更後において前

記(1)から(3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、構成員及び協力

会社の変更をすることができる。なお、この場合においては、速やかに、構成員及び協力

会社の変更届を理研に提出すること。 

② 競争参加資格の確認の特例 

ア 競争参加資格があると確認された入札参加グループのうち、提案書の提出期限の日か

ら開札日までにおいて前記(1)から(3)に示す競争参加資格を満たさない構成員及び協力

会社（以下「欠格構成員等」という。）を含む入札参加グループは、提案書の提出期限の

日までであれば、参加表明書及び競争参加資格確認申請書を取り下げることができる。 

イ 上記アの取り下げを行った入札参加グループの欠格構成員等を除く残余の構成員及び

協力会社は、提案書の提出期限の日までであれば、入札説明書に定める期限に係わらず、

当該欠格構成員等に代わる構成員及び協力会社を補充した上で、入札参加グループとし

ての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。 

ウ 上記イに係わらず、上記アの取り下げを行った入札参加グループの欠格構成員等を除

く残余の構成員及び協力会社は、提案書の提出期限の日までであれば、入札説明書に定

める期限に係わらず、当該欠格構成員等に代わる構成員及び協力会社を補充せず、入札

参加グループとしての競争参加資格の確認の申請を行うことができる。 

エ 上記イ及びウの申請は、構成員及び協力会社の一部が指名停止を受けたこと以外の理

由により申請を行った場合には、これを却下する。 

オ 上記アからウまでの取り下げ及び確認の申請があることをもって、入札説明書に定め

る入札及び開札の日時を変更することは行わない。 

 

５ 審査及び選定に関する事項 

(1) 提案書の審査に関する基本的考え方 

民間事業者の選定に当たり、審査委員会による提案内容審査における評価項目の検討及

び入札参加者から提出された提案書の審査を行う。 

なお、落札者決定基準は入札説明書等において提示する。 

 

(2) 審査手順等に関する事項 

審査は、総合評価落札方式によることとし、第一次審査と第二次審査の２段階に分けて

実施する。 

審査委員会は、入札価格及び施設整備・維持管理・運営能力並びにその他の条件等を総
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合的に評価する。 

理研は審査委員会の評価を踏まえ、最も優れた提案を行った者を落札者とする。 

なお、競争参加資格確認審査書類の受付から落札者を選定するまでの間に、入札参加企

業又は構成員及び協力会社が上記４(2)①の規定に基づく入札参加者の制限又は理研から指

名停止措置を受けた場合には当該入札参加企業又は入札参加グループを選定しない。 

各審査の主な項目は次のとおりとし、具体的な評価基準については入札説明書等におい

て示す。 

 

① 第一次審査(競争参加資格確認審査)における審査の項目 

ア 入札参加者の構成等の適正審査 

イ 入札参加者及び協力会社の参加要件の適正審査 

ウ 入札参加者及び協力会社の資格等要件の適正審査 

 

② 第二次審査（提案内容審査）における審査の項目 

ア 入札金額の適格審査 

イ 基礎項目の適正審査 

ウ 加点項目の審査 

エ 基礎項目の適正審査、加点項目の審査及び入札金額から、総合評価値を求めて落札

者を選定する。 

※ 入札参加者に対して提案内容等に関するヒアリングを実施することもある。 

 

(3) 選定結果の公表 

理研は審査委員会の審査結果を踏まえ落札者を選定した場合には、その結果を入札参加

者に通知するとともに、理研ホームページにおいて公表する。 

 

６ 落札者を選定しない場合 

民間事業者の募集、評価・選定に係る過程の中で、入札参加者がいない、あるいは、いずれ

の入札参加者も予定価格を超過する等の達成が見込めない等の理由により、本事業をＰＦＩ事

業として実施することが適当でないと判断された場合等には、落札者を選定せず、特定事業の

選定を取消す。 

特定事業の選定を取り消す場合には、この旨を速やかに公表する。 

 

７ 契約に関する基本的な考え方 

(1) 事業契約の概要 

事業契約は、設計、施設整備、維持管理及び運営業務を包括的かつ詳細に規定する平成

41 年３月までの契約となる。なお、事業契約書（案）については入札説明書とともに公表

する。 
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(2) 特別目的会社の設立 

本事業に係る入札の結果、落札者として決定した場合、落札者は本事業を実施する会社

法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として特別目的会社を設立する。 

この場合、理研は、落札者と設計、施設整備、維持管理及び運営業務の遂行に当たって

必要となる事項等について基本的な協定を締結し、当該協定に規定した事項に基づき、落

札者が設立した特別目的会社と事業契約を締結する。 

なお、落札者となった入札参加企業又は構成員は、当該会社に対して出資するものとす

る。その出資比率は 100%とする。すべての出資者は、契約が終了するまで特別目的会社の

株式を保有するものとし、理研の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権

等の設定その他の一切の処分を行ってはならない。 

 

８ 提出書類の取扱い 

(1) 著作権 

本事業に関する入札提出書類の著作権は入札参加者に帰属する。 

ただし、本事業において公表及びその他理研が必要と認める場合には、理研は提案書の

全部又は一部を使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった入札参加者の提案書については、ＰＦＩ法第８条に基づく客

観的評価の公表（審査講評の公表）以外には無断で使用しない。 

なお、提出を受けた書類等は返却しない。 

 

(2) 特許権等 

入札参加者の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている事

業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法、研究支援方法等を使用した結果生じた責任

は、原則として提案を行った入札参加者が負う。 

 

Ⅲ 選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

１ 予測される責任及びリスクの分類と官民間での分担 

(1) 責任分担の考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で

質の高いサービスの提供を目指すものであり、選定事業者が担当する業務については、選

定事業者が責任をもって遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として選定

事業者が負うものとする。ただし、理研が責任を負うべき合理的な理由がある事項につい

ては、理研が責任を負うものとする。 
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(2) 予測されるリスクと責任分担 

理研と選定事業者の責任分担は、原則として別紙２リスク分担表（案）によるものとし、

実施方針等に対する質問回答及び競争的対話の結果を踏まえ、必要な事項については、入

札説明書等において提示する。 

 

２ 提供されるサービス水準 

現段階で、本事業において実施する業務の要求性能及びサービス水準等は、業務要求水準書

（案）において提示する。 

 

３ 選定事業者の責任の履行に関する事項 

選定事業者は、事業契約書（案）に基づき作成された事業契約書に従い、誠意をもって責任

を履行する。 

なお、事業契約締結にあたっては、契約の履行を確保するために、次のいずれかの方法によ

る事業契約の保証を行うことを想定しているが、詳細は入札説明書等において示す。 

・契約保証金の納付 

・施設整備業務の実施期間中における履行保証保険契約等による保証措置 

 

４ 理研による事業の実施状況のモニタリング 

(1) モニタリングの目的 

理研は、選定事業者が定められた業務を確実に遂行し、業務要求水準書に規定した要求

水準を達成しているか否かなどを確認すべく、事業の実施状況についてモニタリングを実

施する。 

 

(2) モニタリングの時期 

① 設計段階 

基本設計及び実施設計の段階において、設計内容について確認する。 

 

② 建設、改修及び解体段階 

選定事業者は、「建築基準法」に規定されている工事監理者を設置し、工事監理を行い、

定期的に理研から工事及び工事監理の状況の確認を受ける。また、選定事業者は、理研が

要請した場合には、工事の事前説明及び事後報告を行うとともに工事現場での状況確認を

受ける。 

 

③ 建設、改修及び解体完了時 

工事期間中においては、定期的に（必要が生じたときは、その時点で）、施工内容につ

いて確認する。 

建設工事の完了時においては、完成した施設等の性能及び仕様等について確認する。 



 24

 

④ 維持管理・運営段階 

選定事業者により提供される維持管理・運営サービスの水準が業務要求水準書で定める

水準を満たしていることを確認する。 

 

⑤ 財務の状況に関するモニタリング 

選定事業者の経営状況及び財務状況について定期的に報告を求め、確認する。 

 

⑥ 事業契約終了時 

本施設事業の事業期間終了に当たり、本施設の維持管理・運営の状況等について検査す

る。なお、その状況が事業契約書で定めた条件に適合しない場合は、修補を求めることが

ある。 

 

(3) モニタリングの方法 

現段階で想定しているモニタリングの具体的な方法については、入札公告時までに示す

添付資料２「モニタリング及び減額措置等（案）」において提示する。 

 

(4) モニタリングの費用の負担 

理研が行うモニタリングにかかる費用は、理研の負担とする。 

 

(5) 選定事業者に対する支払額の減額等 

理研は、モニタリングの結果、事業契約書で定められた要求水準が達成されていないこ

とが判明した場合には、選定事業者に対して支払額の減額措置又は修復勧告を行う。なお、

減額の具体的な考え方等は、入札公告時までに示す添付資料２「モニタリング及び減額措

置等（案）」によるものを想定している。 
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Ⅳ 立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

１ 立地に関する事項 

立地条件は、Ⅰ１(2)②に示すとおり。その他詳細の条件は業務要求水準書（案）に示すと

おり。 

 

２ 土地に関する事項 

理研は、本施設の建設及び解体対象施設の解体期間中、建設工事及び解体工事に供するため

に、理研が所有する土地のうち必要な範囲を選定事業者に無償で貸与する。 

 

Ⅴ 事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

 

１ 紛争が生じた場合の基本的な考え方 

事業計画又は事業契約書の解釈について疑義が生じた場合、その他事業契約に関して紛争が

生じた場合には、理研と選定事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、

事業契約書に定める具体的な措置に従う。 

 

２ 管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 

Ⅵ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

 

本事業の継続が困難となる事由について、選定事業者の責めに帰すべき事由による場合、理研

の責めに帰すべき事由による場合、いずれの責めにも帰さない不可抗力等の事由による場合等に

分けて、それぞれの措置を事業契約書において規定するものとする。基本的な考え方は次のとお

りである。 

 

１ 選定事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合 

(1) 選定事業者の提供するサービスが事業契約書に定める要求水準を下回る場合、その他事業

契約書で定める選定事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行が生じた場合、理研は、

事業契約書の規定に基づき、事由に応じて、選定事業者に対して、一定期間を定めて催告を

行った後、又は直ちに事業契約を解除することができるものとする。 

 

(2) 前項により理研が事業契約を解除した場合、理研は事業契約書に定めるところに従い、損

害賠償の請求等を行うことができるものとする。 
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２ 理研の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合 

(1) 理研の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、選

定事業者は、事業契約を解除することができるものとする。 

 

(2) 前項にかかわらず、理研は事業契約書に定める一定期間より前に通知を行うことにより、

事業契約の解除を行うことができる。 

 

(3) 前各項により事業契約が解除される場合、理研は、選定事業者に生じる損害を事業契約に

基づき賠償するものとする。 

 

３ いずれの責めにも帰さない事由により本事業の継続が困難となった場合 

(1) 不可抗力その他理研又は選定事業者の責めに帰すことのできない事由により本事業の継続

が困難となった場合、理研は事業契約書に基づき、契約の全部又は一部を解除することがで

きる。 

 

(2) 前項により事業契約が解除される場合、理研は、選定事業者に生じる損害を事業契約書に

基づき負担するものとする。 

 

４ 融資機関（融資団）と理研の協議 

理研は、選定事業者からの要請に基づき、本事業の継続性をできるだけ確保する目的で、選

定事業者に対し資金供給を行う金融機関等の融資機関（融資団）と協議を行い、当該融資機関

（融資団）と直接協定を締結することがある。 

 

Ⅶ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

 

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

現時点では、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していない。 

 

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

現時点では、本事業に関する財政上及び金融上の措置等は想定していない。 

 

３ その他の支援に関する事項 

その他の支援については、次のとおりとする。 

(1) 事業実施に必要な許認可等に関し、理研は必要に応じて協力を行う。 

(2) 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、理研と選定事業者で

協議を行う。 
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Ⅷ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

 

１ 情報公開及び情報提供 

特定事業の実施手続きに関する情報提供は、理研ホームページへの掲載等、適宜な方法によ

り公表する。 

 

２ 入札に伴う費用負担 

入札参加者の入札にかかる費用については、すべて入札参加者の負担とする。 

 

 

 

実施方針、別紙及び様式に関する問合わせ先： 

理化学研究所 和光事業所 経理部 契約課 

E-mail pfi-wakokeiyaku@riken.jp 

なお、電話及び FAX による質問・意見は受け付けない。 
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別紙１ 理研和光地区施設配置図 
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別紙２ リスク分担表（案） 

（凡例 「○」主たる負担者、「△」従たる負担者） 

１．共通事項 

リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

理研 
選定 

事業者

計画変更 理研の指示による事業内容・用途の変更に関するもの ○  

施策変更 理研の施策の変更（本事業に影響を及ぼすもの）によるもの ○  

公募書類 公募書類等の誤りによるもの ○  

資金調達 
理研が必要な資金を調達できないもの ○  

選定事業者が必要な資金を調達できないもの  ○ 

法令変更 本事業に直接関係する法令の新設・変更（税制度を除く）によるもの ○  

金利変動 
基準金利確定前の金利変動に伴うもの ○  

基準金利確定後の金利変動に伴うもの  ○ 

税制度の 

変更 

税制度の改正による、 

選定事業者の収支の影響 

法人税の変更によるもの  ○ 

本事業に直接関係する法令に基づく税制度の

変更による増減 
○  

消費税の変更によるもの ○  

本施設の取得及び所有に関する税制度の変更

による増減 
○  

許認可の 

遅延等 

選定事業者の責めによらない許認可取得の遅延に関するもの ○  

上記以外の選定事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの  ○ 

住民対応 

本事業を行政サービスとして実施すること及び理研からの提示条件に関する

住民運動等 
○  

上記以外の調査・工事等の選定事業者の業務に関する住民運動等  ○ 

契約締結 

理研の責めにより事業契約が締結できない場合 ○  

選定事業者の責めにより事業契約が締結できない場合  ○ 

上記以外により事業契約が締結できない場合 △ △ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他

の貴法人又は選定事業者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は

人為的な現象をいう。）に伴い、設計又は工期の変更、設備の修復等によ

り、選定事業者の経費の増加及び事業契約の履行不能 

△ △ 
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２．調査・設計・建設段階 

リスクの 
種類 

リスクの内容 

負担者 

理研 
選定 

事業者

測量調査 
理研が行った調査の不備、誤り等によるもの ○  

選定事業者が行った調査の不備、誤り等によるもの  ○ 

土壌汚染 
理研が事前に公表した資料に明示されているもの  ○ 

予見できない土壌汚染が発見された場合 ○  

埋蔵文化 

財発見 

理研が事前に公表した資料に明示されているもの  ○ 

予見できない埋蔵文化財が発見された場合 ○  

用地 
理研が事前に公表した資料に明示されているもの  ○ 

予見できない地中障害物等が発見された場合 ○  

設計 選定事業者が行った設計の不備、誤り等によるもの  ○ 

設計変更 
理研の責めに帰すべき事由（土壌汚染等も含む）による設計変更に伴うもの ○  

上記以外の事由による設計変更に伴うもの  ○ 

工事の遅延 

・未完工 

理研の責め（提示条件、指示の不備や要求水準の変更等）による工事の遅延

や未完工 
○  

不可抗力による工事の遅延や未完工 △ △ 

上記以外の事由による工程変更に伴うもの  ○ 

物価変動 設計・建設期間中のインフレ・デフレ △ △ 

建設工事費 

理研の責め（提示条件、指示の不備や要求水準の変更等）による建設工事費

の増大 
○  

不可抗力による建設工事費の増大 △ △ 

上記以外の要因による建設工事費の増大  ○ 

第三者賠償 
建設工事に伴う騒音、振動等により、周辺住民に損害を加えた際の賠償金支

払義務の発生 
 ○ 

地盤沈下 建設工事に伴う地盤の沈下による、建設費の増加  ○ 
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３．維持管理・運営段階 

リスクの 

種類 
リスクの内容 

負担者 

理研 
選定 

事業者 

施設瑕疵 
施設の引渡後 10 年以内に隠れた瑕疵が見つかった場合  ○ 

施設の引渡後 11 年以降に隠れた瑕疵が見つかった場合 ○  

性能 
理研の要求する性能に達しないために必要となる改善、その他損害に関する

もの 
 ○ 

物価変動 維持管理・運営期間中のインフレ・デフレ △ △ 

需要変動 

(収入及び 

業務費) 

食堂、売店、自動販売機  ○ 

国際交流会館 △ △ 

仁科ロッジ △ △ 

光熱水費 

変動 
物価変動以外の要因による光熱水費の変動 ○  

施設・備品

の損傷･盗

難等 

不可抗力に起因する損傷等 △ △ 

選定事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる第三者の責めによる損傷

等 
 ○ 

上記以外の要因による損傷等 ○  

債務不履行 

サービス水準の未達その他の選定事業者の債務不履行による事業契約の解除

による損害 
 ○ 

支払債務の不履行その他の理研の債務不履行による事業契約の解除による損

害 
○  

支払遅延 

・不能 
理研の事由による支払遅延・不能によるもの ○  

第三者等へ

の賠償 

選定事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる騒音、振動、臭気等の発

生による賠償 
 ○ 

上記以外に起因する事故等の発生による賠償 ○  

本施設の 

明渡 

本施設移管手続きに伴う諸費用の発生、事業会社の清算手続きに伴う損益等  ○ 

事業期間終了時における要求水準の保持  ○ 
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（様式第１号） 

 

平成 年 月 日 

 

実施方針等説明会参加申込書 

 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業に係る実施方針等の説明会への参加を申し込

みます。 

 

事 業 者 名   

業 種 設計・建設・維持管理・運営・その他（     ） 

参 加 希 望 人 数  

参加者所属／氏名 
 

 

※１事業者当たり、参加希望人数は２名までとしてください。 

 

（担当者連絡先） 

所 属  

氏 名  

所 在 地  

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

Ｅ－ＭＡＩＬ  

 

 

 



 33

（様式第２号） 

平成 年 月 日 

 

実施方針等に関する質問書提出届 

 

（あて先） 独立行政法人理化学研究所理事長 

 

 

提出者  所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 名              印 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業実施方針等について、別紙のとおり質問書

を提出します。 
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（様式第３号） 

 

平成 年 月 日 

 

実施方針等に関する質問書 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業に係る実施方針等に関する質問書を提出しま

す。 

 

企業名  

所在地  

所属／担当者名  

電話／FAX  

メールアドレス  

 

資料番号・資料名 （記入例）実施方針 

 

NO タイトル 
該当箇所 

質問 
頁 見出し番号 

例 ○○○○ 1 Ⅰ １ (1) ① ア 
○○○○ 

1         

2         

3         

4         

5         

         

 

注１ 質問する資料ごとに本様式を作成してください。 

注２ 資料名には、実施方針及び別紙、業務要求水準書(案)及び資料の該当する資料名称と番号を記入してくだ

さい。 

注３ タイトル欄は該当資料の該当箇所のタイトルを記入してください。 

注４ 該当箇所欄の記入に当たっては、数値、記号は半角小文字で記入してください。 

注５ 行が不足する場合には、適宜増やしてください。 

注６ 実施方針等の該当箇所の順番に並べてください。 
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（様式第４号） 

平成 年 月 日 

 

実施方針等に関する意見書提出届 

 

（あて先） 独立行政法人理化学研究所理事長 

 

 

提出者  所 在 地  

商号又は名称  

代 表 者 名              印 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業実施方針等について、別紙のとおり意見書

を提出します。 
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（様式第５号） 

 

平成 年 月 日 

 

実施方針等に関する意見書 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業に係る実施方針等に関する意見書を提出しま

す。 

 

企業名  

所在地  

所属／担当者名  

電話／FAX  

メールアドレス  

 

資料番号・資料名 （記入例）実施方針 

 

NO タイトル 
該当箇所 

意見 
頁 見出し番号 

例 ○○○○ 1 Ⅰ １ (1) ① ア 
○○○○ 

1         

2         

3         

4         

5         

         

 

注１ 質問する資料ごとに本様式を作成してください。 

注２ 資料名には、実施方針及び別紙、業務要求水準書(案)及び資料の該当する資料名称と番号を記入してくだ

さい。 

注３ タイトル欄は該当資料の該当箇所のタイトルを記入してください。 

注４ 該当箇所欄の記入に当たっては、数値、記号は半角小文字で記入してください。 

注５ 行が不足する場合には、適宜増やしてください。 

注６ 実施方針等の該当箇所の順番に並べてください。 
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（様式第６号） 

 

平成 年 月 日 

 

競争的対話参加申込書 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業に係る競争的対話への参加を次のとおり申し

込みます。 

 

企業名  

所在地  

所属／担当者名  

電話／FAX  

メールアドレス  

  

競争的対話 

への参加者 

商号又は名称  

所属・役職  

担当者氏名  

商号又は名称  

所属・役職  

担当者氏名  

商号又は名称  

所属・役職  

担当者氏名  

商号又は名称  

所属・役職  

担当者氏名  

注１ 記入欄が足りない場合は適宜、追加してください。 

注２ Microsoft Word で作成の上、電子メールで送付してください。 

注３ 参加者人数の上限を設ける等の調整を後日行う可能性があります。 
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（様式第７号） 

 

平成 年 月 日 

 

競争的対話を希望する議題 

 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業に係る競争的対話において希望する議題は次

のとおりです。 

 

該当箇所
(頁・タイトル)

1

2

3

4

5

6

確認したい内容 背景・趣旨
公表の
可否

No. 議題番号
該当箇所

資料番号・
資料名

タイトル

 

注１ 記入欄が足りない場合は適宜、追加してください。なお、競争的対話を希望する議題のうち、優先順位の

高いものから「No.」の若い順に記載してください。 

注２ 必要に応じて、図面等の参考資料を添付してください（データ形式：ＰＤＦ）。 

注３ 「議題番号」欄には、実施方針Ⅰ１(14)に記載されている議題１～議題５のいずれかを記入し、「タイト

ル」欄には確認したい内容を要約して記入してください。 

注４ 「公表の可否」欄について、参加者は、事業者の権利・競争上の地位、その他正当な利益を害するものと

判断する事項について、非公表を求めることができるものとします。「公表の可否」欄に、「可」の場合は

「○」、不可の場合は「×」のいずれかを記載してください。なお、対話実施の結果を踏まえて、業務要求

水準の変更等が生じる場合は、その内容について理研と質問者との間で協議した上で、公表することがで

きるものとします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業 

業務要求水準書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年８月 

独立行政法人理化学研究所 
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第１章 総則 

 

１ 本書の位置付け 

本業務要求水準書（案）は、独立行政法人理化学研究所（以下「理研」という。）が

民間事業者の募集、選定を行うに当たり、入札参加者を対象に交付する入札説明書と一

体のものとして提示する業務要求水準書の案である。 

理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業（以下「本事業」という。）にお

ける設計業務、工事監理業務、建設業務、維持管理・運営業務に関して、理研が要求す

るサービスの最低水準を示すとともに、業務内容についての理解を深め、より具体的な

検討を加えるための技術資料を提供するものである。 

理研は、本業務要求水準書（案）に関する質問を受け付け、これを必要に応じて反映

したものを業務要求水準書として、入札説明書とともに公表する。入札参加者は、業務

要求水準書の内容を十分に確認した上で提案を行うこと。 

 

２ 本事業の目的 

理研和光地区において、東日本大震災の経験から、緊急時における理研の本部機能を

確保できる十分な防災対策として、総合防災機能を高度化することが急務となっている。 

一方、和光地区における事務部門の業務に当てられているスペースは、複数の建物に

離散しており、事務機能の非効率化に結びついている。また、事務部門の一部のスペー

スについては、本来研究用である建物を使用しているため、各部屋が壁によって分断化

しており、業務の連携が不十分となっている。 

また、他方では、第３期中期目標期間における研究活動の拠点としての研究スペース

が十分でなく、そのスペースの確保が急務となっている。 

本事業では、これらの課題を解決することを目的としている。 

総合防災機能の高度化と事務機能の集約化を目指して、役員及び事務部門を一元的に

収容する総合防災管理棟を新たに建設することとし、各部署内のみならず、各部署間で

の業務の連携が改善することが期待され、かつ、役員と事務職員間の意思疎通もより円

滑化することも期待している。また、同棟の建設に伴い、災害時の避難所としても使用

可能な多目的ホールや展示スペースの併設及び既存建物等の改修により、理研における

研究活動を広く紹介する場を提供することが可能となり、社会への発信を強化し、理研

の活動度倍増を目指す。 

さらに、事務部門集約により空いた部分を研究用に改修することで、研究スペースの

確保につなげる。また、新たに建設する建物や既存の建物等において、建設・整備から

一貫して実施される維持管理及び運営等についても民間企業の持つ経験等を活かして、

コストを抑制しつつ、質の高い業務が展開されることを期待している。 



2 

３ 本事業の事業期間 

本事業の事業期間は次の予定である。 

① 総合防災管理棟の設計・建設期間  事業契約締結の日から平成 28年６月まで 

② 改修対象施設の設計・改修期間  事業契約締結の日から平成 28年 12月まで 

③ 解体対象施設の設計・解体期間  事業契約締結の日から平成 28年 12月まで 

※ただし、改修工事及び解体工事の着工は総合防災管理棟への引越完了後に行うこと

とする。 

④ 総合防災管理棟の維持管理・運営期間 平成 28年７月から平成 41年３月まで 

⑤ 改修対象施設の維持管理・運営期間  平成 29 年１月から平成 41年３月まで 

⑥ 既存施設の維持管理・運営期間  平成 29 年４月から平成 41年３月まで 

⑦ 事業契約の完了    平成 41 年３月 

 

４ 事業予定地等について 

(1) 事業予定地 

埼玉県和光市広沢２番１号 理研 和光地区 

用途地域：工業地域 / 防火地域：指定なし 

高さ制限：25ｍ（和光市 25ｍ高度地区による） 

 

(2) 敷地面積 

256,847.091㎡ 

 

(3) 建蔽率 

60％ 

 

(4) 容積率 

200％ 

 

５ 遵守すべき法令等 

本事業の実施に当たっては、関係法令、条例等を遵守すること。また、各種仕様書、

指針等についても本事業の業務要求水準に照らし、準拠すること。 

なお、本事業の実施に関して遵守すべき関係法令、条例等及び適用基準は次のとおり

である。適用基準は、最新版に準拠すること。 

 

(1) 法令 

ア 独立行政法人理化学研究所法 

イ 独立行政法人通則法 
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ウ 消防法 

エ 都市計画法 

オ 下水道法 

カ 水道法 

キ 水質汚濁防止法 

ク 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

ケ 大気汚染防止法 

コ 騒音規制法 

サ 振動規制法 

シ 悪臭防止法 

ス 建築基準法 

セ 建設業法 

ソ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

タ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法） 

チ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

ツ 土壌汚染対策法 

テ エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

ト 地球温暖化対策の推進に関する法律 

ナ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

ニ 電気事業法 

ヌ 高圧ガス保安法 

ネ 電波法 

ノ 労働安全衛生法 

ハ 労働基準法 

ヒ 警備業法 

フ 食品衛生法 

ヘ 本事業を行うに当たり必要とされるその他すべての関係法令 

 

(2) 条例等 

ア 本事業を行うに当たり必要とされる埼玉県・和光市の条例等 

 

(3) 適用基準 

① 共通 

ア 官公庁施設の総合耐震計画基準 
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② 建築 

ア 建築設計基準 

イ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

ウ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

 

③ 設備 

ア 建築設備設計基準 

イ 建築設備耐震設計・施工指針 

ウ 公共建築工事標準仕様書（電気工事編） 

エ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

オ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

カ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

 

④ その他 

ア 建築保全業務共通仕様書等 

 

６ 要求水準の変更 

(1) 業務要求水準の変更事由 

理研は、事業期間中に、次の事由により業務要求水準を変更する場合がある。 

① 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。 

② 地震、風水害、新型インフルエンザ等の感染症の流行その他の災害等の発生や

事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更され

るとき。 

③ その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。 

 

(2) 業務要求水準の変更手続 

理研は、業務要求水準を変更する場合、事前に選定事業者に通知する。業務要求水

準の変更に伴い、事業契約書に基づき選定事業者に支払うサービス購入料を含め、事

業契約書の変更が必要となる場合、必要な契約変更を行うものとする。 
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第２章 総合防災管理棟整備に関する要求水準 

 

Ⅰ 総合防災管理棟整備の概要 

１ 総合防災管理棟整備の基本方針 

総合防災管理棟（以下「本施設」という）整備の基本方針は以下の通りである。基本

方針を十分に理解・認識した上で提案を行うこと。 

 

(1) 総合防災機能の充実 

全国に展開する各事業所を含めた情報を集約し、理研の防災機能の中核として機能

する環境を整備し、予想される災害に備えた堅固な総合防災機能を確保する。 

各事業所からの情報を集約・発信の機能を付与するとともに、非常時の防災指示拠

点として機能すること。火災や自然災害に対し、十分な安全性と機能維持が確保でき

る構造と設備を採用し、非常時には構内の一時避難所、帰宅困難者待機場所となる計

画とすること。 

 

(2) 事務機能の充実 

事務機能の集約化により事務部門の機能を効率化・高度化することにより、研究部

門との連携をより強化し、イノベーションの創出、科学技術の発展等が促進される柔

軟性の高い事務空間の実現を図る。 

組織改編や業務のあり方の変化に対応可能な大空間の執務スペースを計画すると

ともに、闊達にコミュニケーションを行いやすいよう配慮した会議スペースを十分に

確保すること。 

 

(3) 創立 100周年の象徴 

理研創立 100周年の記念として、和光地区の代表的な建築であり続け、研究機関と

してふさわしい立面構成と外装仕上げを持つ施設とすること。 

また、理研外との繋がりを重視したスペースである「多目的ホール及び展示スペー

ス」を整備することにより、広く存在価値をアピールする。多目的ホール、ホワイエ、

展示スペース、レセプションスペースは空間的につながるものとし、学術集会、会議、

講義、セミナー等の多目的な利用を想定し、人と人とが出会う空間として機能できる

ようにすること。 

 

(4) 環境負荷の低減 

急速に研究開発が進められている先進的な省エネルギー機能を積極的に導入し、従

来の手法では成しえなかった高度な再生可能エネルギーの利用等、省エネルギー機能

を有した施設を建設し、LCC、LCCO2の削減等、環境負荷の低減に寄与すること。 
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(5) コスト縮減の追及 

建物等の維持更新が効率的に行え、長期にわたって機能性を維持できる施設とする

ことでコスト削減を可能な限り追及する。事業期間内外にわたり施設を安心・安全に

保ち、最小限の費用で維持管理するため、長寿命、省エネルギー、省メンテナンスに

配慮すること。 

 

２ 敷地条件 

(1) 本施設整備予定地 

埼玉県和光市広沢２番１号 理研 和光地区内 

用途地域：工業地域 / 防火地域 指定なし 

高さ制限：25ｍ（和光市 25ｍ高度地区による） 

 

(2) 整備予定地面積等 

本施設の整備予定地（以下「整備予定地」という。）の面積は理研和光地区敷地の

うち以下の通りである。 

敷地面積 256,847㎡  うち整備予定地 5,970 ㎡ 

整備予定地の位置及び範囲は「資料３ 総合防災管理棟整備予定地」を参照するこ

と。 

 

(3) 建蔽率 

60％ 

 

(4) 容積率 

200％ 

 

(5) インフラ整備状況 

以下のインフラ整備状況について「資料４ インフラ整備状況」を参照すること。 

ア 電気高圧・低圧幹線図 

イ ガス配管図 

ウ 上水配管図 

エ 井水配管図 

オ 雨水配管図 

カ 汚水・研究排水配管図 

キ 電話通信回線図 
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(6) 地盤状況 

入札公告時までに参考として整備予定地の地盤調査資料を示す。 

 

Ⅱ 本施設の設計及び建設に関する要求水準 

１ 本施設の概要 

(1) 本施設の規模、構造等 

① 延床面積 

11,000㎡を基準に－１%から＋２%の範囲内とする。 

 

② 階数 

選定事業者の提案とする。 

 

③ 構造 

選定事業者の提案とする。 

 

(2) 機能・構成 

本施設は理研の本部機能を担う和光地区において、総合防災機能を備え、事務業務

機能の集約とあわせて理研の広報活動、社会への発信の場として機能する。 

本施設の構成は、職員以外の多数の来客を収容することを想定した多目的ホール関

連ゾーンと役員室及び関連諸室を含む事務室関連ゾーン等から構成される。多目的ホ

ールは約 500席を備え、事務部門の事務室は約 600人を収容する施設として計画する

こと。 

現段階における理研の本施設の構成や配置に関する考え方を示すものとして「資料

５ 総合防災管理棟参考プラン」を示す。本プランは理研内部で比較検討の上、本施

設の設計諸条件を調整し集約したものであり、他の計画案の可能性を排除するもので

はない。 

 

２ 設計要求水準 

(1) 建築基本計画 

① 平面・動線計画 

ア １階は、多目的ホール、ホワイエ、展示スペース、レセプションスペースと他

のスペースとのセキュリティや動線に配慮した計画とする。多目的ホールは西門

からの利用も想定した位置とする。 

イ ２階には役員室及び関連諸室（危機対策室を含む）の配置を予定している。２

階役員室及び応接室からホワイエを経由することなく多目的ホールのステージ

際へアクセス可能な動線を確保する。 
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ウ 事務室はオープンかつワンルームでの使用を原則とするが、個室化も想定した

基本モジュールに配慮する。 

 

② 断面計画 

ア 閉塞感・圧迫感のない開放的な断面構成とする。 

イ ユニバーサルデザインに努め、段差及びスロープ等が極力生じない断面計画と

する。外部に面する出入口はユニバーサルデザインを考慮しつつ、ゲリラ豪雨等

を考慮した雨仕舞とする。 

ウ 内部階段を設ける場合には、利用のしやすい平面計画とするとともに、視認性

に配慮する。 

 

③ 内装計画 

ア 各室に求められる性能を満足させるとともに維持管理面や耐久性に配慮する。 

イ 使用材料はシックハウスに関連すると考えられる化学物質を含むものを避け

るとともに、将来の改修時、解体時においても環境汚染が生じないものとする。 

ウ 内装材の質感、色彩については理研にふさわしい清潔感のある落ち着いた環境

の創造につとめる。なお、施工前に理研の確認を受けること。 

 

④ 外装計画 

ア 開口部 

(ｱ) 換気ができる構造を原則とし、防虫対策にも配慮する。 

(ｲ) ガラス面は断熱効果に配慮したものとする。また、原則としてブラインド及

びブラインドボックスを設置する。 

 

イ 外壁 

(ｱ) 建物の長寿命化、空調負荷低減のための断熱性能に配慮し、最上階の屋根面

の断熱性能を十分に確保する。 

(ｲ) メンテナンスや将来の更新等の容易性、耐久性に配慮した計画とする。 

 

⑤ 外構計画 

ア 建物入口の前庭に相応するスペースは床面の舗装材等を工夫し、和光地区及び

本施設の表玄関にふさわしい計画とする。 

イ 車でのアクセスに配慮した車寄せを設ける。車寄せはバス等の大型車にも対応

できるものとし、雨天時にも濡れることなく乗降できるものとする。 

ウ 整備予定地内に公用車と来賓用の平面駐車場として、屋根付で 11 台分のスペ

ースを計画し、このうち１台分はバイク・自転車用として整備すること。また、



9 

障害者用と納品業者用として、それぞれ２台分（屋根付）と３台分の駐車場を整

備すること。 

  また、第二事務棟及び高圧実験棟の解体撤去後の跡地に駐車場を整備する。当

駐車場は自走式の立体駐車施設も可とし、整備予定地内の平面駐車台数と合わせ

て 150 台以上確保すること。 

エ 歩道構造形式はセミフラット方式とする。 

オ 周辺施設の配置、景観、スケール及び整備予定地の地形に配慮する。研究本館

との離隔や西側のイチョウ並木の保存に留意すること。西通用門守衛所は事前に

撤去されていることを前提とする。井戸は今後も使用するため、使用可能な状態

を維持した計画とするとともに、メンテナンスに配慮した計画とすること。 

カ 既存の設備配管・配線について、本工事に支障のあるものは切り回しを行う。 

工事の支障となる既存樹木の移植、もしくは伐採、処理は本事業に含む。 

 

⑥ サイン計画 

必要なサインを適切に設置し、利用上の便宜を図る。建築の意匠と統一感のある

ものとし、理研の定めるサインガイドラインに従う。外部案内板、館名板、総合案

内板、各階案内板、室名板、各種誘導（注意）板、掲示板、展示案内板、消防法・

労働安全衛生法等の法的案内表示板、点字サイン、その他ガラス面衝突防止表示等

を設け、利用者にわかりやすい案内となるようにする。 

 

⑦ その他 

天井等の非構造材の落下事故防止ガイドライン（日本建築学会）、関連する改正

法規等に配慮し、安全性の高い天井工法とする。 

 

(2) 構造計画 

① 構造種別 

十分な耐久性と将来の機能、使い勝手の変化に対応可能な計画とする。 

 

② 耐震安全性の分類 

ア 避難所として位置づけられた施設であることを基本とするが、本施設は災害時

の情報収集、指令の機能を有することに配慮して、官庁施設の総合耐震計画基準

及び同解説における構造体「Ⅱ類」以上、建築非構造部材「Ａ類」とする。 

イ 地震等に対する耐力を十分に見込み、大地震後も構造体の大きな補修を行うこ

となく建物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保を図

る。 
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③ 基礎 

敷地、地盤の状況を十分に把握した上で、安全かつ経済性に配慮した計画とする。 

 

(3) 設備計画 

① 共通事項 

ア 既存インフラと整合が取れた計画とする。 

イ 建築設備の耐震設計に当たって、耐震安全性は設備機能の維持を図るため「官

庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における「甲類」とする。 

ウ 設備方式システムは外部熱負荷の積極的な低減を図る一方、エネルギー・資源

の有効利用や将来的な変化や発展性への配慮の観点から適正な機器能力を有す

るものを選定し、かつ運転制御やメンテナンスが容易で明快な構成とする。 

エ 整備予定地、本施設に最適な再生可能エネルギーを導入し、エネルギーの変換

及び利用が効率的に実施される建築設備システムを構築する。 

オ 長寿命、省エネルギー、省メンテナンスを目的とし、主用途の諸室における

PAL/CEC 値は次の値以下とすること。 

(ｱ) PAL  ：270MJ/㎡･年 

(ｲ) CEC/AC：1.4、CEC/V：0.9、CEC/L：0.9 

カ 建物管理について、監視室は本施設に対する防災監視機能、機械監視機能及び

電気監視機能を有する。また、原則として本施設内に有資格者の常駐は要しない

ものとする。 

キ 水利用室（便所、給湯コーナー、PS等）は利用状況に応じ、適切に防水を行う。

また、水利用室直下に機能上漏水に対する備えが必要な諸室（電気設備関係諸室、

監視室等）がある。室床下配管がある場合は、メンテナンスを兼ねた二重スラブ

等による漏水対策を行い、検知器等を設置する。 

ク 本施設の電気、都市ガス、上水、井水について、各使用量を計量する。 

ケ 各室で求める設備性能は入札公告時までに示す。 

 

② 電気設備 

ア 一般事項 

(ｱ) 電線、ケーブルは原則 JISまたは JCS規格のいずれかによる EM規格とする。 

(ｲ) 設計照度、幹線ケーブルのサイズ、受変電設備の選定、発電機器の選定、直

流電源装置の蓄電池容量、整流装置の定格直流電流、無停電電源装置の容量、

テレビ共同受信設備の各テレビ端子利得（レベル計算書）は、建築設備設計基

準による計算方法において満足していることを検証する。 
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イ 電灯設備 

(ｱ) 照明器具等は次による。 

ａ 省エネルギーを考慮し、原則として LED等を使用する。 

ｂ 保守性を考慮したランプ選定を行う。 

ｃ 高天井部等に照明器具を設ける場合は、点検及びランプ交換が容易に行

えるものとする。 

(ｲ) 照明制御は省エネルギー効果が十分に得られるよう適正照度制御、昼光利用

制御、タイマー制御方式、在・不在制御、個別制御、手動制御等を組み合わせ

たシステムとする。点滅区分は省エネルギーを目的とし、適度に細分化するこ

と。また、使用勝手の良いグループ点滅を考慮し、割り込みなどの後操作可能

とする。 

(ｳ) 分電盤は予備回路および予備スペースを確保する。予備回路数は実装回路数

の 20％以上かつ電源種別ごとに５回路以上とし、適宜予備スペースを設ける。 

(ｴ) 事務スペースの負荷容量は壁付きコンセント３VA/㎡、OA 機器用コンセント

50VA/㎡以上とする。 

(ｵ) 壁付きコンセントは接地付きとし、回路番号表示を行う。また、次のものは

電圧種別の確認が容易にできるようにプレート上に表示を行う。 

ａ 単相 100V 以外の電源種別 

ｂ 発電回路は赤コンセントとする。 

ｃ 電動車椅子充電用 900VA コンセントを来訪者動線、待ち時間（充電時間）

を考慮し、１階に設け、用途表示を行う。 

(ｶ) 床コンセントは部屋の用途にあった形状のコンセントを設けること。 

ａ 事務室においては、二重床内ケーブルジョイント用ボックスより使用箇

所まで OAタップ（４口）にて配線する。 

ｂ 会議室などの多目的に利用される部屋においては、使用勝手に配慮した

床埋め込み型コンセント（2P15AE×２口）を原則とする。 

(ｷ) 会議室等の映像音響機器用コンセントは非常放送等の防災機器からの信号

を受け、自動的に電源を遮断する機能を有すること。 

(ｸ) 雷保護設備は JISA4201:2003 によるものとする。また、屋内の電路には SPD

を設ける。 

(ｹ) 外構照明は車道、歩道などの通路、駐車場、駐輪場および緑地で人の行動を

確認できる程度以上の照度を確保する。 

 

ウ 受変電設備 

(ｱ) 特高変電所より 6,600V本線、予備線の２回線受電を地中埋設とする。 

(ｲ) 特高変電所の停電を伴う工事は、年次法定点検時に行う計画とする。 
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(ｳ) 電気機械棟に設置されている既存電力監視設備のグラフィックパネル及び

監視点数の増設、コンピュータ監視画面の更新等を行う。 

(ｴ) 将来の負荷の増加に対して、設備容量を増加できるものとし、見込むべき容

量は現状の負荷の 10％以上とする。 

(ｵ) 商用電源が途絶しても継続して操作および監視・計測ができるものとする。 

(ｶ) 受変電設備機器は保守・更新を考慮した配置とし、メンテナンス通路を設け

ること。 

 

エ 静止型電源設備 

非常用照明設備および監視・制御盤の制御用電源として直流電源装置を設ける。 

(ｱ) 蓄電池は MSE 形（長寿命型）とする。 

(ｲ) 電源設備容量はすべての監視・制御をまかなえること。 

 

オ 自家発電設備 

(ｱ) 各関連法令に基づく予備電源装置として設けると共に、本施設の各室内重要

負荷（危機対策室、監視・制御盤の制御用電源、電気室（照明・コンセント回

路）、各通信機器室、エレベーター、給排水ポンプ設備、テレビ共同受信設備、

電子計算機・ネットワーク機器等）への停電時送電用として設置する。 

(ｲ) エンジン方式は設置場所、運転時間等を考慮して選定する。連続運転時間は

72 時間以上とする。 

(ｳ) 軽油は 72 時間以上連続して運転が可能な量を、整備予定地内（外構仕上げ

を整備する範囲）に専用燃料タンクを設け、備蓄する。燃料小出槽は筐体に収

納し、エンジン運転時にも給油可能とする。 

(ｴ) 屋内設置の場合は煙道を屋上まで設け、騒音には十分配慮し超低騒音型の排

気口とする。 

 

カ 構内交換設備 

(ｱ) 電気機械棟にある既存電話交換機を利用する。有線電話回線（一般電話、多

機能電話）について、本施設に必要な回線分のパッケージを増設する。 

(ｲ) 原則として各階の通信機器室に端子盤を設ける。端子盤は盤内にセパレータ

を設け、他の通信設備と共用できるようにする。 

 

キ 構内情報設備 

(ｱ) 研究本館 B53と情報基盤棟１階スパコン室の２系統に接続できるように管路

を敷設する。 

(ｲ) 各階に通信機器室を設け、理研の指定するサーバーラック及びケーブルを設
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置する。 

(ｳ) サーバーラックから各室に３系統の LAN 配線を行い、室内に情報コンセント

を設ける。 

(ｴ) 無線 LANアクセスポイント用配線を 15m 毎に１箇所程度設ける。 

 

ク 拡声設備 

(ｱ) 業務放送設備とし、本施設内全てに放送が行える拡声機能を有すること。 

(ｲ) 電気機械棟の既存拡声設備に接続すること。 

(ｳ) 拡声機能はコールサイン、CDプレーヤ、アナウンスマシーン、モニター、AM･

FM ラジオ、チャイムとする。 

(ｴ) 原則としてスピーカーは天井埋込型とし、部屋単位に壁付け音量調整器を設

ける。 

 

ケ テレビ共同受信設備 

(ｱ) 地上波および BS、CS(110°)、AM、FMの受信が可能なテレビ共同受信設備を

設ける。また、CSデジタル放送の受信設備が将来設置可能なスペース等を確保

する。 

(ｲ) 各テレビ放送電波の受信に必要なアンテナを設置する場合は、各アンテナの

耐風圧について、「電気設備工事監理指針」（社団法人公共建築協会発行）資

料４－３－１、４－３－４風圧荷重計算により検証するものとする。 

(ｳ) 電源は非常用電源とし、災害停電時にも使用可能とする。 

 

コ 防災設備 

(ｱ) 自動火災報知設備は受信機を監視室に設け、副受信機を事務室に設置する。

また、代表警報を電気機械棟中央監視室の既存自動火災報知設備に移報する。 

(ｲ) 非常警報設備を非常放送とする場合は、拡声設備と兼用してもよい。 

(ｳ) ガス使用箇所には、ガス漏れ検知器を設ける。 

(ｴ) サーバー室を設ける場合は、早期火災検知装置を設置する。 

(ｵ) 防火シャッターは電動式を原則とする。 

 

サ 監視カメラ設備（監視室） 

(ｱ) 本施設の共用部分（エントランスホール、エレベーターホール、廊下、通用

口、電気室、発電機室、駐車場、敷地外周部等）、その他防犯上必要と思われ

る箇所には監視カメラを設ける。 

(ｲ) フル HD ネットワークカメラとし、映像は昼夜に関わらず容易に被写体が視

認可能なものとする。 
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(ｳ) 監視カメラは監視室にて監視・操作できること。監視・操作部は次による。 

ａ モニターはカラーの液晶式、サイズは 19インチ以上とする。監視距離に

よりモニターサイズを決定すること。なお、モニター台数は４分割画面４

スクロールにて、全台数のカメラ監視が可能なモニター数とすること。 

ｂ 屋外カメラを設置する場合は、必要に応じてワイパー、デフロスト機能

を設けること。 

(ｴ) 監視カメラは録画可能なものとする。また、選定事業者は録画データを保存

することとし、理研から要望があった場合は速やかにデータを提供すること。 

(ｵ) 本施設出入口の監視は、死角がなく監視可能なものとする。 

(ｶ) 監視カメラ機器は非常用発電装置より電源を供給する。 

(ｷ) 車寄せからエントランスホール、エレベーターホールの映像は秘書室でモニ

タリングできること。 

 

シ 監視カメラ設備（危機対策室） 

全国各事業所間を専用回線（別途工事）等で結び、専用ネットワークとTV会議シ

ステム（10カ所以上の地点を同時接続でき、同時投影できるマルチスクリーン対応）

を構築し、全国各事業所の被災状況を当室からモニタリング及びTV会議等が可能な

ものとする。 

 

ス 入退室管理設備 

風除室、展示スペースとエントランスホール間及び通用口で、入退室管理を行う。

施錠の方式については、理研の指定する方式で行い、他施設と共用可能なものとす

る。 

役員フロアについては、エレベーターや階段等の共用部からのアクセスに際して

セキュリティ確保に十分配慮した設備を計画すること。 

 

セ 自動ドア 

停電時にはすべて停電前の状態（開錠、施錠）を保持する。ただし非常時には内

部から外部に出られる別の避難経路を確保する。 

 

ソ AV設備 

多目的ホールに専用AV設備を設ける。詳細は６(1)①アを参照すること。 

 

③ 機械設備 

ア 空調設備 

(ｱ) 熱源および空調システムは年間の空調負荷特性に適合するものとする。 
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(ｲ) 熱源は中央式、個別式または併用式とする。ただし、24時間使用室や危機対

策室等は使用時間や非常時対応を行う場合を考慮して計画すること。 

(ｳ) 熱源システムは、本施設に対応する熱源システムの中でライフサイクルコス

トが最小となるものを用いる。また、電力負荷の平準化に寄与するものとする。 

※熱源システムはコスト（建設費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンスの難易、

構内のエネルギー供給状況、エネルギーの入手難易度、設置面積、性能特性（部分負荷性能、

省エネ性能）、振動・騒音、信頼性（実績）、負荷の増減への柔軟性について、機器の種別お

よびエネルギー別にケーススタディを行い、ケース毎に LCC 評価（50 年）の比較検討書を

作成し、検証する。 

(ｴ) 空調システムはエネルギーの効率的利用、負荷の平準化、自然エネルギーの

利用等システムの組み合わせとする。また、環境負荷低減に配慮したものとし、

LCCO2を可能な限り低減できるシステムとする。 

(ｵ) 空調ゾーニングは方位別、部位別、室用途別などの要因を把握し、適切に行

う。 

(ｶ) ゾーニング毎の空調の発停及び温度制御は、部屋用途に応じ適度の細分化す

ること。 

(ｷ) 危機対策室や監視室等は災害時にも空調可能なシステムとする。 

(ｸ) 人が対流する吹抜け空間を設ける場合は、床暖房等の適切な暖房効果が得ら

れ、経済性、維持管理性の優れたシステムとする。 

(ｹ) 各階通信機器室には空調を設置し、停電時も稼動させること。 

 

イ 換気設備 

(ｱ) 省エネルギーに配慮しつつ、シックハウス対策等、適正な環境を確保できる

計画とする。 

(ｲ) 各室で発生した臭気、物質が他室に影響を及ぼさないこと。また建物の通常

の利用状態においてトイレ等の排気に対し不快感がないこと。 

(ｳ) 熱源機械室、電気室の熱の排除は、経済性および環境性を検討し、換気方式、

冷房方式、換気・冷房併用方式のいずれか優位な方式とする。 

(ｴ) 倉庫等は、中に納める物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境とする。 

 

ウ 排煙設備 

建築基準法及び消防法による。 

 

エ 自動制御設備 

(ｱ) 空調設備、換気設備、給水設備、排水設備等の機械監視設備は監視室に設け、

サブ監視設備を電気機械棟中央監視室に設置する。 

(ｲ) 温度、湿度、圧力、流量、液面等により、機械設備機器類を自動的に制御、

計測監視等を行うシステムとする。 
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(ｳ) 機械監視設備は、和光地区の機械監視を全て行うものとする。 

 

オ 衛生器具設備 

(ｱ) 節水型衛生器具を採用する。 

(ｲ) 便器は全て洋式とし、瞬間式暖房機能付きの温水洗浄便座とする。また、リ

モコンは壁付けとする。また、外国人にも使用方法が分かるように、主要ボタ

ンはバイリンガル表示とする。 

(ｳ) 小便器は個別感知洗浄弁とする。 

(ｴ) 多目的トイレには温水シャワーおよび便器に座ったまま使用できる手洗い

器を設ける。また、１階に設置する多目的トイレにはオストメイトの方の排泄

物処理ができる汚物流しも設ける。 

(ｵ) 掃除用に共用スペースから直接アクセスできる SKスペースを設ける。 

(ｶ) 電源は非常用電源とし、災害停電時にも使用可能とする。 

 

カ 給水設備 

(ｱ) トイレ洗浄水等雑用水は構内井水を使用する。 

(ｲ) ミニキッチンには浄水器を設置して、飲用水は浄水器を通して使用する。 

(ｳ) 給水設備は、供給先の各器具および機器に使用する用途に必要とする水量、

水圧で、衛生的な水を汚染することなく安定して供給する。 

※給水方式の選定に当たっては、コスト（建設費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナ

ンスの難易、設置面積、振動・騒音、信頼性（実績）について、システムの種別毎にケースス

タディを行い、ケース毎に LCC 評価（50 年）の比較検討書を作成し、検証する。 

 

キ 排水設備 

(ｱ) 建物内の汚水・雑排水は分流方式とし、建物を出た汚水・雑排水は衛生的に

構内汚水排水本管に、雨水は構内雨水本管に導く設備とする。 

(ｲ) 建物利用者が建物内外における通常の利用状態において、通気管やマンホー

ル等から臭気により不快を感じないものとする。 

 

ク 給湯設備 

(ｱ) 給湯設備においては、使用する用途に必要な温度、量および圧力の湯を衛生

的に供給する。 

(ｲ) 洗面化粧台、ミニキッチンには、適温（45℃程度）の給湯を行い、シングル

レバー水栓とする。 

 

ケ 消火設備 

(ｱ) 特殊消火設備を設ける場合は、環境保全性および安全性に十分配慮した不活
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性ガス消火設備（二酸化炭素は除く）とし、所轄消防署との協議を行い、消火

剤を選定すること。 

 

コ 都市ガス設備 

(ｱ) ガス設備は使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、快適性、耐久性の

あるものとする。 

 

サ エレベーター設備 

(ｱ) 耐震性能は「昇降機技術基準の解説」（国土交通省住宅局建築指導課財団法

人建築設備・昇降機センターおよび社団法人日本エレベーター協会編集）によ

る。耐震クラスは「耐震クラス S09」とする。 

(ｲ) 乗用エレベーターを設置する。乗用エレベーターの台数、積載荷重、速度は

交通計算により求める。 

ａ エレベーターの利用人員は指定する想定人数とする。また、計算に当た

っては、エントランス階およびその直上階を除いた階とする。 

ｂ 身障者用ボタンが押された場合の扉開閉時間の延長については考慮しな

い。 

ｃ ５分間の輸送能力は 16％以上とする。 

ｄ 平均運転間隔（平均待ち時間）は 30 秒以下とする。 

(ｳ) １台以上は屋上階に着床できること。 

(ｴ) 各エレベーターには点字を設けることとし、１台以上は身体障害者付加仕様

とする。 

(ｵ) 役員室フロアから多目的ホール用控室へ移動可能な専用エレベーターを設

置すること。 

(ｶ) 群管理、停電・地震・火災・自家発の各管制制御を行う。 

(ｷ) 監視室に管制盤を設置する。また、電気機械棟のエレベーターインターホン

盤に接続する。 

(ｸ) リモートメンテナンス機能を設ける。 

(ｹ) 案内音声及び標示は日本語と英語のバイリンガル仕様とする。 

(ｺ) メンテナンス用エレベーターを１台以上設置し、非常用発電回路から給電す

ること。 

 

(4) 什器計画 

① 共通事項 

ア 各室に設置する機器・備品等（以下「什器類」という）は、本事業で調達し、

本施設に設置するものと、本事業とは別に調達し、設置するものからなる。本事
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業で調達する什器類の仕様、機能等の事項については入札公告時までに示す。 

イ 適切な什器類を整えるとともに耐久性や維持管理性にも考慮する。 

ウ シックハウスなどに関連すると考えられる化学物質を含む材料を使用した什

器類を避け、廃棄時においても環境汚染が生じないものを選択する。 

 

② 設置・施工 

什器類の表面素材、色は理研との打ち合わせにより決定する。 

 

６ 各室の要求水準 

(1) 共通事項 

各室の用途及び仕様の考え方等を以下に示す。 

 

① 多目的ホール関連 

ア 多目的ホール 

(ｱ) 構内だけでなく、外部からの利用に配慮し、専用エントランスを設ける。 

(ｲ) 主に講演、学会等での利用が多く、音楽での利用は少ないと想定するが、ホ

ール内部の音響計画についても配慮する。音響特性については室内許容騒音値

を NC－25かつ 35dB以下とし、残響時間は 1.0秒程度とする。 

(ｳ) 国際会議にも対応可能な仕様とし、同時通訳ブースを設ける。 

(ｴ) 床はフラットとし、椅子席は 500席以上を確保し、後方席からの見やすさに

配慮してその一部をロールバック椅子とする。車いす用の客席スペースを適宜

確保する。 

(ｵ) ステージは 2.5m以上の奥行とし、シンポジウム、パネルディスカッション、

ピアノ演奏等に対応できる広さと耐荷重を確保する。 

(ｶ) 専用の AV設備、昇降バトン設備、スクリーン等を装備する。 

ａ プロジェクター、有線マイクロフォン・ワイヤレスマイクロフォン、CCD

カメラ、電動スクリーン、専用パワーアンプ・サウンドスピーカーを設置

し、映像・音声機器収納架、AV コントロール操作卓によりデジタル音響設

備を構築する。AV入力装置として、BD、DVD、書画カメラ、PC対応とする。 

ｂ AV設備の AVコントロール操作卓には、照明、昇降バトン設備のコントロ

ール機能も組み込み、ホールとして一体的な AVシステムとする。 

ｃ 講演等のライブ配信や録画ができるよう、ホール内高解像度カメラ、TV

会議システム、配信設備、録画設備を設ける。またホールで行われる講演

等を聴講できるようディスプレイとスピーカーシステムをホワイエに設置

する。 

ｄ 同時通訳設備については、500人程度の聴衆者と２人の通訳者を対象とし
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たデジタル式赤外線同時通訳システムを別途レンタルするため、それに必

要な室（設備端子を備える）を設ける。 

 

(ｷ) ホール内照明については、そのレベルに応じてホール内及びステージ内の誘

導灯の連動消灯を可能とする。 

 

(ｸ) 出入り口扉は防音性及び意匠にも配慮する。 

 

イ 風除室 

(ｱ) 自動ドアとし、傘の収納に配慮する。泥落とし床マット等、建物内に雨水・

泥等が入ることを防ぐ仕様とし、機能性とデザイン面に配慮して設置する。 

 

ウ ホワイエ 

(ｱ) 多目的ホール利用時の休憩、交流の場であり、かつ展示スペースとのつなが

りに配慮する。一般に開放される場でもあり、機能的かつ洗練された内装意匠

を備える。 

 

エ 倉庫 

(ｱ) 多目的ホールの椅子等の収納用として適宜設ける。 

 

オ 収納庫 

(ｱ) 多目的ホールのロールバック椅子等の収納用として設ける。 

 

カ クローク 

(ｱ) 多目的ホール用として適宜設ける。 

 

キ 控室 

(ｱ) 多目的ホール使用時に関係者が利用する。 

(ｲ) 役員動線との交錯を避けるものとする。 

(ｳ) ホール内の状況が見えるモニターを設置する。 

 

ク 展示スペース 

(ｱ) 多目的ホール利用時に各種展示、プレゼンテーションのためのスペースとし

て利用する。また、常設の展示のためのスペースとして利用することも想定す

る。 

(ｲ) 単なる展示空間ではなく、アートギャラリーの趣とし、そのため配置が変更
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できる展示パネル等を設置し、効果的な照明に配慮する。 

(ｳ) エントランスホール間のセキュリティに配慮する。 

 

ケ レセプションスペース 

(ｱ) 展示スペースと同様、多目的ホール利用時の分科会やポスターセッションの

場としての利用を想定する。 

(ｲ) １室あたり 50 人（椅子席）程度とする。多目的ホール利用時にホールイベ

ントの控室、準備室として利用し、通常時は会議室としての利用も想定する。 

(ｳ) 軽飲食が可能な仕様とする。 

 

コ パントリー 

(ｱ) 展示スペースに隣接して設ける。 

(ｲ) 簡単な調理は可能とし、キッチンカウンター（シンク、電磁調理器付）を設

置する。 

 

サ ラウンジ 

(ｱ) 展示スペースにつながる休憩、交流の場として適宜設ける。自販機コーナー

と隣接する。 

 

シ 自販機コーナー 

(ｱ) 自販機コーナー（２～３台程度）が配置できるようにすること。自販機の配

置が目立たないよう配慮すること。 

 

ス トイレ 

(ｱ) 多目的ホール利用時の利用者数に配慮した設定とする。また来客の利用が多

いことに配慮した内装（衛生器具を含む）とする。 

(ｲ) トイレブース（ドアを除く）は床から天井までとする。 

(ｳ) 洗面はカウンター方式とし、災害時にも使用可能な自動水栓とする。洗面器

のそれぞれ１組は手摺付とする。また、手洗いスペースに温風乾燥機を設置で

きるよう、コンセントを設けること。 

(ｴ) 各トイレの大便器及び小便器の１か所に手摺を設置する。 

 

セ 多目的トイレ 

(ｱ) 便器、洗面器等の衛生器具については使い勝手、清掃、メンテナンスに配慮

した器具とする。またオストメイト対応とする。 

(ｲ) 多目的トイレには、使用者がトイレ外部へ連絡等が必要な場合に外部で確認



21 

できる押しボタン式の非常灯機能等を設ける。 

(ｳ) 扉は半自動ハンガー式片引戸とし、手摺付等バリアフリーに対応したものと

する。 

 

② 事務室関連 

ア 風除室 

(ｱ) 傘の収納や泥落とし床マット等、機能性とデザイン面に配慮し、建物内に雨

水、泥等が入ることを防ぐ仕様とする。 

 

イ エントランスホール 

(ｱ) 多目的ホールのエントランスとは別に専用エントランスを設けること。 

(ｲ) 本施設を印象づける象徴的な場でもあり機能的かつ洗練された内装、意匠を

備える。 

(ｳ) 来客受付用に無人の受付カウンターを設ける。受付カウンターでは、来客者

が建物及び居室検索等ができ、同時に不明点等を内線で理研に確認できる機能

を設けること。 

 

ウ 事務室 

(ｱ) 事務室はオープンかつワンルームでの使用を原則とするが、個室化も想定し

た基本モジュールに配慮し、内部のレイアウト変更に柔軟に対応可能な平面形

とする。ただし、守秘性の高い会議や打合せのためのスペースも設置可能なレ

イアウトとすること。 

(ｲ) 自然採光に配慮する。 

(ｳ) 床は原則 OA床とし、電源設備として照明用・コンセント用電力を適切に（コ

ンセントは壁及び床に）設置する。 

(ｴ) 可動収納棚の設置を想定し、壁の位置に配慮する。 

 

エ 危機対策室 

(ｱ) 非常時の和光地区及び全国各事業所の情報収集室として機能する。 

(ｲ) 電気機械棟中央監視室及び東地区 CGS操作室にカメラを設置（各３台）、 室

内状況を当室においてモニタリング可能とし、また両室とを専用回線で結び TV

会議システムと専用ネットワークを構築、かつ非常用電源を備える。TV会議シ

ステムは画面分割やマルチディスクプレイにより、全接続地点の映像が常に表

示されるものとする。 

(ｳ) 全国各事業所とはインターネット等で結ばれ情報収集と指示が可能なもの

とする。 
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(ｴ) 非常時の利用に配慮して２階、かつ役員室の直近に配置する。平常時には役

員会議室として使用するため、賓客対応にふさわしい内装とする。 

 

オ 役員室 

(ｱ) 理事長室及び理事５名、監事２名用の役員室をそれぞれ個室として計画する

こと。役員室は２階に配置することを予定している。 

(ｲ) 役員の利用に配慮した内装、意匠とし、壁面に造り付けの収納棚を設け、十

分な収納量を確保する。また、役員同士が話し合いが出来る共用空間を役員室

前の廊下等に確保する。 

 

カ 秘書室 

(ｱ) 役員室の直近に設ける。廊下から視認できない位置にキッチンカウンター

（電磁調理器、給湯設備、換気設備、シンク、収納棚付）を設ける。また理研

にて用意する冷蔵庫等の設置スペースを確保する。 

(ｲ) 廊下側との壁は見通しができるよう透明ガラスとする。 

(ｳ) オープンスペース、役員室側へのスムーズな出入りに配慮する。 

(ｴ) 室外から容易に視認できない壁面に役員のスケジュールを記入し、室内で情

報を共有するためのホワイトボード（縦 95cm 横 155cm 程度）を設置する場所

を設ける。 

(ｵ) 壁面に造り付けの収納棚を設ける。 

(ｶ) 役員室の出入り口を死角なく見通すことができるようにすること。あるいは

スイッチ等の操作を要することなく、役員室の在室の有無を確認できる機構を

設けること。 

(ｷ) 役員室内の電話が使用中か否かをモニタリングできるようにすること。 

 

キ 応接室 

(ｱ) 役員用として２階に数室設置する。秘書室前と役員スペース内の２ヶ所に適

宜設けることにより、使い勝手の良さ及び十分な接客用スペースを確保する。

そのうち１室は理事長室に隣接する。 

(ｲ) 役員が応接をするためにふさわしい仕様とする。 

 

ク 会議室 

(ｱ) 各階の事務室に隣接して数室設ける。役員フロア、事務フロアにそれぞれ設

け、隣室との界壁は遮音壁とする。遮音性能は遮音等級 D-45以上とする。 

(ｲ) 壁の１面を映写用のスクリーン仕様、あるいは天井部内蔵のスクリーンを設

ける。 
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ケ オープンスペース 

(ｱ) 通常の事務室とは異なるコミュニケーションを主とした執務スペースであ

り、来客との打ち合わせ、待合スペースとしても利用する。１階を除く事務室

フロアに適宜設ける。 

 

③ その他諸室 

ア 清掃要員室 

(ｱ) 通用口近くに設ける。 

 

イ 郵便室 

(ｱ) 階別あるいは部門別の集合郵便受けを備える。 

(ｲ) 各ボックスは有効寸法 W350、H300、D450程度とし、240個程度設ける。 

(ｳ) ボックス前面（室内側）から投函・集配業務が行える作業スペースを確保す

る。郵便室は通用口近くに設置し、配送車が駐車できるスペースと雨避け庇を

設ける。室の出入り口は台車利用に配慮して引き戸とし、あわせて室外に向け

たカウンターを設置する。 

 

ウ 運転手控室 

(ｱ) ４名程度が着座で休憩・待機できる室とし、給湯設備を設置する。 

 

エ 備蓄倉庫 

(ｱ) 非常時用の飲料水、食糧及び防災備品を備蓄できる仕様とし、原則として１

階に設置する。 

 

オ 監視室 

(ｱ) 本施設の機械監視設備、防災設備及びで電気設備等の監視、制御を行う。ま

た、電気機械棟中央監視室及びＣＧＳ操作卓を双方向として操作できることと

する。 

 

④ 機械室関連 

ア 各階に通信機器室を設ける。 

 

⑤ 共通諸室 

ア トイレ 

(ｱ) トイレブース（ドアを除く）は床から天井までとする。 
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(ｲ) 洗面はカウンター方式とし、災害時にも使用可能な自動水栓とする。洗面器

のそれぞれ１組は手摺付とする。また、手洗いスペースに温風乾燥機を設置で

きるよう、コンセントを設けること。 

(ｳ) 各トイレの大便器及び小便器の１か所に手摺を設置する。 

(ｴ) ２階のトイレについては役員及び来客の利用にふさわしい仕様とする。 

 

イ 多目的トイレ 

(ｱ) 便器、洗面器等の衛生器具については使い勝手、清掃、メンテナンスに配慮

した器具とする。 

(ｲ) 使用者がトイレ外部へ連絡等が必要な場合に外部で確認できる押しボタン

式の非常灯機能等を設ける。 

(ｳ) 扉は半自動ハンガー式片引戸とし、手摺付等バリアフリーに対応したものと

する。 

 

ウ 給湯コーナー 

(ｱ) キッチンカウンター（電磁調理器、シンク付）換気設備を設ける 

(ｲ) 収納棚、冷蔵庫、電子レンジ、製氷器、電気ポットを設置するスペースと設

備を設ける。 

 

エ 廃棄物置場 

(ｱ) 各階共用部にごみ箱を１組以上（サイズ、個数）設置する。サイズや設置個

数、設置場所は収容人員や利用者数を考慮したものとする。 

(ｲ) ごみ箱にはそれぞれ和光市の分別指定に従った分別サインを貼り、清潔で整

然としたデザインとし、臭気にも配慮する。 

 

オ 自販機コーナー 

(ｱ) 自動販売機を設置するスペースと設備を確保する。 

 

カ 階段 

(ｱ) 明るく開放的な空間としする。 

(ｲ) 防火戸等は、平時は通行できる状態とすること。 

(ｳ) 安全面から安易な隙間を排除し、物の落下を防ぐ仕様とする。階段の最下部

には倉庫を設置する。 

 

キ エレベーターホール 

(ｱ) 照明に配慮し、各階の入り口にふさわしい落ち着いた空間とする。 
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(ｲ) 各階の案内板を設ける。 

 

ク 屋上 

(ｱ) 各種設備機器の設置及び自然エネルギー利用の可能性に配慮し、将来にわた

り有効利用可能で、メンテナンス性及び防水等の更新に配慮した計画とする。

また、騒音防止、景観維持及び安全確保に配慮する。 

 

(2) その他 

地震対策として什器類、理研調達品、既存物品を設置する可能性のあるところにつ

いては、その転倒を防ぐため、壁、床、天井面への固定方法、下地構成に配慮する。 

 

７ 設計及び施工に関する要求事項 

(1) 一般事項 

本要求水準書に示された要求事項に沿って本施設の設計、建設、及びその他の下記関

連業務を行う。 

 

① 本施設の設計 

ア 基本設計 

イ 実施設計 

ウ 工事開始までに必要な関連手続き（各種申請業務、積算書作成業務等） 

 

② 本施設の建設 

ア 建設工事 

イ 工事監理 

ウ 施設運用開始までに必要な関連手続き（各種申請業務等） 

 

(2) 設計に関する要求事項 

① 選定事業者の業務 

ア 理研の指示に従い業務に必要な調査を行い、関連法規に基づいて業務を遂行す

る。 

イ 業務の詳細及び当該工事の範囲について、理研と連絡をとり、かつ十分に打合

わせを行い業務の目的を達成する。 

ウ 業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに理研に図面、スケッチ、模型等を

提示するなどの中間報告を行い、理研の承諾を得る。 

エ 各室の設計にあたっては建築、電気設備、機械設備、什器類、理研調達物品、

既存物品を含めた総合的な図面を作成、十分な打合わせを行い理研の承諾を得る。 
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オ 要求水準、選定事業者提案、基本設計、実施設計、竣工の各段階に要求水準と

比較した設計条件整理表（変更項目がある場合は変更理由、議事録、変更前後の

事象を明記した図面等を添付）を作成し提出する。 

カ 業務に必要と判断した場合は、地質調査を行う。 

キ 設計図書等の表記方法については理研と協議する。 

ク 行政協議、消防協議の結果は理研へ書面で報告する。 

 

② 提出する図書等 

ア 基本設計及び実施設計完了時には設計図書を理研に提出し、確認を得る。提出

する設計図書は工事施工、工事費積算に支障のないものとし、詳細は理研と協議

する。 

イ 提出する設計図書は下記による。 

(ｱ) 基本設計図書 

(ｲ) 実施設計図書 

(ｳ) 構造計算書 

(ｴ) 各設備計算書 

(ｵ) 省エネルギー計算書 

(ｶ) 打合わせ議事録 

(ｷ) 工事費内訳書 

(ｸ) パース 

(ｹ) 設計条件整理表等 

(ｺ) 模型（縮尺は 1／200 とする。建物は樹脂にて作成し、窓等を表現し着色

すること。また、地形の高低を表現し、必要に応じて樹木等も作成すること。

模型台、アクリルケース、件名プレート等付きとすること。 

 

③ 設計業務実施の際の留意点 

ア 設計体制づくりと責任者の設置 

選定事業者は、設計業務の責任者を配置し、組織体制を整えるとともに、設計着

手前に次の書類を提出すること。 

(ｱ) 設計着手届（工程表を添付） 

(ｲ) 技術者届（組織体制表を添付） 

(ｳ) 技術者経歴書 

 

イ 理研による任意の確認 

理研は、設計の検討内容について、選定事業者にいつでも確認することができる。 

また、選定事業者は、理研から随時状況の確認を受けるとともに、提出した工程
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表に基づき基本設計完了時及び実施設計完了時にそれぞれ指定された図書を理研

に提出する。理研はこれらの内容の確認を行う。 

 

ウ 設計説明会及び住民説明会の開催  

理研関係者や地域住民等と意見交換を行う設計説明会の開催にあたっては、理研

と協議のうえ、打合せ資料（Power Pointで作成）の作成、説明会日時、場所の調

整・確保、開催通知等行うこと。また、理研関係者や地域住民等に対して設計内容

を説明すること。 

 

エ 進捗状況の管理 

設計業務の進捗管理は、選定事業者の責任において実施する。 

 

オ 要求水準の確認 

選定事業者は、基本設計完了時及び実施設計完了時に、それぞれ選定事業者が、

本業務要求水準書に記載されている要求水準が遵守されているかどうか、また、選

定事業者が提案書に記載した項目が遵守されているかどうかについて、セルフモニ

タリングを行うこと。その上で、要求水準確認報告書を作成し、理研に報告及び説

明を行うこと。理研は、これらのセルフモニタリングの内容及び結果の確認を行う。 

 

カ 設計変更について 

理研は、必要があると認める場合、選定事業者に対して、工期の変更を伴わず、

かつ選定事業者の提案を逸脱しない限度で、本施設の設計変更を、書面をもって要

求することができる。また、選定事業者として設計変更の必要性が生じた場合は、

理研の事前承諾を得た上で設計変更を行うことができる。 

当該変更により選定事業者に追加的な費用（設計費用及び直接工事費の他、将来

の維持管理費等）が発生する場合には、選定事業者は事前に理研に説明を行うこと。

その上で、理研が設計変更を指示した場合は、理研が当該費用を負担する。費用の

減少が生じたときには、本事業の対価の支払額を減額する。 

 

(3) 建設に関する要求事項 

① 選定事業者の業務 

ア 近隣及び構内対応 

(ｱ) 建設工事に先立ち、必要に応じて、周辺近隣に対する工事の説明を行う。 

(ｲ) 理研は建設工事着工時や騒音、振動、臭気、粉塵の発生が予想される際には

事前に構内に対して書面にてお知らせを配布する。選定事業者は理研と協議の

うえ、当該資料の作成及び印刷を行う。 
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(ｳ) 工事中の苦情その他については、選定事業者を窓口として自らの責任におい

て処理する。 

 

イ 安全対策 

(ｱ) 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道

路管理者等と打ち合わせを行い、適切な配慮を行うこと。 

 

ウ 既存環境の保護 

(ｱ) 隣接する建物、設備や道路、通路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、

工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、選定事業者の負担において行

う。 

 

エ 施行管理 

(ｱ) 各種関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工

計画にしたがって工事を実施する。 

(ｲ) 理研は必要に応じて工事現場の確認を行う。先手事業者は説明を求められた

場合は速やかに回答する。また選定事業者は定期的に工事施工管理状況の報告

を理研に対して文書で行う。 

(ｳ) 竣工時には、施工記録を整備し、理研に提出する。 

 

② 提出する図書等 

選定事業者は、建設工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書等を作成し、次の

書類とともに理研に提出し、報告すること。なお、提出書類は、建設業務を行う者

及び工事監理者がともに内容を確認すること。 

(ｱ) 工事実施体制 

(ｲ) 工事着手届（工程表を添付） 

(ｳ) 現場代理人等届け及び監理技術者届（履歴書を添付） 

(ｴ) 報告書（仮設計画書） 

(ｵ) 報告書（施工計画書） 

(ｶ) 報告書（主要資機材一覧表） 

(ｷ) 報告書（施工体制台帳） 

(ｸ) 報告書（下請業者一覧表） 

(ｹ) その他工事施工に必要な届出等 

※提出書類の詳細、体裁、部数等は、別途、理研の指示するところによる。工程

については、無理のない堅実な工事計画とし、要求される性能が確実に実施される

よう管理すること。 
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③ 建設業務実施の際の留意点 

各種関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画

に従って本施設の工事を実施する。選定事業者は、工事現場に工事記録を常に整備

すること。 

工事においては、特に次の点に留意すること。 

ア 理研は、選定事業者又は建設業務を行う者が行う工程会議に立ち会うことがで

きるとともに、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 

イ 工事中における理研関係者及び近隣住民への安全対策及び工事の円滑な推進

のため、万全を期すこと。 

ウ 工事完成時には施工記録を用意し、理研の確認を受けること。 

エ 理研が別途設計や工事等を発注した場合には、発注する第三者の行う設計、施

工及び什器類の搬入作業が選定事業者の業務に密接に関連する場合には、必要に

応じて調整、協力を行うこと。 

オ 騒音振動、悪臭粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について十分な対

策を行うこと。 

カ 使用する車両は、最新規制適合車や低公害車の導入に配慮するとともに、アイ

ドリングストップを徹底すること。 

キ 建設機械の稼動、資材運搬等に使用する車両は、可能な限り最新の自動車排出

ガス規制適合車や低騒音低振動型のものを採用するよう配慮するとともに、車両

の仕様が一時気に集中しないよう計画すること。 

ク 工事中は雨水の貯留能力を確保するとともに、工事排水の適正処理に配慮する

こと。 

ケ 資材運搬等建設工事に関係する車両を、搬入の待機等の場合を除き、周辺道路

に駐車しないこと。建設機械、資材運搬等の車両の駐車時は、原動機を停止し周

辺環境への影響の防止に配慮すること。 

コ 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、

処分すること。 

サ 工事により発生する廃材等で再生可能なものは、積極的に再利用を図ること。 

シ 工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないよう留意するとともに、万

が一発生した場合には、選定事業者の責任において対応を行うこと。 

 

(4) 工事監理に関する要求事項 

① 選定事業者の業務 

選定事業者は、各部位の施工前及び竣工時に、それぞれ選定事業者が、本業務要

求水準書に記載されている業務要求水準が遵守されているかどうか、また、提案書
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に記載した項目が遵守されているかどうかについて、セルフモニタリングを行うこ

と。その上で、要求水準確認報告書を作成し、理研に報告及び説明を行うこと。理

研はこれらのセルフモニタリングの内容及び結果の確認を行う。 

 

② 提出する図書等 

工事監理者は、選定事業者を通じて工事監理着手前に次の書類を理研に提出して、

報告すること。 

ア 監理業務着手届（工程表を添付） 

イ 技術者届（組織体制表を添付) 

ウ 技術者経歴書 

工事監理者は、選定事業者を通じて工事監理の状況を毎月、理研に定期報告し、

理研の要請があったときには随時報告を行う。定期報告提出書類は次のとおりであ

る。なお、提出書類の詳細、体裁部数等については、別途理研の指示するところに

よる。また、理研への完成確認報告は、工事監理者が選定事業者を通じて行う。 

ア 月間工事工程表 

イ 月間工事監理報告書 

ウ その他工事監理に必要な届出等 

選定事業者は、工事期間中に次の書類を、当該事項に応じて遅滞なく理研に提出

すること。ただし、提出書類は、建設業務を行う者及び工事監理者がともに内容を

確認すること。お、提出書類の詳細、体裁部数等については、別途理研の指示する

ところによる。 

(ｱ) 報告書（機器確認） 

(ｲ) 報告書（産業廃棄物処分計画書） 

(ｳ) 報告書（主要工事施工計画書） 

(ｴ) 報告書（生コン配合計画書） 

(ｵ) 報告書（各種試験結果報告書） 

(ｶ) 報告書（各種出荷証明） 

(ｷ) 報告書（各種使用量報告書） 

(ｸ) その他工事監理に必要な届出等 

 

③ 工事監理業務実施の際の留意点 

工事期間中に第三者に及ぼした損害は、原則として選定事業者が責任を負うこと。 

 

(5) 竣工後に関する要求事項 

① 竣工検査及び竣工確認 

竣工検査及び竣工確認は、本施設及び付帯設備等について、次に示す検査及び確
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認に関する規定に基づいて実施すること。ただし、それらの規定のうち該当する業

務内容がない部分については、これを適用しない。 

 

ア シックハウス対策の検査 

(ｱ) 選定事業者は、下記イの竣工検査に先立って、室内空気中化学物質の濃度を

測定し、その結果を理研に報告すること。濃度測定マニュアルの適用がある場

合、当該マニュアルに基づき実施すること。 

(ｲ) 測定値が室内空気中化学物質の濃度測定マニュアルに定められる値を上回

った場合、選定事業者は、自己の責任及び費用負担において、下記ウの理研の

竣工確認等までに是正措置を講ずること。 

 

イ 選定事業者による竣工検査 

(ｱ) 選定事業者は、選定事業者の責任及び費用において、本施設の竣工検査並び

に什器類の試運転検査等を実施すること。 

(ｲ) 竣工検査及び機器、器具等の試運転検査等の実施については、それらの実施

日の 14日前までに理研に書面で通知すること。 

(ｳ) 理研は、選定事業者が実施する竣工検査及び機器、器具等の試運転検査等に

立ち会うことができる。 

(ｴ) 選定事業者は、理研に対して竣工検査及び機器、器具等の試運転検査等の結

果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて理研に報告する

こと。 

 

ウ 理研の竣工確認等 

理研は、選定事業者による上記イの竣工検査及び機器、器具等の試運転検査等の

終了後、本施設等について、次の方法により行われる竣工確認を実施する。 

(ｱ) 理研は、建設業務を行う者及び工事監理者の立会いの下で、竣工確認を実施

する。 

(ｲ) 竣工確認は、理研が確認した設計図書との照合により実施する。 

(ｳ) 選定事業者は、機器、器具等の取り扱いに関する理研への説明を、前項の試

運転検査等とは別に実施すること。 

(ｴ) 理研は、独自にホールの音響測定を行うことがある。ただし、選定事業者は

業務要求水準及び提案書の内容を満たしていることを自らの責任と費用によ

る音響測定検査により確認し、測定結果を理研に報告すること。 

 

② 竣工図書の提出 

選定事業者は、理研による竣工確認の通知に必要な次の竣工図書を提出すること。
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また、これら図書を本施設内に適切に保管すること。 

・工事完成届 

・工事記録写真 

・竣工図（建築）      ：一式（製本図、原図、縮小版製本） 

・竣工図（電気設備）    ：一式（製本図、原図、縮小版製本、取扱説明書） 

・竣工図（空調設備）    ：一式（製本図、原図、縮小版製本、取扱説明書） 

・竣工図（衛生設備）    ：一式（製本図、原図、縮小版製本、取扱説明書） 

・竣工図（昇降機設備）   ：一式（製本図、原図、縮小版製本、取扱説明書） 

・竣工図（什器類配置表） ：一式（製本図、原図、縮小版製本） 

・施工図          ：一式（製本図、縮小版製本） 

・什器類リスト 

・什器類カタログ 

・竣工検査調書（選定事業者によるもの） 

・検査書（確認申請、消防等行政対応のもの） 

・揮発性有機化合物の測定結果 

・音響測定結果報告書 

・建物利用マニュアル（建物の使い方が分かりやすくまとめられた資料） 

・竣工写真（アルバム） 

・要求水準確認報告書 

・その他竣工確認に必要な届出等 

※提出時の体裁、部数等は、別途、理研の指示するところによる。 

書類等に併せて、CADソフトで作成した電子データを提出すること。 

なお、竣工写真の著作権は理研に帰属する。選定事業者は、理研による竣工写真

の使用が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを理研に対して保証

すること。 

 

③ 施工業務完了手続 

選定事業者は、上記の理研による竣工確認後、遅滞なく建築基準法第７条第５項

及び第７条２第５項に規定する検査済証、引継書を理研に提出するとともに、必要

となる諸手続を完了すること。 

 

④ 施設の引渡し業務 

選定事業者は、理研から本施設の工事の竣工確認通知を受領した後、引渡し予定

日までに理研の所有権取得に関する支援を行い、竣工図書とともに本施設を理研に

引き渡すこと。 
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⑤ その他業務を実施する上で必要な関連業務 

上記業務のほか、業務を実施する上で必要な関連業務がある場合は適宜、行うこ

と。 
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第３章 改修整備に関する要求水準 

 

Ⅰ 改修施設整備の概要 

１ 改修施設整備の基本理念 

(1) 既存施設改修による研究スペースの確保 

総合防災管理棟建設による事務部門集約化に伴い空いたスペースを研究室仕様に

改修し、将来的な研究ニーズの質・量の変化に柔軟に対応しうる施設を整備する。 

 

(2) 研究活動の広報、情報発信 

理研における研究活動を広く紹介する位置づけとして研究活動や成果を社会にア

ピールするとともに、学術及び文化の向上に寄与する施設を整備する。 

 

２ 改修対象となる施設の現状規模 

本事業により改修する施設の現状規模は、下記のとおりとする。 

施設名 構造/階数 階数 建設年度 延床面積（㎡） 

研究本館 RC 造 地上６階・地下１階 S43 22,396 

事務棟 RC 造 地上 2 階 S41 2,664 

展示事務棟 RC 造 地上 3 階 H８ 1,442 

工学実験棟 RC 造 地上 2 階 S43 2,052 

各棟の現況設計図書は理研より別途提示する。 

 

３ 改修概要 

本事業の改修概要は、下記のとおりとする。 

  改修概要 

施設名 改修後用途 改修対象範囲 対象延床面積（㎡） 

研究本館 研究施設 ３階から６階までの一部 3,668 

事務棟 展示・保管諸室 全体 2,667 

展示事務棟 研究施設 全体（一部共用部を除く） 1,357 

工学実験棟 研究施設 １階の一部 165 

 

Ⅱ 改修施設の設計及び工事に関する要求水準 

１ 改修設計に関する要求水準 

(1) 建築基本計画 

① 現況平面、改修対象範囲、改修前平面図（現平面図）は「資料１ 事業予定地

案内図」によるものとする。また、現段階における理研の本施設の構成や配置に

関する考え方を示すものとして「資料５ 総合防災管理棟参考プラン」を示す。
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本プランは理研内部で比較検討の上、本施設の設計諸条件を調整し集約したもの

であり、他の計画案の可能性を排除するものではない。 

② 間仕切り壁で、居室に利用する室については、遮音壁としての性能を持たせる 

③ 使用材料はシックハウスに関連すると考えられる化学物質を含むものを避ける

とともに、将来の改修時、解体時においても環境汚染が生じないものとする。 

④ 理研にふさわしい清潔感のある落ち着いた環境を実現できる内装材の質感、色

彩を選定し、施工前に理研の承諾を受ける。 

⑤ 天井点検口等設備のメンテナンスに必要なものは、選定事業者提案の設備計画

と整合させる。 

⑥ 工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的

に再利用を図る。 

⑦ 原則として、居室（事務室、研究室、会議室等）にはブラインド及びブライン

ドボックスを設置する。 

 

(2) サイン計画 

必要なサインを適切に設置し、利用上の便宜を図る。建築の意匠と統一感のあるも

のとし、理研の定めるサインガイドラインに従う。外部案内板、館名板、総合案内板、

各階案内板、室名板、各種誘導（注意）板、掲示板、展示案内板、消防法・労働安全

衛生法等の法的案内表示板、点字サイン、その他ガラス面衝突防止表示等であり、利

用者にわかりやすい案内となるようにする。 

 

(3) 構造計画 

① 非構造部材の耐震安全性確保 

内部間仕切り、天井、内部建具等については、各室の要求性能に見合った適切な

構工法を選択し、その安全性の確保を図る。 

 

(4) 設備計画 

① 各室の用途に対して、適切な室内環境を整えるとともに、将来的な変化や発展

性などを考慮し、更新性・メンテナンス性を重視したものとする。 

② 各種機器や配管・ダクト類については、地震時の転倒防止、防振等に配慮し、

適切な耐震措置を施すこと。 

③ 設備システムについては適正な機器能力を選定し、運転制御やメンテナンスが

容易で、省エネルギー性の優れたものを採用する。 

④ 各室で求める設備性能については入札公告時までに示す。 
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(5) 什器計画 

① 共通事項 

ア 適切な什器類を整えるとともに耐久性や維持管理性にも考慮するものとし、本

事業で調達する什器類の仕様、機能等の事項については入札公告時までに示す。 

イ シックハウスなどに関連すると考えられる化学物質を含む材料を使用した什

器類を避け、廃棄時においても環境汚染が生じないものを選択する。 

 

② 設置・施工 

ア 什器類の表面素材、色は理研との打ち合わせにより決定する。 

 

(6) その他 

① 天井耐震対策について、天井等の非構造材の落下事故防止ガイドライン（日本

建築学会）、関連する改正法規等に配慮し、安全性の高い天井工法とする。 

② 各施設とも確認申請を実施することは想定していない。ただし、第１章３ 本事

業の事業期間内で実施する場合において、選定事業者が確認申請を行う提案をす

ることは妨げない。 

③ 撤去工事時に生じた損傷は選定事業者の責任において補修すること。 

④ 各棟の改修工事の初期段階（内装撤去段階）において、選定事業者は躯体の状

況調査結果を理研に提出し、双方立ち会いのもとにその確認をする。 

⑤ 補修又は補強が必要と判断される主要構造部がある場合は、選定事業者は対象

部位の補修案を作成し、理研に提出する。公表資料からは判断できない場合、理

研が当該費用を負担する。 

 

２ 各棟の改修工事に関する要求水準 

(1) 研究本館 

① 建築基本計画 

事務室（会議室等を含む）を研究可能な諸室へ改修する。 

 

ア 平面計画 

(ｱ) 平面計画は「資料７ 改修参考プラン」を参照すること。 

 

イ 断面計画 

(ｱ) 設備の配線ルート確保については、既存構造部材に極力、改修を加えないこ

ととする。 
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ウ 内装計画 

(ｱ) １スパン以下に分断している間仕切り壁は撤去し、各室を１スパン単位の広

さとする。 

(ｲ) 各室間の間仕切り壁については、現況の壁を撤去せず利用するように配慮す

る。 

(ｳ) 外壁内部側のコンクリート面には新たに断熱材を設けた上、仕上げを施す。 

(ｴ) 廊下について、床は仕上材の更新、壁は塗装替えとする。天井は天井内設備

更新のため一時撤去となるが、設備更新後再設置とする。 

 

エ 内部建具 

(ｱ) 廊下間の扉については塗装替えとする。 

 

② 電気設備 

ア 一般事項 

(ｱ) 平成 15 年の居室化改修により事務室となっている室を、研究本館標準の実

験室に戻す。 

(ｲ) 廊下天井ダクト工事に伴い、天井および天井の照明器具、スピーカー、煙感

知器は一時取り外し、再取り付けを行う。なお、照明器具については新しいも

のに更新すること。 

(ｳ) ３階は化学的実験を行わない実験室として給排水設備、都市ガス設備、圧縮

空気供給設備、窒素ガス設備は設けない。 

 

イ 電灯コンセト設備 

(ｱ) 照明器具は省エネルギーを考慮し、原則として研究室に対応できる LED等を

使用したパイプペンダントとする。 

(ｲ) 保守性を考慮したランプ選定を行う。 

 

ウ 幹線設備 

(ｱ) 各室中廊下壁面に標準の実験盤を設置する。なお、標準の実験盤については

入札公告時までに示す。 

(ｲ) 各実験盤まで幹線を敷設する。 

 

エ 構内交換設備 

(ｱ) 電気機械棟にある既存電話交換機を利用する。 

(ｲ) 各階端子盤から実験室までアナログ電話用配線を行い、実験室にモジュラー

ジャックを設ける。 
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オ 構内情報設備 

(ｱ) サーバーラックから３系統の LAN配線を行い、情報コンセントを各研究室に

設ける。 

 

カ 拡声設備 

(ｱ) 電気機械棟の既存拡声設備を利用し、新規にスピーカーを各研究室に設ける。 

(ｲ) スピーカーは室入口上部壁面に設置し、部屋単位に壁付け音量調整器を設け

る。 

 

キ 防災設備 

(ｱ) 間仕切り変更に伴う感知器の配置を見直し、電気機械棟の既存自動火災報知

設備を改修する。 

(ｲ) 実験室天井撤去工事に伴い、煙感知器は一時取り外し、再取付を行う。 

 

③ 機械設備 

ア 一般事項 

(ｱ) 平成 15年の居室化改修により事務室となっている室を研究室に戻す。 

 

イ 空調設備 

(ｱ) 研究本館の既存地階空調機から立ち上がっている縦ダクトから、各階廊下天

井内に新たにダクトを横引きし、各実験室に吹き出す。 

(ｲ) 各実験室に対する吹き出し風量、吹き出し口は研究本館標準とする。 

(ｳ) 各実験室に個別パッケージ空調機を採用し、天吊り型室内機とバルコニーに

室外機を設置する。 

(ｴ) 冷暖房能力は研究本館標準とする。なお、冷暖房能力の研究本館標準につい

ては入札公告時までに示すものとする。 

 

ウ 換気設備 

(ｱ) 各実験室外壁に実験排気ダクト接続用の排気口を設ける。 

 

エ 給水設備 

(ｱ) ４～６階の各実験室まで上水、井水配管を敷設し、室に飛び込んだところで

バルブを設け、プラグ止めとする。 
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オ 排水設備 

(ｱ) ４～６階の各実験室に研究本館標準の実験用床排水口を設ける。 

 

カ 都市ガス設備 

(ｱ) ガス配管を４～６階の各実験室まで、バルコニーでプラグ止めとする。 

 

キ 圧縮空気供給設備 

(ｱ) ４～６階の既存圧縮空気供給設備配管を延長し、室に飛び込んだところでバ

ルブを設け、プラグ止めとする。 

 

ク 窒素ガス設備 

(ｱ) ４～６階の既存窒素ガス設備から配管を延長し、室に飛び込んだところでバ

ルブを設け、プラグ止めとする。 

 

④ 各室の要求水準 

ア 一般事項 

(ｱ) 研究本館は平成 15 年に居室化改修工事を実施し、研究可能な諸室から事務

室へと改修している。 

(ｲ) 今回の改修工事での仕様は原則として居室化改修工事以前と同等の仕様と

する。 

 

イ 研究室（実験室仕様） 

(ｱ) ３階は給排水設備を必要としない。 

 

ウ サーバー置場 

(ｱ) 残置するため現状のままとする。 

 

エ 給湯室 

(ｱ) 現状のままとする。 

 

(2) 事務棟 

① 建築基本計画 

事務棟の各所室を展示・保管施設へと改修する。 

 

ア 平面計画 

(ｱ) 平面計画は「資料７ 改修参考プラン」を参照すること。 
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(ｲ) 理研の歴史、研究活動、業績、成果等を一般に紹介する理研ギャラリー展示、

史料室展示や一部実習体験等により親しみやすくアピールする展示顕微鏡室、

実習セミナー室、AVホール等から構成される。 

(ｳ) 理研外の一般の来客も対象とする施設であり、総合防災管理棟の位置に配慮

した動線計画とする。西側からの入管に配慮した平面とする。 

 

イ 内装計画 

(ｱ) 理研の成果をアピールする空間にふさわしく、世界中からの来客に配慮した

ものとする。 

(ｲ) 展示装置、展示物が引き立つ内装とし、既存の２層吹抜けの空間の自然採光

を効果的に生かす計画とする。 

 

ウ 展示及び保管計画 

(ｱ) 外観の配慮 

来客の多くが利用する西門にも近く、視認性も高いことから内部改修のみな

らず、外部に情報発信する施設にふさわしい外観への改修提案も期待する。 

 

(ｲ) 展示方法 

理研の歴史、現在についてパネル、実物、模型等各種ディスプレイにより研

究成果を中心に展示する。 

展示物及び展示機器等について最適な展示内容、方法、レイアウトデザイン

とする。展示については理研からの説明者は常時配置されないため見学者が説

明のない状況でも見学しやすいレイアウト、動線としサイン計画にも配慮する。 

また専門知識のない見学者が理解しやすい展示内容、展示方法とし研究テー

マの変化に対応すべく陳腐化しないよう配慮する。 

 

(ｳ) 保管方法 

保管物の特性にあわせた保管棚、保管ケース等の保管方法とする。 

保管物は時期により展示公開されることに配慮した保管レイアウト計画と

する。 

なお、選定事業者は事業期間内において、展示方法及び保管方法の更新を提

案すること。広報運営支援業務も参照すること。 

 

② 計画設備 

(ｱ) 既存事務室、役員諸室、会議室等を史料保管及び研究成果のショールーム等

の空間に改修する。 
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(ｲ) 各室で求める設備機能は入札公告時までに示す。 

③ 電気設備 

ア 電灯コンセト設備 

(ｱ) 照明器具は省エネルギーを考慮し、原則として LED等を使用する。 

(ｲ) 展示内容に相応しい演出照明を計画する。また、保守性を考慮したランプ選

定を行う。 

(ｳ) 照明制御は省エネルギー効果が十分に得られるようなシステムとする。 

(ｴ) 壁付きコンセントは接地付きとし、回路番号表示を行う。また、次のものは

電圧種別の確認が容易にできるようにプレート上に表示を行う。 

単相 100V以外の電源種別。 

発電回路は赤コンセントとする。 

 

イ 構内交換設備 

(ｱ) 電気機械棟にある既存電話交換機を利用する。有線電話回路（一般電話、多

機能電話）について必要な回線分のパッケージを改修する。 

 

ウ 構内情報設備 

(ｱ) 構内情報通信網設備の配線スペース、機器設置スペースを確認し、必要に応

じ改修する。 

(ｲ) アナログ電話用配線およびモジュラージャックを指定する箇所に設ける。 

(ｳ) サーバーラックから３系統の LAN配線を行い、情報コンセントを各室に設け

る。 

 

エ 拡声設備 

(ｱ) 電気機械棟の既存拡声設備を利用し、新規にスピーカーを各室に設ける。 

(ｲ) スピーカーは天井埋込型を原則とし、部屋単位に壁付け音量調整器を設ける。 

 

オ テレビ共同受信設備 

(ｱ) 既存テレビ共同受信設備を利用し、新規に TV 受口を各室に設け配管配線工

事を行う。 

 

カ 防災設備 

(ｱ) 間仕切り変更に伴う感知器の配置を見直し、電気機械棟の既存自動火災報知

設備を改修する。 
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キ 監視カメラ設備 

(ｱ) 展示物及び史料を展示又は保管する諸室の出入り口を監視できるようにる

こと。また、監視カメラは録画可能なものとし、選定事業者は録画データを保存

することとし、理研から要望があった場合は速やかにデータを提供すること。 

 

ク 入退室管理設備 

(ｱ) 建物入り口（風除室１～３）で入退室管理を行う。施錠の方式については理

研の指定する方式で行い、他施設と共用可能なものとする。 

 

ケ AV設備 

(ｱ) AVホールに適用する。 

(ｲ) プロジェクター、有線マイクロフォン・ワイヤレスマイクロフォン、専用パ

ワーアンプ・サウンドスピーカーを設置し、映像・音声機器収納架、AVコント

ロール操作卓によりデジタル音響設備を構築する。 

(ｳ) 上記 AV設備の AVコントロール操作卓には、照明設備のコントロール機能も

組み込み、ホールとして一体的な AVシステムとする。 

 

④ 機械設備 

ア 空調設備 

(ｱ) 新規にパッケージ空調機を設置する。 

(ｲ) 史料展示コーナー、史料保管室、史料分類室は、年間を通して一定範囲の温

湿度を保つこと。 

(ｳ) 熱負荷計算は「建築設備設計基準」により検証する。 

 

イ 換気設備 

(ｱ) 空調対象室の取り入れ外気量に応じた換気設備を設置する。 

 

ウ 自動制御設備 

(ｱ) 史料展示コーナー、史料保管室、史料分類室は、年間を通して一定範囲の温

湿度を保つこと。 

 

エ 排煙設備 

(ｱ) 建築基準法による。 

 

オ 衛生器具設備 

(ｱ) 節水型衛生器具を採用する。 
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(ｲ) 便器は全て洋式とし、瞬間式暖房機能付きの温水洗浄便座とする。また、リ

モコンは壁付けとする。また、外国人にも使用方法が分かるように、主要ボタ

ンはバイリンガル表示とする。 

(ｳ) 小便器は個別感知洗浄弁とする。 

(ｴ) 共用部分の男子便所及び女子便所内の洗面器の水栓は自動水栓とし、洗面器

のそれぞれ１組は手摺付とする。 

(ｵ) 多目的トイレには温水シャワーおよび便器に座ったまま使用できる手洗い

器を設ける。 

(ｶ) 掃除用に共用スペースから直接アクセスできる SKスペースを設ける。 

 

カ 給水設備 

(ｱ) トイレ洗浄水等雑用水は構内井水を使用する。 

 

キ 排水設備 

(ｱ) 建物内の汚水・雑用水は分流式とし、建物を出た汚水・雑排水は衛生的に構

内汚水排水本管に、雨水は構内雨水本管に導く設備とする。 

(ｲ) 建物周囲の既設配管・桝は撤去、新設する。 

(ｳ) 建物利用者が建物内外における通常の利用状態において、通気管やマンホー

ル等から臭気により不快を感じないものとする。 

 

ク 給湯設備 

(ｱ) 給湯設備においては、使用する用途に必要な温度、量および圧力の湯を衛生

的に供給する。 

(ｲ) 洗面化粧台、ミニキッチンには、適温（45℃程度）の給湯を行い、シングル

レバー水栓とする。 

 

ケ 消火設備 

(ｱ) 法令に基づく必要な消火設備を設ける。 

 

コ 都市ガス設備 

(ｱ) ガス設備は使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、快適性、耐久性の

あるものとする。 

 

④ 各室の要求水準 

ア 共通事項 

(ｱ) 各室の用途及び補足事項を以下に示す。 
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(ｲ) 既存耐力壁の配置に配慮した計画とする。 

(ｳ) 既存の２層吹き抜け空間については、大型の展示物対応等の効果的な使い方

に配慮する。 

 

イ 風除室 

(ｱ) 東側エントランスに加え、西門からの来客の利便性、わかりやすさにも配慮

した平面とする。 

 

ウ 理研ギャラリー展示コーナー 

(ｱ) 最新の研究成果の紹介、展示のためのスペースとして整備する。極力見通し

の良い開放的な空間とする。 

(ｲ) ２階に設ける場合は EVホールと直結することが望ましい。 

 

エ 史料展示コーナー 

(ｱ) 理研の歴史を語る史料博物館の位置づけで整備する。 

(ｲ) 温湿度、UV、セキュリティ管理に配慮する。 

 

オ 史料保管室 

(ｱ) 収蔵のためのスペースであり、積載荷重に配慮する。 

(ｲ) 温湿度、UV、セキュリティ管理に配慮する。 

 

カ 史料分類室 

(ｱ) 理研が常時作業する居室であり、一般的な事務室の仕様とする。 

(ｲ) 温湿度、UV、セキュリティ管理に配慮する。 

 

キ 機材等保管庫 

(ｱ) 現在理研が保有する備品を保管する。一般事務室の仕様とする。 

 

ク AVホール 

(ｱ) 来客への説明、プレゼンテーションとして利用する。50席程度の固定席（メ

モ台付の席とする）とし、視認性に配慮して、後席は段床式とする。 

(ｲ) 専用の AV（映像、音響、照明）設備、スクリーン等小ホールとしての基本的

設備を装備する。出入り口扉は防音性及び意匠にも配慮する。 

(ｳ) 音響特性について、室内許容騒音値は NC－30かつ 35dB以下とし、残響時間

は 1.0秒程度とする 
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ケ 実習セミナー室 

(ｱ) 50 人程度の団体来客を想定し、体験、実習をするための室として整備する。

給排水設備（流し４ｍ程度）を含む。 

 

コ 電子顕微鏡室 

(ｱ) 来客に対して理研スタッフが電子顕微鏡を使用したデモを行う。室は暗室化

可能な仕様とする。 

 

サ 休憩室 

(ｱ) 50人程度の団体来客のためのスペースであり、軽飲食可能な仕様とする。実

習セミナー室を兼ねてもよい。 

 

シ トイレ 

(ｱ) 既存トイレを、位置を含めて全面的に改修ことを想定する。利用人数につい

ては最大 50 人程度の女子学生団体来客を想定し、男女別のトイレを計画する

こと。また、来客の利用であることに配慮した内装（衛生器具を含む）とする。 

(ｲ)トイレブース（ドアを除く）は床から天井までとする。 

(ｳ)洗面はカウンター方式、自動給水とする。なお、手洗いスペースには温風乾

燥機を設置できるよう、コンセントを設けること。 

(ｴ)各トイレの大便器及び小便器の１か所に手摺を設置する。 

 

ス 多目的トイレ 

(ｱ) 便器、洗面器等の衛生器具については使い勝手、清掃、メンテナンスに配慮

した器具とする。またオストメイト対応とする。 

(ｲ) 使用者がトイレ外部へ連絡等が必要な場合に外部で確認できる押しボタン

式の非常灯機能等を設ける。 

(ｳ) 扉は半自動ハンガー式片引戸とし、手摺等バリアフリーに対応したものとす

る。 

 

(3) 展示事務棟 

① 建築基本計画 

展示事務棟（１階展示施設、２,３階事務室）を全面的に改修する。 

 

ア 平面計画 

(ｱ) １階は原則として視聴覚室を大会議室に改修し、展示用に使用している既存

スペースを適宜、打合わせスペースとして利用する。 
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(ｲ) ２、３階の事務室平面は会議室を構成する間仕切り壁は残置し、それ以外の

間仕切りは撤去する。 

 

イ 内装計画 

(ｱ) 床、壁、天井の各部位についての改修詳細は入札公告時までに示す。 

 

② 各室の要求水準 

ア 共通事項 

(ｱ)各室の用途及び補足事項を以下に示す。また面積・室数等の一般事項、内装、

設備等の事項については入札公告時までに示す。 

(ｲ) 階段等の共用部も改修範囲とするが、EV、各階トイレ及び１階の風除室、受

付、ロビーは改修対象外とする。ただし、和式便器は洋式便器に改修するもの

とする。 

(ｳ) 屋上防水や外壁（タイル、吹付材）を改修すること。 

(ｴ) ２、３階の研究施設は給排水、特殊な給排気を伴わないソフト開発系の研究

室として利用する。既存 OA フロアは残置する。また照明、空調設備について

はすでに改修済みであり本事業（改修）対象外とするため天井は残置する。 

 

イ 大会議室 

(ｱ) 視聴覚室を構成する壁、天井、建具の有効活用を図る。 

 

ウ 会議室（１階） 

(ｱ) 遮音性に配慮する。 

 

エ 打合わせコーナー 

(ｱ) 来客対応を想定し、セミオープンな空間とする。 

(ｲ) 各コーナーの間仕切りは天井及び南側ガラス壁面までの必要はない。また、

建具も必要としない。 

 

オ 研究室 

(ｱ) 給排水設備を伴う実験室仕様ではなく、一般的な事務室仕様であり、既存 OA

フロアを利用し、床仕上げ、壁仕上げ、天井仕上げは現状のままとする。 

 

(4) 工学実験棟 

① 建築基本計画 

工学実験棟（１階の一部の実験室）を研究施設に改修する。 
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ア 平面計画 

(ｱ) 平面は現状のままとし、壁移設、撤去はない。 

 

イ 内装計画 

(ｱ) 床、壁、天井、廊下に面する内部建具の各部位について、現状のままとする。 

 

② 各室の要求水準 

ア 研究室（113,115,117,119,121） 

(ｱ) 各室の用途及び補足事項は入札公告時までに示す。 

 

３ 改修設計及び施工に関する要求事項 

(1) 一般事項 

本要求水準書に示された要求事項に沿って既存施設の改修設計、改修工事・その他

の下記関連業務を行う。 

 

① 改修設計 

ア 基本設計 

イ 実施設計 

ウ 工事開始までに必要な関連手続き（各種申請業務、積算書作成業務等） 

 

② 改修工事 

ア 改修工事 

イ 工事監理 

ウ 施設運用開始までに必要な関連手続き（各種申請業務等） 

 

(2) 改修設計に関する要求事項 

① 業務 

ア 理研の指示に従い業務に必要な調査を行い、関連法規に基づいて業務を遂行す

る。 

イ 業務の詳細及び当該工事の範囲について、理研と連絡をとり、かつ十分に打合

わせを行い業務の目的を達成する。 

ウ 業務の進捗状況に応じて、業務の区分ごとに理研に図面、スケッチ、模型等を

提示するなどの中間報告を行い、理研の承諾を得る。 

エ 各室の設計にあたっては建築、電気設備、機械設備、什器類、理研の調達物品、

既存物品を含めた総合的な図面を作成、十分な打合わせを行い理研の承諾を得る。 
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オ 要求水準、選定事業者提案、基本設計、実施設計、竣工の各段階に要求水準と

比較した設計条件整理表（変更項目がある場合は変更理由、議事録、変更前後の

事象を明記した図面等を添付）を作成し提出する。 

カ 設計図書等の表記方法については、理研と協議する。 

キ 諸官庁や消防協議等の結果は理研へ書面で報告する。 

 

② 設計図書 

ア 基本設計及び実施設計完了時には設計図書を理研に提出し、確認を得る。提出

する設計図書は工事施工、工事費積算に支障のないものとし、詳細については

事業契約書（案）によるとともに理研と協議する。 

 

イ 提出する設計図書は下記による。 

(ｱ) 基本設計図書 

(ｲ) 実施設計図書 

(ｳ) 各設備計算書 

(ｴ) 省エネルギー計算書 

(ｵ) 打合わせ議事録 

(ｶ) 工事費内訳書 

(ｷ) パース 

(ｸ) 設計条件整理表等 

 

(3) 施工に関する要求事項 

① 安全対策 

ア 工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、周辺地域へ影響が及

ばないよう、万全の対策を行うこと。 

イ 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路及び和光地区構内通路の状況

を把握し、適切な配慮を行うこと。 

 

② 環境対策 

ア 騒音・振動や臭気・粉塵等周辺環境に及ぼす影響について、十分な対策を行う。 

 

③ 既存環境の保護 

ア 隣接する建物、設備や道路、通路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、

工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、選定事業者の負担において行う。 

イ 研究本館の改修範囲外及びその他の改修施設以外の建物については研究員等

職員が使用するため、安全性を十分に配慮した施工計画を立案する。 
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④ 施工管理 

ア 各種関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計

画にしたがって工事を実施する。 

イ 理研は必要に応じて工事現場の確認を行うことができる。説明を求められた場

合は速やかに回答する。また定期的に工事施工管理状況の報告を文書で行う。 

ウ 工事完成時には、施工記録を整備し、理研に提出する。 

エ 本事業に関連して別途発注する施工上密接に関連する工事や機器・備品等の業

務がある場合は、工程等の調整を十分に行い、本工事及び本事業全体について円

滑な施工に努める。 

 

⑤ 廃棄物の処理 

ア 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められた方法により適切に

処理、処分する。 

イ 工事により発生する廃材等で再生可能なものは、積極的に再利用を図ること。 

 

⑥ その他 

ア 工程については、無理のない堅実な工事計画とし、要求される性能が確実に実

施されるよう管理する。 

 

(4) 工事監理に関する要求事項 

第２章に示す本施設の工事監理に関する工事監理と同様に実施すること。 
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第４章 解体撤去等整備に関する要求水準 

 

Ⅰ 解体撤去等整備の概要 

第二事務棟、高圧実験棟及び関連する外構部（舗装、植栽等）を解体撤去し、その跡

地を屋外駐車場用の用地として整地する。整地する際には既存樹木に配慮し、桜の木は

残置させる。 

駐車場整備の要求水準は第２章による。 

 

Ⅱ 解体撤去等整備に関する要求水準 

１ 対象施設の概要 

本事業により解体撤去する施設の現状規模は、下記のとおりとする。 

 

(1) 第二事務棟 

構造  RC造 

階数  地上２階 

建設年度 昭和 47 年 

延床面積 519.21 ㎡ 

 

(2) 高圧実験棟 

構造  S造 

階数  地上１階 

建設年度 昭和 47 年 

延床面積 96.00㎡ 

 

２ 解体撤去概要 

上記に示す対象施設及び、同施設に引き込まれているインフラ設備一式、対象地内の

舗装・植栽、付属施設とする。 

 

３ 解体撤去に関する要求水準 

(1) 一般事項 

既存施設の解体撤去設計、解体撤去工事及びその他の下記関連業務を行う。 

 

① 解体撤去設計 

ア 施設事前調査業務及びその関連業務 

イ 解体撤去設計及びその関連業務 

ウ 工事開始までに必要な関連手続き 
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② 解体撤去工事 

ア 施工前調査 

イ 解体撤去工事及びその関連業務 

 

(2) 解体撤去設計 

ア 理研の指示に従い業務に必要な調査を行い、関連法規に基づいて業務を遂行す

る。 

イ 業務の詳細及び当該工事の範囲について、理研と連絡をとり、かつ十分に打合

わせを行い業務の目的を達成する。 

ウ 対象地範囲内にある建築物の杭の取扱いは選定事業者の提案によるが、整地後

に立体駐車施設が建設される可能性があることに配慮する。 

エ 設計完了時には設計図書を理研に提出し、確認を得る。提出の設計図書は工事

施工、工事費積算に支障のないものとする。 

 

(3) 解体撤去工事に関する要求水準 

① 安全対策 

ア 各種関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計

画に従って既存施設の解体・撤去工事を実施する。 

イ 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路及び和光地区構内通路の状況

を把握し、事前に管理者等と打ち合わせを行い、運行速度や誘導員の配置、案内

看板の設置や道路、通路の清掃等、十分な配慮を行うこと。 

 

② 環境対策 

ア 騒音・振動や臭気・粉塵等周辺環境に及ぼす影響について、十分な対策を行う。 

 

③ 既存環境の保護 

ア 隣接する建物、設備や道路、通路、他施設等に損傷を与えないよう留意し、工

事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、選定事業者の負担において行う。 

イ 解体撤去施設以外の建物については研究員等職員が使用するため、安全性を十

分に配慮した施工計画を立案する。 

 

④ 廃棄物の処理 

ア 工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、

処分すること。 

イ 工事により発生する廃材等で再生可能なものは、積極的に再利用を図ること。 
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⑤ アスベスト対策等 

ア 理研が事前に実施した事前調査の結果、アスベストがある場合には、同調査に

基づき解体計画を立案し、理研に提出、適切に除去及び処理を行った上で、解体・

撤去を行う。 

イ また、解体途中において、同アスベスト調査において判明し得なかったアスベ

ストの存在が確認された場合には、当該アスベストの調査結果を理研に報告し、

対策を協議する。 

 

⑥ その他 

ア 解体撤去の対象地範囲内にある物品等は原則としてすべて廃棄する。 

イ 工程については、無理のない堅実な工事計画とし、要求される性能が確実に実

施されるよう管理する。 

 

(4) 工事監理に関する要求事項 

第２章に示す本施設の工事監理に関する工事監理と同様に実施すること。 
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第５章 維持管理業務に関する要求水準 

 

Ⅰ 目的 

本要求水準で業務対象として示された総合防災管理棟及び維持管理対象となる既存施

設等の設備等の機能並びに状態を常時適切に維持管理するとともに、創意工夫や経験、

ノウハウを活かして、効果的かつ効率的に業務を遂行すること。また、施設等利用者へ

の配慮を図りながら、環境負荷の抑制や省資源・省エネルギーに最大限努めることによ

り、ライフサイクルコストの削減を実現することを目的として本要求水準を定める。 

 

Ⅱ 一般事項 

１ 選定事業者の業務区分 

維持管理業務の区分は以下の通りとする。 

(1) 総合防災管理棟維持管理業務 

(2) 施設設備維持管理業務 

(3) 清掃業務 

(4) 構内整備業務 

(5) 警備業務 

(6) その他維持管理業務 

 

２ 法令等の遵守 

維持管理業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守すること。また、建築保全業務

共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び製造メーカー及び施工業者によ

る保全仕様書に準拠して業務を実施すること。また、省エネ法に基づく管理標準を作成

すること。 

 

３ 人員配置 

(1) 維持管理業務総括責任者 

選定事業者は、維持管理業務の全体を総合的に把握し、調整を行う維持管理業務総

括責任者を配置する。業務開始前に理研に届け出ることとし、維持管理業務総括責任

者を変更した場合も同様とする。 

維持管理業務総括責任者は、責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業

務実施に必要な知識、能力を有する者を配置すること。 

維持管理業務総括責任者と(2)に示す維持管理業務の業務区分ごとの業務責任者の

兼務は認めない。 
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(2) 維持管理業務区分ごとの業務責任者 

選定事業者は、１(1)～(5)の維持管理業務区分ごとに業務責任者を配置する。業務

開始前に理研に届け出ることとし、業務責任者を変更した場合も同様とする。 

各業務責任者は、責任者としての資質と維持管理業務の業務経験及び業務実施に必

要な知識、能力を有する者を配置すること。各業務責任者の兼務は可能とするが、業

務の適切な履行を図る責任体制を構築すること。 

１(6) その他維持管理業務については、その他維持管理業務の業務区分ごとに業務

責任者の配置を求めることとする。 

 

(3) 業務担当者 

① 有資格者の配置 

業務を行う者は、本施設の設置目的を理解し、業務内容に応じ、同種の維持管理

業務の経験と必要な知識及び技能を有する者とする。 

 

② 業務従事者の交代 

業務従事者（維持管理業務総括責任者、各業務責任者、業務担当者（主任者、技

術員、リーダー、作業員等）の全ての者を意味する。）が要求水準を遂行する意思

がない等、著しく不適当と認められる場合には、理研は交代を要求でき、選定事業

者は正当な理由がない限りこれに応じるものとする。 

 

(4) 業務担当者の兼務 

業務担当者の兼務については、本業務要求水準書において兼務を認めないと定めて

いる場合を除き、複数の業務において兼務することを妨げない。 

 

(5) 人数及び体制 

各業務の履行に必要な最低人数や体制の考え方は各業務の記載部分にて確認する

こと。 

 

４ 業務計画書の作成 

選定事業者は、維持管理業務の実施に先立ち、業務区分毎に遂行に必要な事項を定め

た「業務計画書」を作成し、各年度の業務開始日までに理研の承諾を得ること。業務計

画書には業務内容、対象、スケジュール、実施頻度、実施体制は必ず盛り込むこととし、

それ以外については理研と協議をして作成すること。 

 

５ 維持管理体制の確立及び業務担当者の教育訓練 

直ちに円滑な維持管理業務を実施するために、業務開始に先んじて、維持管理業務に
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必要となる業務担当者を配置し、各業務担当者に対して業務内容や機械操作、安全管理、

救急救命、接客応対など、業務上必要な事項について教育訓練を行い、供用開始後の円

滑な維持管理体制を確立すること。 

また、維持管理業務の実施に対して必要な業務の引き継ぎも受けておくこと。 

 

６ 業務報告書の作成及び理研担当課による確認 

理研は維持管理の各業務の履行確認のため、担当課を決定し、監督員及び検査員を設

ける。 

選定事業者は、維持管理業務の各業務に関する業務報告書（日報、月報、四半期報、

年度報告書）及び付随する書類を作成し、理研の各担当課に提出し、履行確認を受ける

こと。なお、詳細は理研各業務担当課との協議により決定する。また、維持管理業務全

体の業務報告書（月報、四半期報、年度報告書）及び付随する書類も作成し、理研に提

出して履行確認を受けること。 

上記とは別に、関係法令上の必要な報告書、点検記録等を作成し、保管すること。関

係省庁への提出等が必要なものは所定の手続きを行い、その副本を保管すること。 

 

７ 費用の負担 

業務に要する費用（業務にともなう消耗品を含む）は、選定事業者の負担とする。た

だし、本要求水準書において理研が支給すると規定した消耗品は理研の負担とする。 

 

８ その他 

(1) 業務を履行する上では、理研の規定等に従うこと。 

(2) 構内にて秩序風紀を乱す行為を行ってはならない。 

(3) 業務中に研究室等より要望や苦情等を受けた場合には、速やかに理研へ連絡する

とともに、解決に向け、誠意をもって対応すること。 

(4) 業務中に事故が起きた場合、速やかに理研へ連絡するとともに、解決に向け、誠

意をもって対応すること。 

(5) 業務の実施により、理研又は第三者に損害を与えた場合、速やかに理研にその旨

を報告し、かつ誠実にその賠償の責に任じなければならない。 

(6) 理研への報告は、書面によるものを原則とする。 

(7) 業務中に業務に従事する者が、故意または過失により、建物、機械、什器類等に

破損、又は亡失したときは、これによって生じた損害に相当する金額を選定事業者

が弁済する。 

(8) 業務実施中の業務従事者に係る事故について、選定事業者の責任においてこれを

解決しなければならない。 

(9) 各業務において、理研の承諾なしに第三者へ再委託をすることは認めない。第三
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者への再委託を行う場合には、書面にて承諾を求めること。 

(10) 業務上知り得た情報は、第三者に提供してはならない。また、契約終了後につい

ても同様とする。 

(11) 本業務要求水準書は、業務を遂行する上で、最低限の事項を定めたものであり、

業務を履行する上で要求水準書に定めのない事項が生じた場合は、双方協議の上､す

みやかに解決するものとする。 
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Ⅲ 総合防災管理棟維持管理業務 

 

１ 目的 

総合防災管理棟維持管理業務は、本施設を対象として行う建築物保守管理業務、建築

設備保守管理業務、備品等保守管理業務、修繕・更新業務、環境衛生管理業務、清掃業

務及び警備業務である。 

総合防災管理棟維持管理業務の実施に当たっては、Ⅳ以降に示す他の維持管理業務で

求めている要求水準との整合にも十分、留意して実施すること。 

 

２ 建築物保守管理業務 

(1) 業務内容 

本施設の性能及び機能を維持し、利用者の安全かつ快適な利用を確保するために、

建築物各部位の点検、保守、修繕、更新等を実施する。 

 

(2) 業務の対象範囲 

本施設の建築物（屋根、外壁、建具（内部・外部）、天井、内壁、床、階段等の付

属物等各部位）を対象範囲とする。 

 

(3) 要求水準 

① 部材の劣化、損傷、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、適正な性

能、機能及び美観が維持できる状態に保つこと。 

② 金属部の錆び、結露やカビの発生を防止すること。仮に発生した場合は、速や

かに対応を図り、拡大を防止するとともにその部位については修繕等を行うこと。 

③ 開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つこと。 

④ 建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。 

⑤ 建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生

じた場合の被害拡大防止に備えること。 

⑥ 維持管理・運営期間中に修繕や更新が必要となった場合、適切に対応すること。 

 

３ 建築設備保守管理業務 

(1) 業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、利用者の安全かつ快適な利用を確保するために、本

施設に設置される電気設備、空調設備、給排水衛生設備及び昇降機設備等について、

適切な設備維持管理計画の下に運転・監視、点検、保守、修繕、更新等を実施する。 
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(2) 業務の対象範囲 

本施設の建築物の各種設備を対象範囲とする。 

 

(3) 要求水準 

① 運転・監視 

諸室の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮し、各設備を適正な操作によ

って効率よく運転・監視すること。 

運転時期の調整が必要な設備に関しては、理研と協議して運転期間・時間等を決

定すること。 

運転中は異常発見に留意し、事故の発生を未然に防止するとともに、不測の事故

発生時にはその拡大を防止するよう日常作業基準等を作成し、運転・監視の習熟訓

練を行うこと。 

各設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を確認し、発見

した場合は除去又は適切な対応を採ること。 

 

② 法定点検 

各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。 

点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、適切な方法

（保守、修繕、交換、分解整備、調整等）により対応すること。 

 

③ 定期点検 

各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点

検を行うこと。 

点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は設備に悪影

響を及ぼすと想定される事象が見つかった場合には、適切な方法（保守、修繕、交

換、分解整備、調整等）により対応すること。 

 

④ 劣化等への対応 

劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法（保守、修繕、交換、分解

整備、調整等）により迅速に対応すること。 

 

４ 備品等保守管理業務 

(1) 業務内容 

本施設に選定事業者が整備する什器・備品及び消耗品（以下「備品等」という。）

について、点検、保守、修繕、更新等を実施する。 
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(2) 業務の対象範囲 

本施設に選定事業者が整備する備品等を対象範囲とする。 

 

(3) 要求水準 

① 備品等の管理 

選定事業者は、施設運営に支障をきたさないよう施設運営上に必要な備品等を管

理するとともに、不具合の生じた備品等については随時、修繕・更新等を行うこと。 

 

② 台帳の作成及び管理 

選定事業者は、業務の対象となる備品等について備品整理簿を作成し、これによ

り管理すること。備品整理簿に記載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量

等を含むこと。 

 

５ 修繕・更新業務 

(1) 業務内容 

施設の性能及び機能を維持し、利用者の安全かつ快適な利用を確保するために、長

期修繕計画（30年）を策定した上で、本施設の建築物、建築設備、備品等及び外構施

設を対象に事業期間中において適切に修繕、更新を実施する。 

 

(2) 業務の対象範囲 

本施設の建築物、建築設備、備品等及び外構施設を対象範囲とする。 

 

(3) 要求水準 

① 長期修繕計画（30年）の策定 

選定事業者は、30年間の長期修繕計画の策定及びその修繕計画に必要な概算経費

の算定を行い、維持管理・運営期間の開始６カ月までに理研に提出すること。 

 

② 修繕・更新事業計画書の作成及び当該計画に基づく修繕・更新 

修繕・更新業務に係る事業計画書を作成し、当該計画に基づいて各保守管理業務

と一体的に本施設の修繕・更新を行うこと。 

毎年の維持管理事業計画書における修繕・更新事業計画は、基本的に長期修繕計

画に基づいて計画するものとし、差異が発生する場合は理研と協議を行い、理研の

承諾を得ること。なお、計画外に修繕・更新の必要が生じた場合についても、速や

かに対応すること。 
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③ 書面の提出 

選定事業者が本施設の修繕・更新を行った場合、修繕・更新の時期、内容、金額

等を記録し、必要に応じて、当該修繕・更新を完成図書に反映するとともに、使用

した設計図、完成図等の書面を理研に提出すること。 

また、維持管理業務の事業報告書において当該修繕・更新の内容を報告すること。 

 

④ 事業期間終了時及び終了後の状態、明渡し 

事業期間終了時において、施設の全ての本業務要求水準書で示した性能及び機能

を発揮でき、著しい損傷がない状態で理研に引き継げるようにすること。ただし、

性能及び機能を満足する限りにおいて、経年における劣化は許容する。 

選定事業者は、事業期間終了に当たり、自ら検査を実施し、結果を理研に報告す

ること。理研は選定事業者と協議の上日程を定め、本施設の性能が本業務要求水準

書に定められた水準を満たしていることを確認する検査を行う。 

事業期間終了後２年間は、修繕・更新を必要としないことを前提に計画すること。

ただし、計画外に修繕・更新の必要が生じた場合については、速やかに対応するこ

と。 

選定事業者は、事業期間中の維持管理業務の実施結果等を踏まえ、上記①に示し

た長期修繕計画を基に、事業期間終了後20年間の長期修繕計画を再度立案し、理研

に提出すること。 

 

６ 環境衛生管理業務 

(1) 業務内容 

ビル管理法に基づいて、本施設の環境衛生管理を行う。 

 

(2) 要求水準 

建築物環境衛生管理技術者を選任し、業務を実施すること。 

総合防災管理棟維持管理事業計画書において、年間管理計画及び月間管理計画を作

成すること。また、計画に従い、環境衛生管理業務の監督を行うこと。 

上記計画及び臨時に必要と認められた事項について、測定検査及び調整を指導し、

又は自ら実施して、その結果を評価すること。 

監督、測定、検査、調査その他の活動によって、特に改善・変更を要すると認めら

れた事項については、具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、維

持管理業務総括責任者を通じて理研に報告すること。 

管理計画のほか、測定、検査及び調査等の記録並びに評価等に関する書類、関係官

公庁等への報告書その他の書類を作成すること。 

関係官庁の立入り検査が行われるときには、その検査に立ち会い、協力すること。 
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関係官庁から改善命令を受けたときには、その趣旨に基づき、関係する業者に周知

するとともに、具体的な改善方法について理研に報告すること。 

 

７ 清掃業務 

(1) 業務内容 

① 施設清掃業務 

建物内外の仕上げ面及び備品等を適切な頻度・方法で清掃する。 

 

② 貯水槽清掃業務 

ビル管理法、水道法等の関係法令に基づき、貯水槽及びその付属部の清掃・点検

及び検査を行う。 

 

③ 建築物の害虫駆除業務 

ビル管理法に基づき、害虫を駆除する。 

 

(2) 業務の対象範囲 

本施設の建物内外部及び敷地を対象範囲とする。 

 

(3) 要求水準 

① 業務全般についての要求水準 

Ⅴ清掃業務及びⅧその他維持管理業務の要求水準との整合に留意すること。 

業務に使用する用具及び資材等は、常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は

関係法令等に準拠し、厳重に管理すること。 

作業においては省エネルギー化に努めること。 

業務終了後は、諸室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。ただし、常

時開錠及び常時点灯を要求する場合もあるので、詳細は理研と協議のうえ、実施す

ること。 

すべての清掃業務担当者は、勤務時間中は職務にふさわしい制服を着用すること。 

業務に使用する資材・消耗品は、品質保証のあるもの（JISマーク商品等）の使用

に努めること。また、グリーン購入法を踏まえた調達物品の使用等、地球環境に配

慮した物品の使用に努めること。 

 

② 施設清掃業務の要求水準 

Ⅴ清掃業務及びⅧその他維持管理業務と連携して実施すること。 

仕上げ材の性質等を考慮しつつ、日常清掃、定期清掃等を適切に組み合せた事業

計画を立案・実施し、標準仕様に沿って業務を実施した場合と同等水準又はそれ以
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上の施設の美観と衛生を保つこと。 

 

③ 貯水槽清掃業務の要求水準 

水槽内の作業については、換気等の安全確保に努めること。 

専門技術者の指導の下に作業を行うこと。 

 

④ 建築物の害虫駆除業務の要求水準 

Ⅷその他維持管理業務と連携して実施すること。 

 

８ 警備業務 

Ⅶの警備業務と連携した業務として実施すること。 

 

９ 体制 

総合防災管理棟維持管理業務の実施に必要な体制は総合防災管理棟維持管理業務責任

者を含め、選定事業者提案に委ねるものとするが、Ⅳ以降の業務要求水準を満たし、必

要かつ十分な体制を構築すること。 
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Ⅳ 施設設備維持管理業務 

 

１ 目的 

理研和光地区の事業目的を達成するために必要な設備や建物を、選定事業者が適切か

つ確実に運転管理し、その機能を常に良好な状態に維持することを目的とする。 

 

２ 対象建物、対象業務の概要について 

(1) 対象建物の概要 

① 業務場所 

埼玉県和光市広沢２番１号  理研 和光地区 

 

② 対象建物 

理研の和光地区における設備を有する全ての建物が対象となる。ただし、総合防

災管理棟については、Ⅲの総合防災管理棟維持管理業務の中で対応することとする。 

 

③ 対象設備 

ア 監視制御設備 

イ 電気関係設備 

ウ 空調関係設備 

エ 給排水関係設備 

オ 熱源関係設備 

カ 公害防止関係設備 

キ その他設備等（昇降機設備、建築防災設備、構内電話交換設備、構内放送設備

など異常時のみ対応の対象となる設備、配管・配線共同溝、建物） 

 

(2) 対象業務の概要 

① 業務の対象範囲 

ア 対象設備等の運転・監視、点検・保守 

イ アの記録、報告及び記録の保管 

ウ 施設内における修理依頼対応作業 

エ 関連業務の調整、立会い 

 

② 管理業務の細目 

ア 監視制御設備の監視・操作 

(ｱ) 電気機械棟電力中央監視設備、機械監視設備 

(ｲ) サブエネルギー棟機械監視設備 
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(ｳ) 脳科学総合研究センター中央研究棟機械監視設備 

(ｴ) 研究交流棟機械監視設備 

(ｵ) 物質科学研究棟機械監視設備 

(ｶ) ナノサイエンス実験棟機械監視設備 

(ｷ) 仁科記念棟中央監視設備及び機械監視設備 

イ 第１、第２特高変電所及び受変電設備の運転・監視・点検・保守 

ウ 非常用自家発電設備及び無停電電源装置の運転・監視・点検及び給油 

エ 直流電源設備の運転・監視・点検 

オ 動力設備の点検・保守 

カ 屋内照明・外灯設備の点検・保守（照度測定を含む） 

キ 弱電設備の点検・保守 

ク 温熱源設備及び附属設備の運転・監視・点検・保守 

ケ 冷熱源設備及び附属設備の運転・監視・点検・保守 

コ 空気調和・換気設備の運転・監視・点検・保守 

サ 給排水衛生設備(消火用ﾎﾟﾝﾌﾟ設備を含む)の運転・監視・点検・保守 

シ 空気源設備の運転・監視・点検・保守 

ス 蒸留水製造設備及び純水製造設備の運転・監視・点検・保守 

セ 公害防止設備の運転・点検・保守。（ただし、このうちばっ気槽及び各附属設

備は異常時の対応のみ） 

ソ 真空配管設備の運転・監視・点検・保守 

タ 局所排気設備の点検・保守 

チ コージェネレーションシステム(CGS)の系統連系運転・監視・点検・保守 

ツ 昇降機設備（異常時の対応のみ） 

テ 建築防災設備（異常時の対応のみ）（自動火災報知設備、非常用照明装置、防

火戸、防火・防煙シャッター、防火・防煙ダンパー及び排煙設備、地震振動計、

自動扉） 

ト 構内電話交換設備（異常時の対応のみ） 

ナ 構内放送設備（異常時の対応のみ） 

ニ 配管・配線共同溝の点検・保守 

ヌ 建物（排水口、排水溝、防水、外壁、窓、ドア、床、壁、天井、階段等の異常

（ただし、各設備点検時に、動線上及びその周辺を対象範囲とし、点検するこ

と。）） 

 

③ 要求される業務内容 

理研和光地区には、CGSや実験動物飼育、放射線管理区域、温室やクリーンルーム、

細胞遺伝子等の管理、解析、保存、提供する管理区域といった施設が多く、空調設
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備及び電気設備の運転・監視、保守等は高度な専門的な技術・知識が要求される。

又異常時には即座に把握し、短時間での設備の運転復旧が必須である。 

 

④ 履行期間 

改修対象施設：平成 29年１月から平成 41年３月まで 

既存施設：平成 29 年４月から平成 41年３月まで 

 

⑤ 業務の条件 

ア 業務は 24時間、年間 365日とする。 

イ 施設の冷暖房時期及び設備の運転時間は、理研と事前に協議し実施すること。 

ウ 電気設備の法定点検、CGS・ボイラー・圧力容器の点検・冷凍設備定期自主検

査、自動火災報知設備点検等の立ち会いは、理研と事前に協議し実施すること。 

 

(3) 業務関係図書 

① 業務計画書の作成 

選定事業者は、業務着手に先立ち、施設管理に伴う、設備の運転・監視計画表及

び点検・保守計画表を作成し、業務計画書としてとりまとめ、理研に提出し承諾を

得ること。 

 

② 貸与資料 

点検対象設備等の図面等は使用することができる。 

ただし、貸与資料を外部に持ち出してはならない。 

 

３ 基本的な業務の考え方について 

(1) 用語の定義 

① 運転・監視 

「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を

監視し、制御することをいう。 

 

② 点検 

「点検」とは、建築設備等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異

常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行な

うことをいう。 

 

③ 日常点検 

「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常
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的に行なう点検をいう。 

 

④ 定期点検 

「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識

を有する者が、定期的に行なう点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点

検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 

 

⑤ 臨時点検 

「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識

を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に

行なう点検をいう。 

 

⑥ 保守 

「保守」とは、点検の結果に基づき建築設備等の機能の回復又は危険の防止のた

めに行なう消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 

 

(2) 運転・監視とその記録・報告の考え方 

① 運転・監視の範囲 

運転･監視の範囲は、次による。ただし、業務における運転･監視の対象設備等は

入札公告時までに示す。 

ア 設備機器の起動・停止の操作 

イ 設備運転状況の監視又は計測・記録 

ウ 室内温湿度管理と最適化のための機器の制御、測定値調整 

エ エネルギーの使用の合理化 

(ｱ) 省エネ法に基づき、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要

な提案及び処置を取ること。 

(ｲ) 省エネ法に掲げられる項目(エネルギーの使用状況、消費設備及び使用の合

理化に関する設備の設置、改廃状況等)について、毎月記録し、理研に報告す

ること。 

(ｳ) 理研の指示に従い、省エネルギーに勤めること。 

オ 季節運転切替え、本予備機運転切替え 

カ 運転時間に基づく設備計画保全の把握 

キ その他留意すべき事項 

 

② 運転・監視の記録及び報告 

ア 日常業務における業務日報を作成し、記録管理すること。 
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イ 業務日報は、理研に提出すること。 

ウ 日常業務において、正常でないこと（異常の発生又は発生が予想される状態）

が認められた場合は、直ちに理研に報告するとともに、不具合報告書を提出する

こと。 

 

③ 光熱水使用量の集計及び報告 

月間、年間の電気、都市ガス及び給排水等光熱水の使用量を集計し、報告書とし

てとりまとめ理研に提出すること。 

 

(3) 点検・保守とその記録・報告の考え方 

① 点検の範囲 

日常点検の対象部分、数量等は入札公告時までに示す。 

 

② 保守の範囲 

運転・監視及び日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は次のとおりとする。 

ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃 

イ 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

ウ ボルト、ねじ等の緩みがある場合の増し締め 

エ 次に示す消耗品の交換及び補充 

(ｱ) 潤滑油、グリス、充填油、溶剤類、試薬類等 

(ｲ) 蛍光灯、ランプ類（高さ 3.6ｍ以下に限る）、ヒューズ類 

(ｳ) パッキン、ベルト、Ｏリング類 

(ｴ) 簡易計器類（圧力計、温度計、バルブ等） 

(ｵ) 精製水の補充 

(ｶ) フィルター類 

オ 接触部分、回転部分等への注油 

カ 軽微な損傷がある部分の補修 

キ 塗料、その他の部品補修（タッチペイント）、その他これらに類する作業 

ク 消耗品の在庫管理 

ケ 保守で生じた廃棄物処理 

コ その他留意すべき事項 

 

③ 点検・保守の記録及び報告 

ア 日常業務における業務日報を作成し、記録管理すること。 

イ 業務日報は、理研に提出すること。 

ウ 点検業務において、正常でないこと（異常の発生又は発生が予想される状態）
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が認められた場合は、直ちに理研に報告するとともに、原因を調査し不具合報告

書を提出すること。 

 

④ 応急措置等 

ア 点検の結果、対象部分に脱落や落下又は転倒の恐れがある場合、又、継続使用

することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定

される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに理研に報

告すること。 

イ 落下、飛散の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等危険防

止措置を講じるとともに、速やかに理研に報告すること。 

ウ 応急措置、危険防止措置にかかる費用は、理研との協議による。 

 

⑤ 定期点検時の立会い 

当該施設の管理・運営業務に関し、別途の契約により関連業者が行なう定期点検

がある場合に立ち会い、必要に応じて業務に協力すること。 

 

⑥ 資料等の整理、保管 

業務期間中は、次に示すものを保管すること。 

ア 機器の取扱説明書等 

イ 機器台帳等 

ウ 工具、器具とその台帳 

 

⑦ 諸室の清掃 

電気室、機械室等の設備室は、整理整頓及び拭き掃除程度の清掃を行なうこと。 

 

⑧ 設備運転中等の点検 

障害等の排除設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点

検すること。 

 

⑨ 注意事項 

ア 点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。 

イ 点検及び保守の実施に当たり、仕上材、構造材等の一部を撤去又は破壊等を伴

う場合には、あらかじめ理研の承諾を受けること。 
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(4) 非常時・緊急時における対応の考え方 

① 臨機（故障・事故及び災害等発生時）の措置等 

ア 故障・事故及び災害等発生時の措置について定め、理研と協議の上、内容につ

いての承諾を受けること。 

イ 故障・事故及び災害等発生に伴う重大な危険が認められる場合には、直ちに必

要な措置を講じること。この場合は、速やかに理研に連絡するとともに、理研和

光地区の正門、西門及び西通用門守衛所（以下「守衛所等」という。）との連絡

調整等を行い、報告書を提出すること。 

ウ 災害発生直後及び不具合発生時等に、理研において臨時に点検をおこなう場合

には立ち会い、必要に応じて業務に協力すること。 

 

② 機器等に異常を認めた場合の措置 

選定事業者は、機器等に異常が見られた場合の連絡体制、対応方法について定め、

理研と協議の上、内容について承諾を受けること。なお、緊急を要する場合は、理

研と選定事業者は必要な措置を直ちに講じる。 

 

③ 業務時間外の緊急処理 

ア 対象設備等の運転・監視・点検・保守において業務時間外に緊急処理を必要と

し、理研の依頼により選定事業者がその処理を行った場合は、選定事業者は緊急

処理報告書を提出することとし、理研はその代金を支払う。 

イ 業務時間外の緊急処理に備えた具体的な体制については、理研と協議の上、内

容について承諾を受けること。 

 

(5) 資材及び消耗品等の負担 

① 遂行上必要とする資材、事務用備品、消耗品及び光熱水等は理研の負担とする。

ただし、理研の負担するものについて、私用に使うことは認めない。 

② パソコン、作業衣及び寝具等は選定事業者の負担とする。 

 

４ その他の業務について 

(1) 施設内における修理依頼対応作業 

① 電気関係設備 

ア 配線、配線器具（スイッチ、コンセント等）の軽微な修理及び工事 

イ 電灯、動力設備の軽微な修理 

ウ 弱電設備の軽微な修理 
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② 空調関係設備 

ア 空気調和設備及び付属設備の軽微な修理 

イ 蒸気、冷却水配管等の軽微な修理 

 

③ 給排水関係設備 

ア 給水、給湯、排水設備の配管、ポンプ、器具の軽微な修理 

イ 衛生器具設備、衛生器具の配管、器具の軽微な修理 

ウ ガス設備、器具の軽微な修理 

 

④ 熱源関係設備 

ア 軽微な修理 

 

⑤ 公害防止関係設備 

ア 軽微な修理 

 

⑥ その他設備 

ア 建築防災設備、器具の軽微な修理 

イ 昇降機（エレベーター等）の軽微な修理 

ウ 自動扉設備の軽微な修理 

エ トイレ等の軽微な修理（詰まり等） 

オ その他設備の軽微な修理 

カ 窓、ドア、床、壁、天井等の軽微な修理 

 

５ 業務の質の設定 

(1)包括的な質の設定 

包括的な質の設定を下記表にまとめ報告すること。 

 

業務に関する包括的な質 

基本的な方針 主要事項 測定指標 

本業務を通じて、快適な施設

利用を可能とするとともに

当該設備における業務の円

滑な実施を可能とすること。 

快適性の確保 定められた条件での空調運転 

品質の維持 ・本業務の不備に起因する当該施設にお

ける空調機、電力供給等の中断 

・障害発生時の理研への連絡時間 

【確認から３０分以内】 

・重要施設の運転停止 

【２０分以内】 



71 

・停電時の常用電気での重要施設の運転

切替 

【３０分以内】 

コストの削減 ・本業務に関するコスト削減に関する提案

が行われたか否か。 

環境への配慮 ・CO2排出抑制（計測可能な場合） 

安全性の確保等 ・安定した光熱水の供給 

・本業務の不備に起因する当施設内の怪

我・事故の発生回数 

 

(2) 各業務において確保すべき水準 

理研和光地区における各施設の運転・監視、点検及び保守等を「建築保全業務共通

仕様書（最新版）」に準じ、点検項目・内容などを不備なく行なうこと。 

 

① 点検及び保守業務 

ア 点検 

指定された業務内容を実施し、各建物等の設備機能及び劣化の状態を調査し、異

常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置を判断し実行すること。 

 

イ 保守 

各建物等の設備点検を行い、点検等により発見された各建物等の設備機器につい

て不良個所の修繕や部品交換等により設備機器等の性能を常時適切な状態に保つ

こと。 

 

ウ 執務環境測定 

空気環境測定、照度測定、水質検査等はビル管理法を遵守し、理研、選定事業者

で協力し各測定を行なう。測定の結果、管理基準に適合しない場合は、その原因を

推定し、理研に報告を行なうこと。なお、測定機器は選定事業者が用意すること。 

 

(3) 創意工夫の発揮可能性 

選定事業者は、本業務を実施するにあたり、以下の観点から創意工夫を反映し、サ

ービスの質（包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等）に努めること。 

 

① 本業務の実施全般に対する提案 

選定事業者は、本業務の実施全般に係わる質の向上の観点から取り組むべき事項

等を提案すること。 
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② 実施方法に対する改善提案 

選定事業者は、本業務の実施方法に対し、改善すべき提案がある場合は、具体的

な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提案すること。 

 

６ 実施体制に関する事項 

(1) 施設設備保守管理要員及び資格等 

① 要員配置 

施設設備保守管理要員として、平日要員22名以上、夜間要員６名以上及び休日要

員10名以上をそれぞれ配置し、CGSの24時間運転・監視にも対応すること。また、選

定事業者から委託を受けた構成員又は協力会社のもとで直接雇用の正社員でなけれ

ばならない。ただし、全要員を正社員で配置することが困難な場合には、契約社員

を含めた配置も可とするが、全要員を契約社員で配置することは不可とする。 

他の業務との兼務は認めないものとする。 

要求水準を満たす提案がある場合には、要員配置について協議により決定する。 

 

② 施設設備業務責任者及び主任者 

施設設備業務責任者１名と副責任者２名を置くほか、電気系の主任者を１名及び

機械系の主任者を３名置くこと。 

 

③ 技術員 

本業務を遂行するために必要な技術員を常駐させること。 

 

④ 資格 

ア 施設設備業務責任者 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について、主任者の能力（資格及び経験）

以上で、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務

経験15年以上及び自社内実務経験が３年以上の者で、１級ボイラー技士の資格を有

する者とする。 

 

イ 副業務責任者１ 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について、主任者の能力（資格及び経験）

以上で、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務

経験10年以上及び自社内実務経験が３年以上の者で、第３種電気主任技術者及び第

１種電気工事士の資格を有する者とする。 
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ウ 副業務責任者２ 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について、主任者の能力（資格及び経験）

以上で、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務

経験10年以上及び自社内実務経験が３年以上の者で、１級ボイラー技師の資格を有

する者とする。 

 

エ 主任者 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について、技術員の能力以上で、作業の内

容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験５年以上及び自社内実務経

験が３年以上の者とする。また、電気系の主任者は、第１種電気工事士の資格を有

する者とする。 

 

オ 技術員 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について、指示に従って作業を行なう能力

を有する者とし、電気系の技術員は第２種電気工事士、消防設備士（甲種又は乙種）

の資格を有し労働安全衛生特別教育講習会（高圧電気取扱）を受講した者、機械系

の技術員は２級ボイラー技士及び第３種冷凍機械責任者以上の資格を有する者と

する。 

また、東地区（熱機関：ガスタービン）や南地区（熱機関：ガスエンジン）のCGS

の運転・監視・点検を行う者は、従事する地区の熱機関の実務経験を有する者とす

る。ただし、経験が無い者場合は、下記の条件を満たした者とする。 

なお、実務訓練スケジュールを事前に理研に提出し、承諾を得ること。 

・東地区（熱機関：ガスタービン）のCGSの運転・監視・点検を行う者 

東地区（熱機関：ガスタービン）のCGSの場所に於いて、CGS指導員(製造会社

の技術員、ボイラー・タービン主任技術者等)の実務訓練を１ヶ月以上受けた後

に、配置すること。 

・南地区（熱機関：ガスエンジン）の CGSの運転・監視・点検を行う者 

南地区（熱機関：ガスエンジン）のCGSの場所に於いて、CGS指導員(製造会社

の技術員等)の実務訓練を受けた後に配置すること。 

 

カ エネルギー管理に関する資格 

配置要員全員が、エネルギー管理士又は、エネルギー管理員講習修了書の資格を

有する者とするが、無資格の場合は、契約後１年以内に取得すること。 

 

⑤ 本業務に必要な取扱責任者等の選任 

ア ボイラー取扱作業主任者：１級ボイラー技士 
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イ 冷凍保安責任者：第３種冷凍機械責任者 

ウ 危険物取扱責任者：乙種第４類危険物取扱者 

エ 建築物環境衛生管理技術者：建築物環境衛生管理技術者免状 

 

⑥ 代替要員について 

本業務に係わる施設管理要員に対し、選定事業者が休暇を付与する場合は、あら

かじめ理研に届け出た代替要員（技術員と同等以上の能力を有する者。）を業務に

従事させること。代替要員は、宿直を行わないこと。なお、代替要員が従事できず

に要求水準書で求める要員が配置できない場合は、協議による。 

 

⑦ 要員交代について 

ア 施設設備業務責任者 

施設設備業務責任者の履行期間中の交代は、原則として認めない。但し、特別な

事由がある場合には、理研が実施する候補者との面談の結果、理研が承諾した場合

に限り、交代を認める。 

 

イ 主任者及び技術員 

主任者及び技術員等の業務担当者を履行期間中に交代せざるを得ない場合には、

予め、書面にて理研の承諾を得ること。但し、１年間（年度）に交代できる主任者

及び技術員等の業務担当者の合計人数は、６名までとする。 

 

(2) 業務体制 

① 業務時間 

原則として、理研の勤務時間に応じた業務体制により本業務を行なうこと。ただ

し、提案がある場合は、協議により決定する。 

ア 月曜日～金曜日９時 00分から 17時 20分まで（休憩 50 分） 

イ 夜間及び休日後記５(3)に記載 

休日とは日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12

月29日より１月３日まで）及び理研が特に指定する日（10月第４月曜日）とする。

ただし、配置要員の休日日数を指定しているものではない。 

 

② 要員 

選定事業者は要求水準書にもとづき、施設管理要員配置計画を立て、業務開始３

ヶ月前までに理研に提出し、承諾を得ること。 
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(3) 夜間及び休日業務 

① 業務時間 

ア 夜間：17時 20分から翌日９時 00分まで（仮眠７時間、休憩 50分） 

イ 休日：９時 00分から 17時 20 分まで（休憩 50分） 

 

② 夜間及び休日の業務内容 

ア 電気系：中央監視設備の監視・点検 

(ｱ) 第１、第２特別高圧変電所及び各２次変電所の受変電設備の監視・点検 

(ｲ) 自動火災報知器作動時の対応 

(ｳ) 昇降機設備（エレベーター）の故障時における対応 

(ｴ) 対象設備の故障及びその他異常時における対応 

 

イ 機械系：機械監視設備の監視・点検 

(ｱ) ボイラー及び冷凍機の運転・監視 

(ｲ) 対象設備のうち連続運転機器の監視・点検（上記を除く） 

(ｳ) 対象設備の故障及びその他異常時における対応 

 

ウ CGS監視設備の監視・点検 

(ｱ) CGSの運転・監視・点検 

(ｲ) 対象設備の故障及びその他異常時における対応 

 

７ 安全衛生管理 

(1) 業務の安全衛生管理 

選定事業者は、業務の実施に際し、アスベスト、PCB、有害物質を確認した場合は、

速やかに理研に報告を行なうこと。 

 

(2) 危険物の取扱いについて 

① 選定事業者は、毒劇物は常時施錠の保管庫に保管し、払い出し及び保管等は危

険物取扱責任者の管理のもとで行なうこと。 

② 選定事業者は、月１回、理研に保管状況及び入出庫数、在庫数を報告すること。 

 

(3) 施設の取扱い 

① 施設管理要員が使用する建物は理研の承諾を得てから使用すること。 

② 使用に際しては建物の施錠管理、部屋の整理整頓に努め、その取扱いに際して

は十分注意すること。 

③ 喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認すること。 
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８ グリーン購入法に係わる庁舎管理等について 

(1) 配慮事項 

① 選定事業者は、本業務において空調調和設備の点検を行なう場合は、冷媒（フ

ロン類）漏洩の防止及び充填等作業に伴う大気汚染放出の抑制に努めること。 

② 選定事業者は、補充品、試薬品等の過度な補充を行わないこと。 

③ 選定事業者は、本業務で使用する物品が特定調達品目に該当しない場合であっ

ても資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体について環境負荷の低減に考慮

するように努めること。 

 

９ 教育 

(1) 選定事業者は、RI 等管理区域立ち入りについて業務開始前に理研が行なう教育訓

練、健康診断を施設管理要員に受けさせなければならない。 

(2) 新規に本業務につく要員は、業務に就く前に１ヶ月以上の期間、選定事業者は理

研の現場において現場実習を実施すること。なお、事業期間中は人員交代による現

場実習や訓練等における費用に配慮すること。 

 

10 引き継ぎ 

(1) 選定事業者は、業務開始前に１ヶ月以上の引き継ぎ期間を設けること。また、業

務引継計画表を作成し、事前に理研の承諾を得るとともに、事後に報告書を提出す

ること。なお、履行期間前の費用は、全額、選定事業者の負担とする。 

(2) 引き継ぎ期間中に、法令及び本要求水準書に定める教育訓練を全ての要員に行な

うこと。 

(3) 引き継ぎ期間中に、本要求水準書に定める平日、夜間及び休日の業務を全ての要

員が経験すること。 

(4) 選定事業者は、本業務の終了時までに必要が生じた場合は、次の事業者に業務及

びマニュアル完成版の引き継ぎを行うこと。なお、マニュアル完成版は、理研にも

電子情報で提出すること。なお、新たに受注する者への業務の引き継ぎには全面的

に協力することとし、本業務終了時までの引き継ぎは十分な日程を確保する計画と

し、業務の質が低下や滞ることのないようにすること。 
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Ⅴ 清掃業務 

１ 目的 

清掃業務は既存建物等を対象として衛生的環境の確保等のため実施するもので、日常

清掃、定期清掃からなる。 

 

２ 清掃業務の場所等 

(1) 業務場所 

埼玉県和光市広沢２番１号  理研 和光地区内 

 

(2) 対象建物  

対象建物は入札公告時までに示す建物配置図と清掃面積表の通りとするが、事業

期間中に対象建物、清掃面積（日常清掃、定期清掃）が変動する。 

 

(3) 定期清掃面積（2013 年８月時点） 約 104,000㎡ 

 

(4) 日常清掃面積（2013 年８月時点） 約 39,000㎡ 

 

３ 日常清掃（建物の共用部） 

除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、建物の衛生的環境の確保、美観の

維持、劣化の抑制を図り、快適な職場環境を整備する。 

 

(1) 理研が指定した清掃場所（共用部分）を原則１日１回下記の通り行い、日報を作

成するものとする。ただし、汚れや水濡れ等の目立つ場所は随時、巡回清掃を実施

するものとする。対象となる清掃面積表は入札公告時までに示す。 

(2) 毎月業務終了後、速やかに日常清掃従事者の業務実施報告書及び日常清掃実施報

告書を１か月分とりまとめて提出の上、検収を受けるものとする。 

(3) 日常清掃面積に増減が生じた場合は、増減面積に応じた金額を精算するものとす

る。 

 

① 玄関・玄関ホール 

・除塵、床モップ拭き又は床ダストモップ掛け 

・玄関タイル、石段の水拭き、マット等の除塵（土砂等で汚れが目立つ部分は、真

空掃除機による除塵又はブラシを使用して洗浄を行う。） 

・玄関入り口扉ガラス清掃（手垢等で汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きによ

り除去する。） 

・屑入れ処理 
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② ロビー 

・除塵、床モップ拭き又は床ダストモップ掛け又は真空掃除機による除塵（土砂、

泥水、シミ等は雑巾、ブラシにより除去する。） 

・窓台乾拭き 

・テーブルの水拭き 

・窓ガラス清掃（汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。また、

建物内側窓桟の土砂、埃等を雑巾、ブラシにより除去する。） 

・屑入れ処理 

・ドアノブ、手摺り、スイッチ回り等、直接手の触れる箇所の水拭き（汚れが目立

つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

 

③ エレベーター 

・除塵（扉溝を含む）、床モップ拭き又は床ダストモップ掛け 

・手摺り、鏡等の乾拭き（汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

 

④ 廊下・階段 

・床モップ拭き又は床ダストモップ掛け又は真空掃除機による除塵（土砂、泥水、

シミ等は雑巾、ブラシにより除去する。） 

・流し台、SK の水洗い及び流し台、SK まわりの乾拭き（汚れが目立つ部分は中

性洗剤又は水拭きにより除去する。）・扉ガラス清掃（汚れが目立つ部分は中性洗

剤又は水拭きにより除去する。） 

・屑入れ処理 

・ドアノブ、手摺り、スイッチ回り等、直接手の触れる箇所の水拭き（汚れが目立

つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

 

⑤ 給湯室 

・床モップ拭き又は床ダストモップ掛け又は真空掃除機による除塵（土砂、泥水、

シミ等は雑巾、ブラシにより除去する。） 

・流し台等除塵及び拭き清掃（汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去

する。） 

・ドアノブ、手摺り、スイッチ回り等、直接手の触れる箇所の水拭き（汚れが目立

つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

・屑入れ処理 

 

⑥ セミナー室、会議室、仮眠室及び休憩室等 

・床モップ拭き又は床ダストモップ掛け又は真空掃除機による除塵 
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・ホワイトボード清掃（汚れの目立つ部分は、水拭き等により除去する。） 

・テーブルの水拭き 

・鏡、電話機、窓台、手洗陶器等の除塵及び拭き清掃（汚れが目立つ部分は中性洗

剤又は水拭きにより除去する。） 

・ドアノブ、手摺り、スイッチ回り等、直接手の触れる箇所の水拭き（汚れが目立

つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

・屑入れ処理 

 

⑦ トイレ、洗面所及びシャワー室 

・除塵、床モップ拭き（汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

・SK の水洗い及び、SK まわりの乾拭き（手垢・水垢等を除去する。） 

・洗面台および蛇口の水拭き（手垢・水垢等を除去する。）・手洗い洗剤の補充 

・便器及び陶器類の水拭き、薬剤洗い。（便座の裏側まで行うこと。また輪ジミが

付いている場合はしっかりと落とすこと） 

・ペーパーホルダーの乾拭き。 

・温水洗浄便座の設置されている便座については、ノズル部分を点検し適宜汚れを

除去する。 

・壁面、窓台、ドア等の水拭き（汚れが目立つ部分は中性洗剤により除去する。） 

・鏡乾拭き（汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

・水栓、シャワー金具等乾拭き、排水口の水洗い（汚れが目立つ部分は中性洗剤又

は水拭きにより除去する。） 

・汚物処理 

・屑入れ、紙巻器処理（トイレットペーパーの補充等） 

 

⑧ 研究室、事務室 

・研究室等から廊下に出された一般ゴミ、不燃ゴミ、プラスチックゴミ、古紙段ボ

ール等を回収し、廃棄物置場に運搬し、分別処理する。事務室等においては室内

の屑入れ処理を行う。室内にシュレッダーがある場合には、紙くずの量を確認し、

十分に溜まっていたら回収する。 

 

⑨ 喫煙所灰皿処理 

・構内の喫煙所の灰皿及び吸殻入れの吸殻を１日２回以上、処理、洗浄する。 

洗浄後、必要に応じて充分な量の水を張ること。 
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⑩ 殺菌消毒用アルコール設置台 

・構内の食堂施設の殺菌消毒用アルコールの補充 

・設置台乾拭き（汚れが目立つ部分は中性洗剤又は水拭きにより除去する。） 

 

⑪ その他 

緊急に清掃作業依頼が生じた場合は、理研の指示に柔軟に対応すること。 

 

４ 定期清掃（建物の共用部及び室内部分） 

除塵、拭き、洗浄、ワックスの塗布等の定期的な作業により、建物の衛生的環境の確

保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備することを目的とする。 

 

(1) 定期清掃は床材に応じ下記の通り行い、清掃場所、１ヶ月あたりの清掃回数は入

札公告時までに示す。 

実施月の前月末営業日から３営業日前までに定期清掃実施計画書を提出し、承認

を得るものとする。 

(2) 研究室・事務室内の定期清掃においては、清掃日と清掃開始予定時刻、清掃業務

責任者の連絡先を明記した用紙を、清掃予定日の３営業日前までに、入口扉の見え

やすいところに貼りつけ、定期清掃完了時に除去すること。なお、研究室及び事務

室内は什器類や実験器具等により、通路幅などがかなり狭くなっている箇所が存在

するため、清掃時間を定める上で考慮すること。 

(3) 本業務終了後、速やかに定期清掃実施報告書を提出の上、検収を受けるものとす

る。 

(4) 定期清掃面積に増減が生じた場合は、増減面積に応じた金額を精算するものとす

る。 

 

① Ｐタイル床、ロンリューム床、ビニール床 

・椅子等容易に移動し得る什器類は移動し、モップ、箒、真空掃除機等により除塵

した後で、ポリッシャーを使用し、中性洗剤で洗浄する。その後、汚水の拭き取

りを行い、水性又は樹脂ワックスを塗布する。 

 

② 磁器タイル床、石床、コンクリート床 

・什器類を移動し、モップ、箒、真空掃除機等により除塵した後、中性洗剤を使用

して、ポリッシャー又はデッキブラシで洗浄し、水洗いの上、拭き上げる。 

 

③ 木床 

・真空掃除機等を用い、塵、埃等を除去し、床モップで拭き上げる。什器類を移動



81 

し、中性洗剤を使用して固く絞った雑巾又はモップによる洗浄、拭き取りを行い、

樹脂ワックスを塗布する。 

 

④ 絨毯床、タイルカーペット床 

・什器類を移動し、モップ、箒、真空掃除機等を用い、塵、埃等を除去する。絨毯

床、タイルカーペット床については、上記作業に加え、土砂、泥水、シミ等で汚

れが目立つ部分があれば、中性洗剤又は水拭きにより洗浄し、自然乾燥する。ま

た、毛玉取り器等を使用し、毛玉の除去を行う。 

 

⑤ 喫煙室 

・モップ、箒、真空掃除機等を用い、塵、埃等を除去する。室内壁の汚れ等は、雑

巾で拭き上げる。また、室内エアコンフィルターも水洗いし汚れを除去する。 

 

⑥ その他 

上記の対応が困難な場合は理研との協議により対応を決める。 

 

５ その他業務 

(1) 理研の指示する日常清掃、定期清掃業務及び清掃業務上必要な付帯業務を実施す

ること。 

(2) 清掃状況を適切に管理するため、清掃した部分や清掃予定日等が把握できるシス

テムを構築すること。 

 

６ 清掃業務日時及び業務体制 

(1) 清掃業務日は平日とする。但し業務の都合上、休日（土曜日、日曜日、国民の祝

日に関する法律に規定する休日、年末年始（12 月 29日～１月３日）及び理研が指定

する日）に作業を実施する場合は、事前に書面をもって了解を得るものとする。 

(2) 日常清掃のうち、３①及び⑧は理研の職員の職務に支障が出ない時間までに終え

ること。 

(3) 平日の午前９時 00 分から午後３時 00 分の間は、緊急の業務依頼に対応するため

必ず１名以上の作業員が理研内にいること。 

(4) 清掃時間帯について、理研から指示を受けた際には柔軟に対応すること。 

(5) 業務に従事する者が休暇、病欠などで欠員が生じた場合において業務を遅滞なく

遂行する体制を確保すること 
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７ 業務責任者及び業務従事者の資格等 

(1) 業務従事者 

業務従事者は、清掃業務現場責任者、チームリーダー、作業員より構成するものと

する。 

 

① 清掃業務責任者 

清掃業務責任者は、本業務履行中、理研和光地区に常駐することとする。清掃業

務責任者は、労働安全衛生法第60条に規定する教育又はそれに準ずる教育を受け、

若しくは同程度の知識、経験を有し、パソコン操作等基本的な事務作業の行える者

とする。また、選定事業者から委託を受けた構成員又は協力会社の正社員であり、

かつ５年以上の実務経験を有する者とする。 

 

② チームリーダー及び作業員 

清掃業務責任者の下、作業員の中にチームリーダーを指定し、チーム内の作業員

を指揮、管理させること。チームリーダー及び作業員については選定事業者が行う

教育訓練を受けた者とする。 

 

③ 日常清掃業務の作業員 

清掃時間内は、日常清掃業務に従事する作業員31名以上を構内に常駐するものと

する。日常清掃業務のチームリーダー及び作業員の半数以上は、１年以上の実務経

験を有する者とする。 

 

④ 定期清掃業務の作業員 

３人からなるチームを４チーム以上作成し、業務に当たること。定期清掃業務の

チームリーダー及び作業員の半数以上は、１年以上の実務経験を有する者とする。 

 

(2) 清掃業務管理者 

清掃業務責任者とは別に清掃業務管理者を定め、業務従事者に不足がないように人

数を定め、必要に応じて理研との調整にあたること。現場に従事する者とは別の者と

すること。 

 

８ 提出書類 

以下の書類について、警備業務責任者を通じて指定期日に理研に提出すること。 

提出書類の記載内容等に変更があったときも同様とする。 

 



83 

(1) 業務開始３ヶ月前までに提出する書類 

① 清掃業務管理者及び業務従事者名簿（経験年数、教育訓練受講履歴含む） 

② 連絡体制届、業務体制図 

③ 業務従事者の作業服 

④ 使用資機材一覧（機材一覧には数量と用途を、洗浄液等には成分と用途を明記） 

 

(2) 業務開始の７日前までに提出する書類 

① 作業員名簿 

 

(3) 業務期間中に提出する書類 

① 日常清掃従事者出勤簿（日常清掃従事者分のみ） 毎月業務終了後 

② 日常清掃実施報告書 毎月業務終了後 

③ 定期清掃実施計画書  実施月の前月末営業日から３営業日前 

④ 定期清掃実施報告書  毎月業務終了後 

⑤ 上記に属さない報告 適宜必要に応じて 

 

９ 準備品及び貸与品 

(1) 業務従事者の作業服・名札は、選定事業者が用意する。また業務従事者は常に服

装を正し、理研より発行する入構証を見える位置に着用すること。 

(2) 清掃に使用する用具、洗浄液等の資機材は、選定事業者が用意すること。使用す

る資機材は使用場所（床材、部屋の環境等）に最適、かつ品質良好なもので、人体

及び環境に配慮したものを使用すること。その際、グリーン購入法に十分配慮する

こと。 

(3) 清掃に使用する消耗品（電気、水、トイレットペーパー、水石鹸、殺菌消毒用ア

ルコール、ゴミ袋）は選定事業者が用意すること。これらのものは本業務の目的の

他に使用することはできないものとする。 

(4) 清掃に使用する資機材等の保管場所については、理研が指定する場所を無償貸与

する。貸与場所は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用すること。また、こ

れらを理研に返還するときは、原状に回復しなければならない。 
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Ⅵ 構内整備業務 

１ 目的 

理研和光地区において、年間を通し構内の整備等を行う事により、よりよい環境を維

持することを目的とする。 

 

２ 対象面積等 

(1)理研 和光地区（和光市広沢２番１号）（構内面積：276,483 ㎡） 

(2)管理委託地（和光市南二丁目 1535番 35国有地）（管理委託地面積：33,259 ㎡） 

 

３ 業務内容 

(1) 理研和光地区構内全域及び管理委託地の草刈り 

① 理研の依頼により、敷地境界についても整備等を実施する場合がある。 

② 管理委託地については、敷地内年２回以上、フェンス際(内・外)年３回以上実

施すること。ただし、作業時期は理研と協議の上実施すること。 

(2) 理研和光地区周辺の落葉処理及び雑草処理(草刈り含む) 

(3) 低木植込みの剪定 

(4) 芝生の刈り込み及び雑草処理 

(5) 廃棄物置場の受付・整理等 

(6) 作業機材倉庫の整理等 

(7) その他の雑務 

上記、業務を計画的に遂行するために年間及び月間業務計画表を作成し提出すること。

業務計画が変更になった場合は、その都度更新した計画表を提出すること。 

また、作業中に発見された紙屑、空き缶及び空きビン等は、分別して理研が構内に指

定する場所に集積すること。 

 

４ 実施時期 

(1) 通常業務：毎年４月１日から３月 31日までとする。 

(2) 繁忙期 ：毎年６月１日から 10月 31日までとする。 

ただし、年度途中で仕様内容に変更が生じる、もしくは解除する可能性もあり、その

場合は、双方協議の上、変更時期の決定を行うことが出来るものとする。 

 

５ 作業日時 

(1) 作業は原則平日履行とし、時間帯及びスケジュール等は理研と調整し、提出され

た計画表に基づき実施する。ただし、正門及び西門周辺は８時 30分までに作業終了

すること。作業時間帯(休日等含む)について理研から依頼を受けた際には柔軟に対

応すること。ただし、選定事業者による作業の都合上、休日に作業を実施する場合
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は、事前に書面をもって了解を得るものとする。また、理研の休日は、日曜日、土

曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12 月 29日より翌年１月

３日まで）、その他理研が特に指定する日とする。 

(2) 廃棄物置場の受付・整理等業務については、作業時間を 13 時 00 分から 14 時 30

分とする。ただし、受付業務については原則毎週火曜日、金曜日(祝祭日の場合は中

止)とする。 

 

６ 業務体制や資格等 

(1) 人数 

通常業務最低９人以上、繁忙期 12 人以上とすること。 

 

(2) 資格 

３年以上の実務経験を有する構内整備業務責任者を配置すること。構内整備業務責

任者が現場で不在となることがある場合は必ず代理の者を選任すること。 

 

(3) その他 

業務に従事する者が休暇、病欠等で欠員が生じた場合においても業務を遅滞なく遂

行する体制を確保すること。 

 

７ 引き継ぎ 

(1) 選定事業者は、履行期間前に１ヶ月以上の引き継ぎ期間を設けること。また、業

務引継計画表を作成し、事前に理研の承諾を得るとともに、事後に報告書を提出す

ること。なお、履行期間前の費用は、全額、選定事業者の負担とする。 

(2) 選定事業者は、本業務の終了時までに必要が生じた場合は、次の事業者に業務及

びマニュアル完成版の引き継ぎを行うこと。なお、マニュアル完成版は、理研にも

電子情報で提出すること。なお、新たに受注する者への業務の引き継ぎには全面的

に協力することとし、本業務終了時までの引き継ぎは十分な日程を確保する計画と

し、業務の質が低下や滞ることのないようにすること。 

 

８ 提出書類 

以下の書類について、警備業務責任者を通じて指定期日に理研に提出すること。 

提出書類の記載内容等に変更があったときも同様とする。 

 

(1) 業務開始３ヶ月前までに提出する書類 

① 年間及び月間業務計画表 

② 連絡体制届、業務体制図 
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(2) 業務開始の７日前までに提出する書類 

① 作業員名簿 

 

(3) 業務期間中に提出する書類 

① 作業報告書 毎月業務終了後(理研・管理委託地） 

② 実施報告書 毎月業務終了後(理研・管理委託地 

③ 上記に属さない報告 適宜必要に応じて 

 

 

９ 安全管理 

(1) 作業に適した被服、防護具を着用し、危険の防止を図ること。 

(2) 業務中の事故防止を図るため、必要に応じて安全対策を実施すること。なお、業

務実施に当たって安全管理上の障害を発見した場合、遅滞なく報告すること。 

(3) 作業中の作業者の行動及び作業現場の状況を常に把握し作業を安全に遂行するこ

と。 

(4) 業務施行中、通行人の妨害となる行為その他迷惑を及ぼす行為のないよう十分な

措置をすること。また、理研の就業時間中は騒音等にも配慮すること。 

 

10 支給品、貸与備品 

(1) 貸与備品（無償） 

機械器具類、資材類等を無償貸与する。なお、業務上、不足する分は選定事業者負

担とする。 

上記の貸与品について、機器類の修理については理研負担とするが、修理頻度によ

り選定事業者へ請求する場合が有る。 

作業員控室について、善良な管理者の注意をもってこれらを使用すること。また、

理研に返還すべきときは、これらを原状回復しなければならない。 
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Ⅶ 警備業務 

１ 目的 

本業務は、理研和光地区における建物及び建物周辺敷地並びにこれらに付属する設備

につき、警備にかかる出入管理、監視、巡回、受付、鍵管理・遺失物管理業務及び理研

和光地区一般公開（以下「一般公開」という。）における誘導業務等を行うものである。 

 

(1) 業務の場所 

埼玉県和光市広沢２番１号  理研 和光地区 

 

(2) 業務範囲 

業務範囲は以下の項目とし、詳細は２(1)で定める。 

① 出入管理業務 

② 監視業務 

③ 巡回業務 

④ 受付業務 

⑤ 鍵管理・遺失物管理業務 

⑥ 一般公開における誘導業務 

⑦ その他付帯業務 

 

(3) 業務体制 

業務体制は以下の項目とし、詳細は２(2)で定める。 

① 各業務の実施場所・時間及び配置人数 

② 警備業務責任者の業務 

③ 現場責任者の業務 

④ 業務記録及び報告 

⑤ 警備業務の遂行 

⑥ 拠点基地 

⑦ 服装及び携行用具 

⑧ その他 

 

２ 業務内容 

(1) 業務範囲 

① 出入管理業務 

ア 構内に出入りする者及び車両の管理を行い、管理にあたっては立哨を基本とす

ること。 

イ 徒歩で入構する職員等の身分証（理研が発行する ID カード及び入構許可証）
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を確認すること。オートバイ、自転車により入構する場合には、一旦停止を求め

て、身分証を確認すること。身分証を所持していない職員については、守衛所へ

誘導すること。 

ウ 車両が入構する場合、理研が発行する構内駐車を許可する証明書（以下、「駐

車許可証」という。）の有無を確認すること。駐車許可証を携帯していない車両

については一旦停止を求めて、守衛所へ誘導すること。 

エ 凶器その他危険物を携帯し、または建物等を破損し、他人に迷惑をかける恐れ

のある者（車両）が侵入しようとする場合は、その制止に努めること。悪質な状

況があると認められる場合など、事態によっては理研に連絡し、その指示に従う

こと。 

オ 許可なく機械器具、材料等の物品を構内から搬出または構内へ搬入しようとす

る者（車両）がある場合は、搬出証明書、納品書等の提示を求める等確認を行う

こと。悪質な状況があると認められる場合など、事態によっては理研に連絡し、

その指示に従うこと。 

カ 緊急時においては、「４(1)緊急時対応」を行うこと。 

 

② 監視業務 

ア 監視システムを有効に活用し、守衛所等の警備員と巡回の警備員の密接な連携

の下、一体的に警備業務を行うものとする。 

イ 監視システムの警報状況を把握するとともに、警報が発報した場合は、直ちに

巡回の警備員に連絡して現場を確認させること。なお、巡回時間外又は巡回の警

備員と連絡がとれない場合は、守衛所等から警備員が出動して現場確認を行い適

切な措置をとること。 

ウ 守衛所等に設置されている監視カメラのモニターの状況を監視するとともに、

異常を発見した場合は、直ちに巡回の警備員に連絡して現場を確認させること。

なお、巡回時間外又は巡回の警備員と連絡がとれない場合は、守衛所等から警備

員が出動して現場確認を行い適切な措置をとること。 

エ 守衛所等に設置されている監視カメラのモニターを録画し、録画データを一定

期間適切に管理すること。 

オ 監視システムを操作し、履歴等データを適切に管理すること。 

カ 緊急時においては、「４(1)緊急時対応」を行うこと。 

 

③ 巡回業務 

ア 契約時に提出する巡回経路図及びチェック表には、入札公告時までに示す範囲

図内のチェックポイントが経路上に含まれなければならない。最低３時間ごとに

１回は経路に従って巡回し、記録をすること。 
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イ 自転車又は徒歩で巡回すること。 

ウ 守衛所等からの連絡通報により、監視システムの警報発生場所又は災害等の現

場へ急行し、適切な措置をとること。 

エ 守衛所等との連携を密にして実施するとともに、異常を発見した場合は直ちに

守衛所に連絡すること。 

オ 監視システムの出入管理が可能な設備が設置されている出入口のうち理研が

指示するカードリーダーに身分証を読みとらすことによって巡回時刻を記録に

残すこと。 

カ 建物の玄関、通用口、各室扉及び門扉の施錠を確認すること。また、門扉の開

閉作業を行うこと。なお、門扉の開閉時刻は、表-１によるものとする。 

 

表－１．各門扉の開閉時刻 

日時場所 
平日 休日 

開門 閉門 開門 閉門 

西門 終日開門 終日開門 終日開門 終日開門 

西通用門 午前８時 午前０時 終日閉門 終日閉門 

正門 午前８時 午前０時 終日閉門 終日閉門 

東門 電気錠による 電気錠による 電気錠による 電気錠による 

南門 電気錠による 電気錠による 電気錠による 電気錠による 

池の端門 

（３箇所） 
電気錠による 電気錠による 電気錠による 電気錠による 

東住宅通用門 電気錠による 電気錠による 電気錠による 電気錠による 

インキュ通用門 電気錠による 電気錠による 電気錠による 電気錠による 

国際交流会館 

Ｈ棟前出入口 
午前６時 午前０時 午前６時 午前０時 

 

キ 建物、消防設備、道路、歩道、フェンス、外灯等の破損等異常の有無を確認す

ること。 

ク 窓、扉の開閉を確認し、開いている場合は必要に応じて施錠すること。 

ケ 玄関等の出入口、扉、ガラス等の異常の有無を確認すること。 

コ 挙動不審な者、車両や不審物及び無断放置物の有無を確認すること。 

サ 各階不要な照明の消灯を行うこと。 

シ 火気使用場所、ゴミピット等の異常の有無を確認すること。 

ス 消火器、消火栓、避難設備、AED等の防災用設備の状態を確認すること。 

セ 駐車許可証の掲示有無を確認し、掲示されていない車両ナンバーを記録し理研

に報告すること。 
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ソ 許可なく宣伝ビラを配布したり、指定場所以外に張り紙や立看板を掲示するな

ど秩序、風紀、規律を乱す者を発見した場合は、これを制止するとともに速やか

に理研に連絡すること。 

タ 火災、暴風雨等警戒発令時その他建物管理上必要があると理研が認めるときは、

理研の指示により、巡回の回数を増やし、警戒を厳重にすること。 

チ 緊急時においては、「４(1)緊急時対応」を行うこと。 

 

④ 受付業務 

ア 職員等の身分証の確認、外来者の受付・案内、外来者への入構証の交付及び回

収、一時入構申請書の記入の確認・管理を行うこと。外来者の受付にあたっては、

外来者事前登録にも応対すること。駐車許可証を掲示していない車両のうち、外

来者の場合は、氏名、用務、行先等を確認・記録し、職員の場合は、当日限りの

駐車許可証を交付すること。なお、前述の外来者の受付内容及び一日駐車許可等

に関するデータ入力作業を行い、理研に報告をすること。 

イ 入退管理システムの操作を行うこと。 

ウ 電話の応対を行うこと。 

エ 挙動不審な者を発見した場合は、理研が指示する連絡先に通報すること。 

オ その他不明な点については、理研が指示する部署に連絡すること。 

 

⑤ 鍵の管理と貸出・遺失物管理業務 

ア 理研の指示による鍵の管理および授受を行うこと。 

イ 遺失物を発見したとき又は遺失物発見の届出があったときは、現品を添えて理

研が指定する担当部署に届け出ること。 

 

⑥ 一般公開における誘導業務 

一般公開時には、第６章Ⅲ４一般公開時支援業務と連携し、誘導業務を行うこと。 

 

⑦ その他、付帯業務 

ア 国旗の掲揚及び降納 

イ 理研の指示による特別警戒の実施 

 

(2) 業務体制等 

① 各業務の実施場所・時間及び配置人数 

各業務の実施場所・時間及び配置人数は入札公告時までに示す。なお、巡回業務

の詳細については、(1)③を参照すること。 
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② 警備業務責任者 

警備業務責任者を選任し、理研へ通知すること。警備業務責任者は、次の業務を

行う。 

ア 理研と連絡を密にし、警備業務に万全を期すこと。 

イ 指導及び監督的地位にある者とし、他の警備員の業務態度、言葉遣い等につい

て指導すること。 

ウ 報告書類を提出すること。 

 

(3) 業務記録及び報告 

業務日報等の提出に加えて、適切な警備業務を行うため、業務マニュアルも作成し、

警備員に周知させること。 

 

(4) 拠点基地 

西門守衛所を警備業務を統括する拠点基地とする。 

 

(5) 服装及び携行用具 

警備員は、制服、制帽、名札を必ず着用するとともに、警笛、懐中電灯、筆記用具、

身分証明書等を必ず携行すること。ただし、受付業務を行うときには、制帽は着用し

なくてもよい。 

 

(6) その他 

ア 警備員は、規律を厳守し、お互いに協力して警備業務に万全を期すこと。 

イ 警備員は、外来者等への対応に誠意を持ってあたり、言葉遣い、動作に留意し

て不快の念を与えぬよう努めること。 

 

３．警備員に関する要件 

(1) 資格及び経験 

① 資格 

ア 警備業務責任者は、警備業法に規定する「警備員指導教育責任者資格者証１号」

の交付を受けた者とする。 

イ 常駐警備２級以上の資格を有する警備員を常時１名以上、構内に配置させるこ

と。 

ウ 警備員はいずれも日本語が堪能で、Microsoft office各種ソフトの操作ができ

ること。 

エ 守衛所等に常時１名は日常会話程度の英語ができる警備員を配置し、外国人に

も適切に対応するよう配慮すること。 
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オ 警備員は、AED 講習の受講経験があること。未受講の場合には、理研が指定す

る AED 講習を受講すること。 

 

② 経験 

業務を円滑に遂行するため、充分な経験を有する警備員を配置すること。配置す

る警備員のうち三分の一については、３年以上の施設警備の経験を有すること。 

 

(2) 教育及び訓練 

① 教育 

警備業務を円滑に行うため、警備員に対して警備業法に定められた教育を実施す

ること。 

 

② 訓練 

警備員は、理研和光地区内の建物等の配置を把握し、緊急事態発生時に直ちに現

場に急行できるよう常に心がけること。 

 

(3) その他 

① 警備業務責任者、警備員の新規配置を行う際は、該当者の履歴書及び写真を提

出し、理研の確認を得ること。 

② 提出した業務予定表から警備員の変更を行う場合は、事前に理研へ報告し、承

認を受けること。 

③ 理研が、警備員の適格性に問題があると認めた場合、交代を指示することがで

きるものとする。 

④ 警備員が休暇を取る場合には補勤者を従事し、予定表からの欠員がないように

すること。 

 

４ その他 

(1) 緊急時対応 

警備員は、事故等の事態が発生し、維持管理・運営上支障があると認められる場合

には、警備業務責任者を通じて理研に連絡をとり、その指示に従って適切な措置を行

うこと。なお、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づ

き、理研がその業務について国民の保護のための措置を実施する場合には、別途指示

するものとする。また、警備員は、緊急時における警察署等への連絡において、被害

の拡大防止及び迅速な措置を目的として、以下の項目に示した業務に対応すること。 
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① 火災が発生した場合 

ア 消防署への通報 

イ 緊急時連絡先への連絡及び構内への緊急放送（日本語及び英語） 

ウ 消火等の初期対応 

エ 消防署の消火活動の支援等（現場への案内・誘導、見物人の排除、交通整理等） 

 

② 交通事故が発生した場合 

ア 人身事故の場合は、消防署及び警察署への通報等及び理研への連絡 

イ 物損事故の場合は、警察署への通報等及び理研への連絡 

ウ 現場の保存等（見物人の排除、交通整理等） 

 

③ 盗難が発生した場合 

ア 警察署への通報 

イ 現場の保存等（見物人の排除、交通整理等） 

 

④ 急病人が発生した場合 

ア 消防署への通報 

イ 緊急車両の現場への案内及び誘導等 

ウ AED 等を使用した救命活動 

 

(2) 鍵の管理 

理研から貸与された各種の鍵を適切に管理し、本契約終了時に遅滞なく返却するこ

と。 

 

(3) 施設、設備等の提供範囲及び選定事業者が負担する消耗品等 

① 施設、設備等の提供範囲 

守衛所等、立哨ボックス、守衛所の受付用カウンター等 

上記の施設、設備については、善良な管理の注意をもってこれらを使用すること。 

また、理研に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。 

本業務を遂行するために必要な光熱水料は、理研が負担する（表－２）。 

 

② 選定事業者が負担する消耗品等 

業務上使用する制服、制帽、靴、名札、警笛、懐中電灯、無線機、携帯電話、カ

メラ等、構内巡回に必要なもの。 

 

表－２．経費負担区分 
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内容 理研 選定事業者 

守衛所施設 ○  

光熱水料 ○  

制服、制帽、靴、名札、警笛  ○ 

懐中電灯  ○ 

無線機  ○ 

携帯電話  ○ 

カメラ  ○ 

 

(4) 提出書類 

以下の書類について、指定期日に理研に提出すること。 

提出書類の記載内容等に変更があったときも同様とする。 

 

① 業務開始３ヶ月前までに提出する書類 

ア 業務ローテーション表、巡回経路図及びチェック表 

イ 警備業法人登録の写し 

ウ 緊急時連絡体制及び動員体制 

エ 警備業務を対象とした損害賠償保険証の写し（契約期間満了時までのもの） 

オ 警備業法第 19条第２項に基づく契約の内容を明らかにする書面 

 

② 業務開始の７日前までに提出する書類 

ア 警備業務責任者、警備員名簿 

イ 警備員指導教育責任者資格者証の写し 

ウ 常駐警備２級以上の交付書の写し 

エ 服装の写真（警備員の制服（夏冬）、制帽、標章（ワッペン）等） 

 

③ 業務期間中に提出する書類 

ア 警備業務予定表（毎月前月末日まで） 

イ 業務月報（毎月翌月５日まで） 

ウ 業務日報（毎日）※警備員から直接監督員への提出で可。 

 

(5) 業務の引き継ぎ 

① 選定事業者は、履行期間前に１ヶ月以上の引き継ぎ期間を設けること。また、

業務引継計画表を作成し、事前に理研の承諾を得るとともに、事後に報告書を提

出すること。なお、履行期間前の費用は、全額、選定事業者の負担とする。 

 



95 

② 選定事業者は、本業務の終了時までに次の選定事業者に業務及びマニュアル完

成版の引き継ぎを行うこと。なお、マニュアル完成版は、理研にも電子情報で提

出すること。なお、新たに受注する者への業務の引き継ぎには全面的に協力する

こととし、本業務終了時までの引き継ぎは十分な日程を確保する計画とし、業務

の質が低下や滞ることのないようにすること。 
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Ⅷ その他維持管理業務 

その他維持管理業務として、下記の業務も選定事業者の業務範囲とすることを想定し

ている。各業務の業務内容、要求水準等は入札公告までに示す。 

理研はその他維持管理業務の履行確認のため、その他維持管理業務の業務区分ごとに

担当課を決定し、監督員及び検査員を設ける。選定事業者は業務報告書等により、理研

担当課の監督員及び検査員の履行確認を受けること。 

 

■その他維持管理業務 

●冷凍機保守    

●消防用設備点検    

誘導灯、火災報知器、消火設備（消火栓、消火器）、避難器具等を含む。 

●桜害虫駆除、鼠防除   

●常緑樹等剪定等    

●窓ガラス清掃     

●カーペット等清掃    

●郵便物運搬    

●廃棄文書等処理    

●集塵機保守    

●郵便料金関連    

●雨水桝等清掃     

ドレイン清掃、配水管清掃を含む。 

●自動車運行管理    

●公用車調達    

●自動扉保守    

●フィルター清掃    

●厨房関連     

●飲料水槽等清掃    

●空調用自動制御保守   

●搬送設備保守    

●空調熱源保守    
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第６章 運営業務に関する要求水準 

 

Ⅰ 目的 

本要求水準で業務対象として示された運営業務について、創意工夫や経験、ノウハウ

を活かして、効果的かつ効率的に業務を遂行すること。 

 

Ⅱ 一般事項 

１ 選定事業者の業務区分 

運営業務の区分は以下の通りとする。 

(1) 広報運営支援業務 

(2) 国際交流会館及び仁科ロッジ管理業務 

(3) 総合防災用会議システム運営業務及び多目的ホール運営業務 

(4) 食堂運営業務 

(5) 売店及び自動販売機運営業務 

 

２ 法令等の遵守 

運営業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守すること。 

 

３ 人員配置 

(1) 運営業務総括責任者 

選定事業者は、運営業務の全体を総合的に把握し、調整を行う運営業務総括責任者

を配置する。業務開始前に理研に届け出ること。運営業務総括責任者を変更した場合

も同様とする。 

運営業務総括責任者は、責任者としての資質と運営業務の業務経験及び業務実施に

必要な知識、能力を有する者を配置すること。 

運営業務総括責任者と(2)に示す各業務の業務責任者の兼務は認めない。 

 

(2) 運営業務責任者 

選定事業者は、原則として運営業務区分ごとの業務責任者を配置する。業務開始前

に理研に届け出ること。業務責任者を変更した場合も同様とする。 

各業務責任者は、責任者としての資質と運営業務の業務経験及び業務実施に必要な

知識、能力を有する者を配置すること。 

各業務責任者の兼務は可能とするが、業務の適切な履行を図る責任体制を構築する

こと。 
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(3) 業務担当者 

① 有資格者の配置 

業務を行う者は、本施設の設置目的を理解し、業務内容に応じ、同種の運営業務

の経験と必要な知識及び技能を有する者とする。 

 

② 業務従事者の交代 

業務従事者（運営業務総括責任者、各業務責任者、業務担当者の全ての者を意味

する。）が著しく不適当と認められる場合には、理研は交代を要求でき、選定事業

者は正当な理由がない限りこれに応じるものとする。 

 

(4) 業務担当者の兼務 

業務担当者については、１(1)から(5)に定める複数の業務において、兼務すること

を妨げない。 

 

(5) 人数及び体制 

各業務の履行に必要な最低人数や体制の考え方は各業務の記載部分にて確認する

こと。 

 

４ 業務計画書の作成 

選定事業者は、運営業務の実施に先立ち、業務区分毎に遂行に必要な事項を定めた「業

務計画書」を作成し、各年度の業務開始日までに理研の承諾を得ること。業務計画書に

は業務内容、対象、スケジュール、実施頻度、実施体制は必ず盛り込むこととし、それ

以外については理研と協議をして作成すること。 

 

５ 運営体制の確立及び業務担当者の教育訓練 

直ちに円滑な運営業務を実施するために、業務開始に先んじて、運営業務に必要とな

る業務担当者を配置し、各業務担当者に対して業務内容や機械操作、安全管理、救急救

命、接客応対など、業務上必要な事項について教育訓練を行い、供用開始後の円滑な運

営体制を確立すること。 

また、運営業務の実施に対して必要な業務の引き継ぎも受けておくこと。 

 

６ 業務報告書の作成及び理研担当課による確認 

理研は運営の各業務の履行確認のため、担当課を決定し、監督員及び検査員を設ける。 

選定事業者は、運営の各業務に関する業務報告書（日報、月報、四半期報、年度報告

書）及び付随する書類を作成し、理研の各担当課に提出し、履行確認を受けること。な

お、詳細は理研各業務担当課との協議により決定する。また、運営業務全体の業務報告
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書（月報、四半期報、年度報告書）及び付随する書類も作成し、理研に提出して履行確

認を受けること。 

上記とは別に、関係法令上の必要な報告書等を作成し、保管すること。関係省庁への

提出等が必要なものは所定の手続きを行い、その副本を保管すること。 

 

７ 費用の負担 

業務に要する費用（業務にともなう消耗品を含む）は、選定事業者の負担とする。た

だし、本要求水準書において理研が支給すると規定した消耗品は理研より支給する。 

 

８ その他 

(1) 業務を履行する上では、理研の規定等に従うこと。 

(2) 構内にて秩序風紀を乱す行為を行ってはならない。 

(3) 業務中に研究室等より要望や苦情等を受けた場合には、速やかに理研へ連絡する

とともに、解決に向け、誠意をもって対応すること。 

(4) 業務中に事故が起きた場合、速やかに理研へ連絡するとともに、解決に向け、誠

意をもって対応すること。 

(5) 業務の実施により、理研又は第三者に損害を与えた場合、速やかに理研にその旨

を報告し、かつ誠実にその賠償の責に任じなければならない。 

(6) 理研への報告は、書面によるものを原則とする。 

(7) 業務中に業務に従事する者が、故意または過失により、建物、機械、什器類等に

破損、又は亡失したときは、これによって生じた損害に相当する金額を選定事業者

が弁済する。 

(8) 業務実施中の業務従事者に係る事故について、選定事業者の責任においてこれを

解決しなければならない。 

(9) 各業務において、理研の承諾なしに第三者へ再委託をすることは認めない。第三

者への再委託を行う場合には、書面にて承諾を求めること。 

(10) 本要求水準書は、業務を遂行する上で、最低限の事項を定めたものであり、本業

務を履行する上で本要求水準書に定めのない事項が生じた場合は、双方協議の上､す

みやかに解決するものとする。 
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Ⅲ 広報運営支援業務 

 

１ 目的 

本事業の一環として整備する理研ギャラリー展示等における運営支援業務として実施

するもので、理研の歴史や成果の紹介等を行うことで情報発信等を行うことを目的とし

ている。 

 

２ 展示室運営業務 

既存事務棟に整備予定の理研ギャラリー展示、史料室展示等における運営支援業務で

ある。 

理研ギャラリー展示では、理研の歴史、現状についてパネルや実物、模型等を用いて

研究成果を中心に展示し、理研の研究内容や科学の不思議、楽しさが分かる展示を行う。 

史料室展示では、理研の歴史に関する資料の保存・公開を目的とし、一般的な歴史資

料館と同様の機能を有する。 

 

(1) 理研ギャラリー展示の展示物製作・更新等業務 

理研ギャラリー展示内の展示物及び展示機器等について、最適な展示内容、方法及

びレイアウトを提案すること。 

展示物及び展示機器の更新や変更、レイアウトの変更の頻度は選定事業者の提案を

もとに理研と協議して決定することとするが、理研は年間一定の費用を負担すること

を想定している。費用の考え方については入札公告時までに示す。 

なお、理研ギャラリー展示には受付や説明者を配置することを想定していない。そ

のため、見学者が説明のない状況でも見学しやすいレイアウト、動線、サイン計画と

すること。また、専門知識がない見学者が理解しやすい展示内容及び展示方法とする

こと。 

展示内容及び展示物は、理研の組織変更や研究成果、近年関心が高まっている研究

テーマの変化に対して、企画展示を行うことなどにより適宜対応することとし、陳腐

化しないように留意すること。 

また、理研は５年毎に中期目標及び中期計画を策定している。それらの策定時期に

配慮して提案を行うこと。 

 

(2) 諸室及び展示物等の清掃業務 

①に示す対象諸室等において、②から⑩に示す清掃業務を行う。なお、理研ギャラ

リー展示等の開館日時は以下のとおりである。入室者の見学に支障のないように行う

こと。 

開館日：土日、祝日、年末年始、設立記念日及び理研が定める休業日を除く平日 
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開館時間：午前 10時 00分から午後５時 00分 

また、団体の見学希望者が午前９時前に理研和光地区に到着することもあり、その

場合は理研ギャラリー展示内等に誘導することとなるため、清掃時間に配慮すること。 

① 清掃対象 

風除室、ロビー、エントランスホール、理研ギャラリー展示、史料室展示、史

料分類室、史料保管室、実習セミナー室、AVホール、電子顕微鏡室、倉庫、機材

保管庫、男子トイレ、女子トイレ、給湯室、機械室、EVホール、EV、廊下、階段 

② 床面部分の清掃 

③ 理研ギャラリー展示、史料室展示の展示物清掃 

展示ケースの埃及び汚れを除去する。 

展示物及び展示設備の埃及び汚れを除去する。ただし、展示物の清掃にあたっ

ては、対象とする展示物を理研と協議のうえ実施すること。 

④ 男子トイレ及び女子トイレの清掃 

陶器類（洗面器・便器）は、洗剤等を用いて清掃する。 

トイレットペーパー、手洗い液体洗剤等消耗品を補充する。 

⑤ 外周の清掃 

建物外部階段・廊下等を清掃する。 

⑥ エレベーター内の清掃 

床をダストモップ掛けする。 

⑦ ②から⑥の日常清掃業務は、日常清掃業務報告書を毎日作成、提出する。 

⑧ 定期清掃 

 

３ ノベルティ、グッズ等制作、販売 

(1) ノベルティ等制作 

① 理研のノベルティ（ノート、クリアファイル等）及び一般公開時に来場者に配

布する袋を企画し、提案を行う。ノベルティ及び袋は理研が無償で配布する。企

画、提案にあたっては長期で利用してもらえる耐久性のあるものとし、かつ、理

研として適切なものであること。 

② 選定事業者から提案のあったノベルティ及び袋について、理研が採用の検討を

行う。 

③ 理研が採用を決定した提案を選定事業者に通知する。選定事業者はノベルティ

及び袋の制作を行い、理研へ納品する。 

 

(2) グッズの制作、販売 

① 理研らしさのあるグッズ（筆記用具、Ｔシャツ、本等）の内容及び販売料金を

企画し、提案を行う。 
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② 選定事業者から提案のあったのグッズについて、理研が採用の検討を行う。 

③ 理研が採用を決定した提案を選定事業者に通知する。選定事業者はグッズの制

作を行う。 

④ 選定事業者は制作したグッズの一部を理研へ納品渡する。納品部数については、

理研と協議のうえ、決定すること。 

⑤ 外部からの団体での施設見学者に対して、理研ギャラリー展示でグッズの販売

を行う。団体見学者の訪問日は決定次第、理研から通知するが、販売日数は年間

100 日、販売時間は１日あたり２時間程度を見込むこと。なお、平成 24 年度の施

設見学者は約 3,000人である。 

⑥ 一般公開の開催期間中に来場者に対してグッズを販売すること。販売場所は理

研との協議によって決定するが、公開する諸室やイベント開催場所等に支障のな

いように配慮すること。 

 

(3) 業務実施上の留意点 

① ノベルティ、グッズ等制作、販売業務は提案書の内容が優れていると理研が判

断した場合に、PFI事業契約の業務範囲とする。 

② 袋を除くノベルティの企画及び制作費用は 300万円以内とし、年間 30,000個以

上を制作する計画とすること。 

③ グッズの販売料金は選定事業者の収入とする。理研は選定事業者に対して、本

業務に必要な経費から選定事業者が提案するグッズ販売料金から得られる収入を

差し引いた金額を支払う。 

④ 企画及び制作したノベルティ及びグッズの著作権の帰属は理研とする。 

⑤ 新規グッズの企画頻度は、理研との協議による。 

 

４ 一般公開時支援業務 

一般公開に係る備品準備・設置・撤去、看板設置・撤去・梱包等、運営支援、イベン

ト支援等を行う業務であり、１年に１日（原則として科学技術週間の土曜日、午前９時

30分～午後４時 30分予定）実施する。 

なお、平成 24 年度の来場者は約 8,000 名程度であり、3,500 名程度がシャトルバスを

利用し、4,000 名程度が徒歩、500名程度が団体バスを利用して来場している。 

 

(1) 備品準備・設置・撤去 

一般公開を実施するにあたって必要な備品を準備し、指定場所に設置及び撤去を行

う。なお、平成 25年度及び平成 26年度に必要と想定としている備品リストを参考と

して入札公告時までに示す。 
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(2) 看板設置・撤去・梱包等 

理研の指示に従い、理研が保有する看板の設置・撤去、清掃、梱包等を行う。 

 

(3) 運営支援 

① 会期前に来場者の侵入禁止場所や養生の必要な施設等を確認し、必要な措置を

行う。会期終了後には会期前の状態に戻すこと。 

② 来場者への配布資料の袋詰め及び梱包等を 10,000 セット程度実施し納品する。

内容物は理研から支給するが、1)理研の案内パンフレット、2)当日の案内パンフ

レット、3)アンケート用紙、4)鉛筆、5)記念品等を想定している。また、会期当

日が風雨であっても配布物を濡らさない対策を施すこと。 

③ 会期中及び会期終了後に、和光地区内のゴミ箱のゴミの回収及び分別を行い、

和光地区内の指定場所に搬送すること。 

④ D400 デジタル無線システムに準ずるシステムを設置して、和光地区内で交信可

能なトランシーバーを理研和光地区の必要台数分（約 60台）を準備作業段階から

用意すること。 

⑤ 会期当日に和光市駅にて会場案内を行うこと。また、和光市駅前と理研和光地

区間でシャトルバス（７台）の運行を行うため、和光市駅から理研和光地区へ向

かう乗客をシャトルバス乗り場へ誘導・案内を行うとともに、乗車人数の計測を

行うこと。 

⑥ 会期当日に来場者受付、資料配布、アンケート回収、理研和光地区から和光市

駅へ向かう乗客のシャトルバス乗り場への誘導・案内、来場者向け構内放送、そ

の他来場者対応を理研和光地区内で行う。なお、会期中に配布資料等を移動・撤

去するため、理研の要望に柔軟に対応できる運搬要員及び車両等を確保すること。 

 

(4) イベント支援 

① 講演会 

会期当日は総合防災管理棟の多目的ホール、鈴木梅太郎記念ホール及び大河内記

念ホールで講演会を実施する。選定事業者は必要な準備・撤去等作業を行う。また、

会期当日は来場者整理・誘導作業を行う。 

 

② 写真撮影 

看板設置、公開研究室風景、イベント会場等の撮影要員としてカメラマンを配置

すること。撮影にはデジタルカメラを用い、デジタルデータCDと紙焼き（アルバム

に収める）の双方で会期終了後から30日以内にそれぞれ１部ずつ納品すること。 

また、理研ホームページに掲載する画像として、数枚を会期後３日以内に理研に

送付する。公開用の画像は、参加者が特定できるような写真は避けること。 
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③ 各種イベント対応 

会期当日に行う実験教室、体験教室、サイエンス・カフェ等のイベント会場にお

いて、整理券配布、来場者整理、実験補助作業等を行う。 

 

(5) 打合せの実施 

業務を適切に履行するために理研と十分な打合せを行うこと。 

 

(6) 実施体制 

会期前、会期中ともに、本業務をとりまとめるリーダーを置くこと。連絡はリーダ

ーを通して一元的に行うため、会期前日及び当日は常時連絡が取れる体制をとること。

また、リーダーの指示において全ての本業務が速やかにこなせる実施体制をとること。 

なお、以下の要件を満たす担当者は必ず配置すること。 

 

① 来場者向け構内放送を実施する者（会期中１名以上） 

ア 英語で日常会話が支障なくできる者 

イ 英語でのアナウンス業務の経験を有する者 

 

② 講演会会場において来場者整理・誘導を行う者（会期中２名以上） 

ア イベント会場の人員整理経験がある者 

 

③ 写真撮影を行う者（会期前日及び当日３名以上） 

ア 写真撮影に関する専門知識を有している者 

ア イベント関係の写真撮影経験がある者 

 

④ イベント対応スタッフ（会期中７名以上） 

ア イベント会場の人員整理経験がある者 

 

また、会期中に来場者と接するスタッフは原則としてビジネスカジュアルな服装

とする。その他のスタッフは実施する作業に適した服装とすること。 

 

(7) その他 

一般公開当日に構内に乗り入れる車両は業務上必要な車両のみ認める。車両は極力

小型の車両を使用すること。なお、運送業務中の事故は選定事業者が全ての責任を負

うこと。 
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Ⅳ 国際交流会館及び仁科ロッジ管理業務 

 

１ 目的 

理研和光地区の国際交流会館と仁科ロッジ管理業務を行うものであり、国際交流会館

及び仁科ロッジの施設、設備及び機器備品等を十分理解し、利用者（外国人を含む。以

下同様。）に対して総合的なサービスの提供と、常に安心して使用できる環境の維持・保

全に努めるものとする。 

 

２ 業務対象 

(1) 国際交流会館長期宿舎 

① Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｇ棟 埼玉県和光市広沢２番６号 92戸 

② Ｆ棟       埼玉県和光市広沢２番４号 15戸 

③ Ｈ棟       埼玉県和光市広沢２番２号 50戸 

計 157 戸 

(2) 国際交流会館短期宿舎（通称サクラハウス） 

① Ｈ棟       埼玉県和光市広沢２番２号 18戸 

 

(3) 構内住宅（職員住宅） 

① Ｈ棟       埼玉県和光市広沢２番２号 18戸 

合計 175戸 

 

(4) 仁科ロッジ 

18 室 

 

３ 業務内容 

(1) 管理業務 

① フロント受付等業務（除く構内住宅） 

宿泊者の予約を含む受付、宿泊手続き、ルームキーの受渡し等の業務を行う。 

フロント受付等は、Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ及びＨ棟の長期宿舎を対象とする事務を

Ｅ棟内事務室で行い、Ｈ棟の短期宿舎及び仁科ロッジを対象とする事務をＨ棟内事

務室で行う。業務の実施に当たっては、双方密接な連携を保持しつつ、円滑にその

業務を行うものとする。 

 

ア 業務時間 

業務対応時間は月曜日～金曜日の９時～17時20分とする。 
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イ 業務内容 

(ｱ) 宿泊申込みに対する部屋予約管理 

ａ Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，及びＨ棟の長期宿舎は、以下の予約管理を行う。 

・新規入居、入居期間の延長、居室の変更、入居の取消等受付し、宿泊管

理システムに入力する。 

・宿泊者の部屋の割り当てを行う。 

・毎週末前に西門守衛所に滞在者一覧表を送付する。 

ｂ Ｈ棟の短期宿舎と仁科ロッジについては、予約受付及び予約表及び宿泊

一覧表を作成する。当日の最新状況を記述したサクラハウス予約表及び仁

科ロッジ予約表を毎日提出する。また、土日祝日に入居する外国人につい

ては、事前に入居者緊急連絡先を西門守衛所に提出する。 

 

(ｲ) 宿泊者の入居・退去管理 

ａ 外国人に対しては、入居心得、会館の利用説明等を英語で行う。 

ｂ ルームキーの受渡し及び管理を行う。 

ｃ 理研の定めた宿泊料等の請求・領収書を作成する。 

なお、長期宿舎についてはビジネスサーバーを使用して作成し、短期宿舎に

ついては理研が指定するシステム又はパソコンソフトを使用すること。 

ｄ 入居者に損害賠償義務が発生した場合、請求事務を行う。 

 

(ｳ) その他 

外来者の応対、宿泊者等との応対、メッセージ・電話の接受、貴重品を除く

クローク業務、郵便物、物品等の受渡し及び拾得物の取扱いを行う。 

 

② 宿泊料等徴収業務（除く構内住宅） 

宿泊者から宿泊料等を徴収する業務である。なお、宿泊料金の体系等については

理研が定める金額とし、入札公告時までに公表する。 

 

ア 宿泊料等の徴収 

選定事業者は宿泊料等に係る請求書を作成し、宿泊者から徴収するとともに、領

収書を発行すること。長期宿舎の宿泊者については、前月分の宿泊料金を当該月末

までに徴収することとし、長期宿舎の退去者、短期宿舎及び仁科ロッジの宿泊者は、

退去するまでに徴収すること。 

 

イ 未納者への対応 

未納者があった場合は、速やかに報告すると共に、未納者に対し、電話、督促状、
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訪問の順に、その支払いの督促を行う。 

 

③ 夜間ヘルプデスク業務 

夜間における機器の使用方法に関する宿泊者からの問い合わせ、設備機器の故障

発生時への対応及び鍵の引渡し等に迅速に対応するための業務である。 

Ａ，Ｃ，Ｅ及びＧ棟を対象とするヘルプデスク事務室をＥ棟内に、Ｆ、Ｈ棟及び

仁科ロッジを対象とするヘルプデスク事務室をＦ棟内に設置する。 

業務時間は月曜日～金曜日の17時20分から翌朝の９時までと、土曜日、日曜日、

国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12月29日～１月３日）及び理

研が指定する休日の終日とする。 

Ｅ棟及びＦ棟の夜間ヘルプデスク業務では、英語でのコミュニケーションが図れ

る者が必ず１名以上ずつ従事すること。詳細は４(2)業務従者の要件を参照のこと。 

故障発生時における対応等のためヘルプデスク事務室を空ける場合には、もう一

つの棟で従事しているヘルプデスク業務担当者や警備業務との連携、情報端末の活

用等により、他の利用者への未対応を回避できるようにすること。 

当該業務に必要なヘルプデスク事務室として、Ｅ棟内及びＦ棟内に各々１室ずつ

無償で貸与するが、ヘルプデスク事務室の光熱水費は選定事業者負担とすること。 

 

④ 代行管理業務（除く構内住宅） 

入居者から徴収した宿泊料等の一部を活用し、居室の原状回復や支払い代行等を

行う。各年度当初等において一時的に業務経費が宿泊料等を超えた場合には、選定

事業者が立替払いを行うこと。代行管理業務の対象となる居室等の考え方は入札公

告時までに公表する。 

 

ア 居室の原状回復 

居室の壁、天井、床、畳、建具及び備え付けの家具、電気製品、什器類等につい

て、修理、修繕、取替え等の軽微な修繕及び原状回復を行う。必要に応じて、原状

回復等に要する見積り徴収、発注等や物品に関する台帳作成等を行う。 

 

イ 入居者サービス及び支払い代行 

入居者サービスとして必要な下記業務を実施する。 

(ｱ) 退去後の布団等乾燥消毒 

(ｲ) シーツ等のクリーニング 

(ｳ) 新聞・雑誌等の購入 

(ｴ) 事務機器のレンタル、リース 

(ｵ) 公共料金等代行支払い(口座振替の手続き含む) 
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ａ 電気料金（Ｆ，Ｈ棟の居室部分、Ｈ棟短期居室部分、Ｆ棟事務室） 

ｂ ガス料金（Ｆ，Ｈ棟の居室部分、Ｈ棟短期居室部分、Ｆ棟事務室、Ｈ棟

事務室） 

ｃ 水道料金（Ｆ，Ｈ棟の居室部分、Ｈ棟短期居室部分、Ｆ棟事務室） 

ｄ 電話料金 

ｅ NHK受信料 

ｆ その他 

 

ウ 共用部分等管理 

次の費用について支払いを行う。 

(ｱ) 火災報知施設の点検 

(ｲ) エレベーターの保守点検 

(ｳ) 排水管等清掃 

(ｴ) 宿泊管理システムの運用保守料（国際交流会館のみ） 

(ｵ) 電話交換設備保守料（国際交流会館のみ） 

(ｶ) インターネット接続サービス（国際交流会館のみ） 

(ｷ) その他 

 

⑤ 維持管理業務（除く構内住宅） 

業務対象建物における備品・消耗品の補充等の業務、点検、立会い等の業務であ

る。なお、本業務に必要な事務室として、Ｅ棟内及びＦ棟内に各々１室ずつ無償で

貸与する（夜間ヘルプデスク業務兼用）。 

 

ア 備品・消耗品の補充等の業務 

(ｱ) 備品・消耗品の交換及び補充 

国際交流会館及び仁科ロッジでは、以下の項目について、必要に応じて交換

及び補充を行う。 

・家具、寝具等 

・食器等 

・宿泊者の入替がある部屋のトイレットペーパー、ティッシュペーパー、バ

スタオル、フェイスタオル、石鹸、お茶等 

(ｲ) 仁科ロッジでは、寝具用品（レンタル及びクリーニング依頼、受取等を含む）

及び消耗品等の管理並びに休日宿泊者へ貸出しをする。国際交流会館について

は、寝具用品等の管理（クリーニングを含む）及び臨時の貸し出し・回収に伴

う運搬を行う。 

(ｳ) 粗大塵芥を収集し、構内の指定集積所に運搬する等の必要な処置をとる。 
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(ｴ) 塵芥集積所の管理及び塵芥収集後の清掃を行う。なお、和光市、理研のゴミ

収集の分類に従うこととする。 

(ｵ) 軽微な備品の修理を行う。 

(ｶ) 宿泊者が備品等に損害を与えた場合、損害の確認を行う。 

 

イ 点検業務 

(ｱ) 貯水槽外観、貯水槽まわり、倉庫、駐車・駐輪場等の点検確認を行う。 

(ｲ) 給水栓における水質検査（塩素等の臭いや味見等の簡単な検査）を行い、点

検記録を作成する。 

(ｳ) 長期宿舎については、入居・退去時に居室内の壁、床、家具、家電等の状況

を確認し、退去時に原状回復等が必要と見込まれる場合には、理研に報告する。 

(ｴ) 入居前に、建物の照明器具等の点検を行い電球（蛍光灯）等の取替え清掃を

行う。 

(ｵ) 各種警報装置等モニター類の点検を行う。 

(ｶ) 設備、機器等に不具合のある場合、監督員を通して保守担当部門等への連絡

を行う。 

 

ウ 補修工事、設備の点検等の立会いに関する業務 

理研の要請に基づき、建物の補修工事、設備の保守・点検及び修理等に立会い、

履行確認後、理研に連絡する。 

 

エ 防火管理の補助業務 

消防法等及び消防計画に基づき、理研が行わなければならない防火管理業務の補

助をする。また、必要に応じ居住者の避難誘導、点呼等を行う。 

 

(2) 清掃業務 

保全と美観の維持に努力し、清潔で衛生的な清掃を次の要領で行うものとする。 

 

① 日常清掃 

ア 業務対象 

国際交流会館（長期宿舎の居室部分を除く）と仁科ロッジを対象として実施する

ものであり、業務対象の詳細は業務内容に示すとおりである。 

(ｱ) 国際交流会館 

国際交流会館Ｅ及びＨ棟の共用部分であるエントランス、風除室、ロビー、

事務室、倉庫、自販機コーナー、ランドリー室、レストルーム（トイレ）、廊

下、エレベーター及びＨ棟（短期宿舎居室部分）を対象とする。 
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 床面積 清掃面積／戸 戸数 延清掃面積 

Ｈ棟（短期） 21.30 ㎡ 13.61 ㎡ 18 戸 244.98 ㎡ 

 

(ｲ) 仁科ロッジ 

仁科ロッジの日常清掃対象面積は 606.77 ㎡である。 

 

イ 業務内容 

(ｱ) 共用部分 

ａ 床面部分の清掃 

(a) 塩化ビニールシート等部分の清掃は、常に塵埃に留意し、移動可能なも

のを移動し、真空掃除機等で除塵し、水拭き清掃を行う。 

(b) カーペット部分の清掃は、移動可能なものを移動し、真空掃除機で入念

に除塵し、仕上げる。 

(c) カーペット部分のしみ（血液、油脂、ガム、果汁、ソース等）は、必要

に応じて、適正な洗剤を用いて、しみ抜きをする。 

(d) 磁器タイル部分の清掃は、箒で除塵し、水拭き清掃を行う。 

 

ｂ 机、テーブル、椅子等の什器類の清掃 

(a) 材質に応じて清掃を行い、常に清潔な状態を保つようにする。 

(b) 家具及び調度類は材質に応じて、水拭き又は空拭きをする。 

 

ｃ 屑入れ等の清掃 

(a) 屑等を処理する。 

 

ｄ 壁面、その他（共通） 

(a) 通常手の届く範囲のガラス等を水拭き若しくは空拭きする。 

 

ｅ 玄関（エントランス）等の清掃 

(a) 玄関等のタイル及び石段は水拭きする。 

(b) 玄関まわりのガラス、ドア等は、水拭き若くは空拭きする。 

 

ｆ トイレの清掃 

(a) 陶器類（洗面器、便器）は、洗剤等で洗浄後、水洗いする。 

(b) トイレットペーパー、手洗い液体洗剤等消耗品の補充をする。 

(c) 屑入れの処理をする。 
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ｇ 共用キッチンの清掃 

(a) 流し台の清掃を行い、茶殻等の処理を行う。 

 

ｈ 用品・消耗品の点検及び補充 

(a) ランドリー室の洗濯機・乾燥機の清掃、及び適時フィルターの取替えを

行う。 

 

ｉ エレベーター内の清掃 

(a) 床をダストモップ掛けする。 

 

ｊ 外周の清掃 

(a) 建物外部階段・廊下等を清掃する。 

 

(ｲ) 居室内 

ａ 床面部分の清掃 

(a) 塩化ビニールシート等部分の清掃は、常に塵埃に留意し、移動可能なも

のを移動し、真空掃除機等で除塵し、水拭き清掃を行う。 

 

ｂ 机、テーブル、椅子等の什器類の清掃 

(a) 材質に応じて清掃を行い、常に清潔な状態を保つようにする。 

(b) 家具及び調度類は材質に応じて、水拭き又は空拭きをする。 

ｃ 紙屑入れ等の清掃 

(a) 紙屑等を処理する。 

 

ｄ ユニットバス等の清掃 

洗剤を用いて次のものについて清掃を行う。 

(a) 洗面器及び便器 

(b) 浴槽 

(c) カーテンを含む壁面 

(d) 屑入れの処理 

(e) その他 

 

ｅ 寝具類等の交換 

(a) ベッドメイクを行う。 

(b) 寝具類（シーツ、枕カバー、浴衣等）を交換する。 
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ｆ 用品・消耗品の点検及び補充 

(a) 茶器セット、コップ、洋服ブラシ等の備品を点検する。 

 

ｇ ミニキッチンの清掃 

(a) 洗剤等を用いて行い、茶殻等の処理を行う。 

 

ウ 日常清掃実施に当たっての留意点 

国際交流会館のＨ棟短期宿舎及び仁科ロッジの居室については、宿泊中は１日１

回及び退去後は１回日常清掃を行うものとし、原則として、午前10時より午後２時

までの間に行うこととする。 

 

② 定期清掃 

ア 業務対象 

国際交流会館の長期宿舎であるＡ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ棟及び仁科ロッジを対象

とする。 

 

(ｱ) 国際交流会館 

 床面積 清掃面積／戸 戸数 延清掃面積 

Ａ棟単身用 46 ㎡ 32 ㎡ ４戸 128 ㎡ 

Ｃ棟単身用 29 ㎡ 17 ㎡ ６戸 102 ㎡ 

世帯用 61 ㎡ 41 ㎡ ２戸 83 ㎡ 

Ｅ棟単身用 27 ㎡ 19 ㎡ 35 戸 682 ㎡ 

世帯用 59 ㎡ 43 ㎡ 15 戸 648 ㎡ 

Ｆ棟世帯用 43 ㎡ 30 ㎡ 15 戸 446 ㎡ 

Ｇ棟単身用 27 ㎡ 20 ㎡ 15 戸 298 ㎡ 

世帯用 59 ㎡ 39 ㎡ 15 戸 589 ㎡ 

Ｈ棟単身用 21 ㎡ 14 ㎡ 24 戸 327 ㎡ 

世帯用 54 ㎡ 35 ㎡ 26 戸 911 ㎡ 

  計 157 戸 4214 ㎡ 

 

(ｲ) 仁科ロッジ 

仁科ロッジの日常清掃対象面積は 118 ㎡である。 

 

イ 業務内容 

毎月１回、実施することとし、清掃業務と備品等の使用状況についてもチェック

を行う。 
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(ｱ) 玄関等の清掃 

ａ 玄関タイル等は、モップ等で水拭きをする。 

ｂ 玄関まわりのガラス・ドア等は、水拭きもしくは空拭きをする。 

 

(ｲ) 居室等の床清掃 

ａ 長尺ビニールの清掃は、塵埃に留意し、移動可能なものは移動し、水拭

きもしくは、必要に応じて洗剤を用いて清掃する。 

ｂ カーペット部分の清掃は、移動可能なものは移動し、掃除機で入念に吸

塵し、毛並みを揃える。 

ｃ 畳部分の清掃は掃除機で入念に吸塵したのち、必要に応じて洗剤を用い、

拭き掃除をしたあと、水拭きをする。 

ｄ 塩化ビニールシート床については、容易に移動し得る椅子、衝立等を移

動して中性洗剤で洗浄し、拭きあげ、水性ワックスを塗布し、乾燥後ポリ

ッシャー（電気研磨機）で磨きあげる。 

ｅ 磁器タイル床については、中性洗剤塗布後、ポリッシャー（電気研磨機）

又はデッキブラシで洗浄し、水洗いの上、拭きあげる。 

 

(ｳ) トイレ、ユニットバス等の清掃は洗剤を用いて次のものについて行う。 

ａ 洗い場 

ｂ 浴槽 

ｃ 床、洗面台、便器 

ｄ その他 

 

(ｴ) システムキッチン等の清掃は洗剤を用いて次のものについて行う。 

ａ 床 

ｂ 流し台 

ｃ ガスレンジ 

ｄ レンジフード 

ｅ 吊り戸棚（表面） 

ｆ その他 

 

(ｵ) 下記のものについては、水拭きもしくは空拭きをする。 

ａ 窓ガラス 

ｂ 家具・電気製品等 

ｃ ベランダの手摺り 
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ｄ 網戸 

ｅ メールボックス 

ｆ その他 

 

③ 退去清掃業務 

国際交流会館の長期宿舎のみを対象として入居者の退去後に退去清掃業務を行う。

洗剤を用いて次の部分の清掃について行う。 

ア 吊戸棚の中 

イ 流し台の収納戸棚の中 

ウ 食器戸棚の中（Ｈ棟単身居室を除く） 

エ 調理器具（鍋、釜等）磨き 

オ 押入の中 

カ 下駄箱の中 

キ 照明器具 

ク 冷蔵庫の中 

ケ ベランダ及び手摺 

コ 窓ガラス及び網戸 

サ バスルーム、トイレ及び洗面台 

 

(3) 常駐管理業務 

ア 防犯システム（Ｅ棟オフィス、Ｈ棟オフィス等）が作動した場合は、状況を確

認し理研に連絡の上、適切な処置をとる。 

イ 監視カメラ（Ｅ棟ロビー内、Ｈ棟ロビー入り口及び非常階段）とビデオ記録に

より適宜ロビーの状況等を確認する。 

ウ 火災報知機（池の端地区、東地区）が作動した場合、対象の部屋の火災の有無

を確認する。誤作動の場合は、保守担当部署に連絡をとる。火災等の場合は、守

衛所等に通報し、適切な処置をとる。火災報知機が作動した旨の通報を受けた場

合で当該地区の常駐管理業務担当者に連絡がとれない場合には、他地区の常駐管

理業務担当者が西門守衛所で、マスターキーを受け取り、現場に行き、サポート

する。 

エ 各種設備（エレベーター、門等）の不具合が生じた場合、確認の上適切な対応

をとり、監督員を通して保守担当部署に連絡をとる。 

オ 駐車場（池の端地区）の駐車場申し込みへの対応及び管理を行うとともに、Ｈ

棟エントランスの来館者の車の管理も行う。また、駐車している車の誘導が必要

な場合、適切な処理を行う。 

カ 各種メーター（電気・ガス・水道）の定期検針及び入退居時の検針を行う。光
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熱水の検針表の作成、保管をする。 

キ 外部の関東電気保安協会、及び東京ガス保安センター等からの安全調査等があ

る場合は理研の要請により立会う。 

ク 落雷、台風等の恐れがある場合は、影響の生じる可能性のある設備、機器等に

つ  いて、対応処置をとる。入居者への通知の作成と配布を行う。 

ケ 電力不足への対応等の他、運営についての環境変化が生じる場合は理研の要請

に従う。 

コ ネズミ・ゴキブリ等の発生、鳩の糞害等が発生する場合には、適宜の処置をと

る。また、周辺の美観維持に努める。 

サ 感染症等の伝染の恐れがある場合は、理研の要請により対応する。 

シ 宿泊者からのクレーム、リクエスト等に対応する。Ｈ棟については外部からの

チラシ投函等に注意する。ゴミ集積場の整理（分別を含む）や構内管理等、共用

部分の管理を行うと共に、緊急時の対応にも助力する。 

ス 新聞および雑誌をロビーでの閲覧に供する。 

セ 電気製品、器具等についての操作マニュアル（すでにあるものは除く）を英語、

イラスト等で作成する。宿泊者へのお知らせ等を英訳し、掲示、配布する。 

ソ 配達された郵便物を居室毎に仕分けるとともに、原則不在者分については差し

戻す。理研より別途方針が示された場合はそれに従う。 

タ 布団等乾燥消毒の対象部屋リストの作成を行う。 

チ 貴重品を除くクローク業務、郵便物、物品等の一時預かりをする。拾得物の取

り扱いをする。外来者の応接、宿泊者との応対・連絡・メッセージ・電話の接受

を行う。フロント受付等業務及び宿泊料等徴収業務担当者がＥ棟オフィスを空け

るときは電話・来客の応対を行う。国際交流会館宿泊許可願（非居住者用）等の

受付、管理をする。 

ツ 請求書、領収書については、控えをとり、ファイルに保管する。 

テ インターネット設備の管理 

(ｱ) インターネット設備の電源管理を行う。 

(ｲ) 不調の場合は適切な処理を行う。 

(ｳ) 利用者に対する必要に応じたサポートを行う。 

(ｴ) ケーブルテレビ利用申込者のクレーム対応を行う。 

ト ビジネスサーバー及びその他機器や下記に示すインターネット設備にトラブル

が生じた場合は理研に連絡をとりつつ、直接接続業者にコンタクトして、適切な

処置をとる。 

*VDSL 集合装置 

*VDSL 集合装置から各居室までの回線 

*VDSL 宅内装置及び LANケーブル 
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*Ｈ棟事務室及び各居室設置の VDSL宅内装置及び LANケーブル 

ナ Ａ棟及びＣ棟のガス、水道使用量の資料を作成する。 

ニ 池の端地区（Ａ，Ｃ，Ｅ，Ｇ棟）と東地区（Ｆ，Ｈ棟）の調整業務を行う。必

要に応じて、両地区の管理業務に係る打ち合せの開催とその取りまとめを行い、

業務報告書に記入を行う。必要に応じて、両地区の管理業務に係る打ち合せを行

う。 

ヌ 地元自治体等、外部からの問合せ、調査依頼等について、理研の要請によりサ

ポートを提供する。 

 

４ 業務体制及び業務従事者の要件 

(1) 業務従事者の構成 

① 業務を適切に履行できる必要な人数を配置すること。 

② 業務従事者が休暇、病欠等で欠員が生じた場合においても、必要に応じて交替

要員を配置して、業務に支障がない体制をとること。なお、交替要員ついては原

則として事前に理研に連絡すること。 

 

ア 業務従事者の人数 

(ｱ) 国際交流会館・仁科ロッジ運営業務責任者（１名） 

(ｲ) 管理業務責任者（Ｅ棟及びＨ棟で各１名） 

(ｳ) 清掃業務責任者（Ｅ棟及びＨ棟で各１名） 

(ｴ) 管理業務担当者（述べ 10 名以上とする。フロント受付等業務及び宿泊料等

徴収業務担当者としてＥ棟で２名以上、Ｈ棟で１名以上、夜間ヘルプデスク業

務担当者としてＥ棟及びＨ棟で各１名以上、代行管理業務担当者として１名以

上、維持管理業務担当者及び常駐管理人業務担当者としてＥ棟及びＨ棟に各２

名以上） 

(ｵ) 清掃業務担当者（日常清掃の担当者を６名以上とする） 

 

イ 業務管理者 

国際交流会館・仁科ロッジ運営業務責任者とは別に業務管理者を定め、業務従事

者に不足がないように人数を定め、必要に応じて理研との調整にあたること。現場

に従事する者とは別の者とすること。 

 

(2) 業務従事者の要件 

① 国際交流会館・仁科ロッジ運営業務責任者及び管理業務責任者 

ア 日常英会話、コンピュータによる業務処理が可能な者を配置すること。コンピ

ュータによる業務処理は、ビジネスサーバー又はパソコンによるものとする。 
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イ 世界の各地から入居する研究者等とのコミュニケーションが業務上必要なた

め、TOEICスコアが 600以上且つ、海外経験が６ヶ月以上有る者とする。 

ウ 電子メール、及び Windowsによる Excel、Word使用の実務経験を１年以上有す

る者とする。 

 

② フロント受付等業務及び宿泊料等徴収業務担当者 

ア 日常英会話、コンピュータによる業務処理が可能な者を配置すること。コンピ

ュータによる業務処理は、ビジネスサーバー又はパソコンによるものとする。 

イ 世界の各地から入居する研究者等とのコミュニケーションが業務上必要なた

め、TOEICスコアが 600以上且つ、海外経験が６ヶ月以上有る者とする。 

ウ 電子メール、及び Windowsによる Excel、Word使用の実務経験を１年以上有す

る者とする。 

 

③ 代行管理業務担当者 

ア コンピュータによる業務処理が可能な者を配置すること。ビジネスサーバー又

はコンピュータによる業務処理は、パソコンによるものとする。 

イ 電子メール、及び Windowsによる Excel、Word使用の実務経験を１年以上有す

る者とする。 

 

④ 夜間ヘルプデスク業務担当者、維持管理業務担当者及び常駐管理人業務担当者 

ア 日常英会話、コンピュータによる業務処理が可能な者を配置すること。コンピ

ュータによる業務処理は、パソコンによるものとする。 

イ TOEIC スコア 470 以上、又は英検準２級以上（取得から５年以内）又は海外経

験６ヶ月以上、又は外国語（英語）教科について中学校もしくは高等学校の教諭

１種免許状を有する者とする。 

ウ 電子メール、及び Windowsによる Excel、Word使用の実務経験を１年以上有す

る者とする。 

 

⑤ 清掃担当者 

清掃業務に従事する者は、教育訓練を受けた者とし、１名以上は１年以上の実務

経験を有する者とする。 

 

５ 費用の負担 

(1) 本契約における理研の負担は選定事業者の提案による。 

(2) その他の負担については以下のとおりとする。 

① 業務の実施に必要な事務室、夜間ヘルプデスク事務室や業務上必要な備品等を
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無償で選定事業者に貸与するものとする。これらのものは本業務の目的の他に使

用することはできないこととする。とくに事務室については、善良な管理者の注

意をもってこれらを使用すること。また、理研に返還すべきときは、これらを現

状に回復しなければならない。 

② 清掃業務を遂行するために必要な機械器具、資材等は選定事業者の負担とする

ものとする。 

③ 理研は、本業務を遂行するために必要な光熱水料等を負担するものとする。た

だし、夜間ヘルプデスクの光熱水費は選定事業者の負担とする。 

 

６ 提出書類及び管理書類 

(1) 全体 

① 業務体制 

② 業務従事者リスト 

 

(2) 国際交流会館 

① 代行管理業務関連報告書 

ア 管理表（家賃、管理・運営費、光熱水費） 

イ 月次収支報告書（毎月：支払一覧、通帳コピー等） 

ウ 打ち合わせ記録 

 

② 業務報告書 

ア 管理業務報告書 

イ 清掃業務報告書 

 

(3) 仁科ロッジ 

① 管理業務 

ア 予約表 毎日業務終了後提出する。 

イ 管理業務報告書 毎日業務終了後提出する。 

ウ リネン類レンタル管理報告書  毎月末に提出する。 

エ クリーニング管理報告書  毎月末に提出する。（発生時のみ） 

 

② 清掃業務 

ア 清掃業務従事者名簿 契約時および変更時に提出する。 

イ 清掃従事者業務報告簿 毎月末に提出する。 

ウ 日常清掃業務報告書 毎日業務終了後提出する。 

エ 定期清掃業務報告書 毎月末に提出する。 
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７ 引き継ぎ 

(1) 業務の開始１ヶ月前までに業務の引き継ぎを受けること。引き継ぎ方法は、円滑

に運営を継続できる方法を三者で協議の上、決定する。 

(2) 本業務が終了する場合は、終了時までに本件に関する事務を整理し、次の事業者

に業務の引き継ぎを行うこと。引き継ぎ方法は、円滑に運営を継続できる方法を三

者で協議の上、決定する。 

 

８ 緊急事態対応 

緊急事態等が発生した場合、迅速な対応が必要なため、選定事業者の管理を担当する

部署から本件業務実施場所までの所要時間は公共交通機関を利用して、２時間以内であ

ることとする。 

 

９ その他 

(1) 業務履行上知り得た個人情報は、関連法規及び理研の定める個人情報保護に関す

る諸規程に配慮すること。 

(2) 業務履行上知り得た秘密情報を許可なく第三者に口外してはならない。 

(3) 本仕様書に記載のない業務が発生した場合、または疑義が生じた場合には、理研

と選定事業者が協議の上、対処するものとする。 

(4) 研究室等より、要望や苦言等を受けた場合には、速やかに連絡するとともに、解

決に向け誠意をもって対応すること。 

(5) 本業務の実施にあたっては、従事者と理研の安全及び従事者の管理に十分注意す

ること。万一、事故等が生じた場合は、選定事業者の責任において処理することと

する。 

(6) 施設、設備の破損・故障等を発見した際は、速やかに報告すること。 

(7) 業務の実施にあたっては、関係法令及び理研の規定を遵守すること。 

(8) 本業務を履行する上で、本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、双方協議の

上決定することとする。 
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Ⅴ 総合防災用会議システム運営業務及び多目的ホール運営業務 

 

１ 目的 

総合防災管理棟で新規に整備される多目的ホールの運営支援業務を行うとともに、既

存のホール施設の管理及び運営支援業務を一体的に行う。 

また、総合防災管理棟のテレビ会議システム及び既存のテレビ会議システムについて、

利用者の利用支援を行うことで、テレビ会議システムの効率的かつ効果的な利用を図る。 

 

２ 業務内容 

(1) 総合防災用会議システム運営業務（既存 TV会議室システム運営業務を含む） 

① 総合防災管理棟及び既存施設の TV会議システムに関して、利用者からのテレビ

会議システムの問い合わせに対応する。必要に応じて現場に向かい、利用者の操

作支援を行う。 

② 定期的に（１月１回以上）不具合や異常等がないか確認を行う。 

③ 専門メーカーによる修理等が必要な場合には、速やかにメーカーに連絡して対

応にあたるとともに、理研にも連絡をすること。 

 

(2) 多目的ホール運営業務（既存施設のホール運営業務を含む） 

① 多目的ホールや既存施設のホールの予約状況を確認し、必要設備（音響設備、

照明設備など）及び必要機器（マイク、プロジェクターなど）の準備を行う。 

② 多目的ホールや既存施設のホールが利用される際に、利用者に対して使用設備

及び使用機器について操作方法の事前説明を行う。 

③ 多目的ホール若しくは既存施設のホールに関して、利用者からの使用設備や使

用機器についての問い合わせに対応する。必要に応じて現場に向かい、利用者の

操作支援等を行う。 

④ 定期的に（１月１回以上）不具合や異常等がないか確認を行う。 

⑤ 専門メーカーによる修理等が必要な場合には、速やかにメーカーに連絡して対

応にあたるとともに、理研にも連絡をすること。 

 

３ 業務日時 

(1) 業務を行う日時は原則平日９時から 18時までとするが、時間帯及びスケジュール

等は理研と調整し、提出された計画表に基づき実施する。 

(2) 理研から依頼を受けた際には、作業時間帯（休日等含む）の変更について柔軟に

対応すること。 
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４ 業務体制 

(1) 総合防災用会議システム運営業務責任者を定め、本業務を履行する上で必要とな

る人員を適切に配置すること。なお、配置する担当者には、以下の要件を満たす担

当者を１名以上常駐させること。 

① 映像・音響設備を備えた 250 席以上の多目的ホールの運営支援業務実績を有す

る者 

② 映像・音響機器及びネットワークに関する基本知識を有する者 

(2) 業務に従事する者が休暇、病欠等で欠員が生じた場合においても業務を遅滞なく

遂行する体制を確保すること。 

 

５ 提出書類 

(1) 年間及び月間業務計画表 業務着手３ヶ月前及び変更時 

(2) 連絡体制届、業務体制図業務着手３ヶ月前及び変更時 

(3) 作業員名簿業務着手３ヶ月前及び変更時 

(4) 業務月報 毎月業務終了後 

(5) 上記に属さない報告 適宜必要に応じて 

 

６ 安全管理等 

(1) 作業に適した被服を着用し、危険の防止を図ること。 

(2) 業務中の事故防止を図るため、必要に応じて安全対策を実施すること。なお、業

務実施に当たって安全管理上の障害を発見した場合、遅滞なく報告すること。 

(3) 業務時間中、通行人の妨害となる行為その他迷惑を及ぼす行為のないよう十分な

措置をすること。また、理研の就業時間中は騒音等にも配慮すること。 

 

７ 必要備品等 

本業務を実施するにあたり必要となる備品や機器等には選定事業者が必要に応じて自

らの費用により調達すること。 
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Ⅵ 食堂運営業務 

１ 目的 

本業務は、理研和光地区に勤務する役職員等及び来訪者に対して朝食、昼食及び夕食

を提供する業務（以下「給食業務」という。）及び給食業務以外に飲食物を提供する業

務（以下「飲食物提供業務」という。）とする。 

 

２ 運営方針 

次に掲げる運営方針を理解し、その実現に向けて常に努力を怠らないこと。 

(1) 利用者に対し、健康的かつ豊かな食生活を提供すること。 

(2) 請負者の責任において販売品目内容の向上に努めるとともに、保健衛生に留意し、

誠意あるサービスと利用者の満足度向上を心がけること。 

(3) 多数の利用者がスムーズに食事ができるよう配慮すること。低価格・高品質・栄

養バランス等を考慮した満足度の高い多様な食事を提供できること。 

(4) 定期的なモニタリングやアンケートを自発的に行い利用者のニーズに対応するこ

と。 

(5) 日本と異なる文化圏からの利用者に対して給食及び給食以外の飲食物を提供する

ことが必要であるため、各国の食習慣、嗜好、宗教的戒律等に関するノウハウを有

し、または理解に努め提供できること。 

(6) 会議室等への飲料・弁当のデリバリーができること。 

(7) 立食パーティー・着席式やイベントの運営(料理・飲み物・設営)ができること。 

(8) 安全衛生管理の徹底と環境に関する配慮ができること。 

(9) 円滑に本業務を履行するため理研と密接な連携を保持すること。 

 

３ 履行場所 

(1) 第１食堂 

① 給食業務は、統合支援施設１階食堂（以下「食堂」という。）、共済クラブ喫

茶室（以下「共済クラブ」という。）で行う。 

② 飲食物提供業務は、食堂、共済クラブ及びその他の施設で行う。 

 

(2) 第２食堂 

① 給食業務は、広沢クラブ１階食堂（以下「広沢食堂」という。）、広沢クラブ

２階喫茶室で行う。 

② 飲食物提供業務は、広沢クラブ２階喫茶室、広沢クラブ会議室及びその他の施

設で行う。 
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４ 施設概要 

(1) 第１食堂 

建物名 統合支援施設 共済クラブ喫茶室 

施設名称 食堂 共済クラブ 

面積 1,458.97 ㎡ 85.41 ㎡ 

席数 510 席 40 席 

給排水施設 あり あり 

ガス あり あり 

 

(2) 第２食堂 

建物名 広沢クラブ（１階） 広沢クラブ（２階） 広沢クラブ（２階） 

施設名称 広沢食堂 喫茶室 会議室 

面積 474.476 ㎡ 96.967 ㎡ 121.10 ㎡ 

席数 154 席 40 席 54 席 

給排水施設 あり あり なし 

ガス あり あり なし 

 

５ 営業 

(1) 第１食堂 

① 食堂 給食業務 

ア 営業日 

休日を除く平日。ただし、特別に指示する場合はその限りではない。なお、休日

とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12月

29日～１月３日）及び理研が指定する日。 

 

イ 給食時間 

基準として、現在の給食時間を下記に示すが、時間延長の提案を妨げない。 

［昼食］11時 45分～13時 30分 

［夕食］17時 30分～20時 00分 

 

ウ メニュー 

［比率］おおよそ 和：洋：中＝４：４：２とする。 

［内容］利用者の食習慣、嗜好、宗教的戒律等を考慮した対応が可能であること。 

 

エ 栄養価 

栄養バランスに優れ、役職員等の業務環境に鑑みたものであること。 
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オ 提供方式 

カフェテリア方式とする。 

 

カ サービス方式 

セルフサービス方式とする。 

 

キ 給食内容及び給食価格の基準 

給食内容及び給食価格に関しては別添資料を基準として設定すること。 

宗教上の制約を受ける外国人及びベジタリアンに対応できるメニューを常時用

意すること。給食内容は、毎日同じものにならないよう工夫すること。 

給食メニューは、カロリー、塩分、食肉の種類の表示をすること（日英２か国語

標記）。 

肉、魚、主な野菜については利用者に分かるよう食堂内に生産地を表示すること 

給食価格は、施設、厨房備品等が無償貸与であり、光熱水料等を理研が負担して

いる事を考慮した価格提案とすること。 

 

② 共済クラブ 給食業務 

参考として、現在の給食時間を下記に示すが、時間延長の提案を妨げない。 

 

ア 営業日 

上記①食堂に準ずる。 

 

イ 給食時間 

［朝食］ ８時 30 分～９時 30分 

［昼食］12時 00分～14時 00分 

 

ウ 給食内容及び給食価格の基準 

上記①食堂に順ずる。 

食堂との施設規模の差を十分に考慮すること。 

昼食については、後述の[喫茶]と重なる営業時間となることに留意すること。 

 

③ 共済クラブ及び食堂 飲食物提供業務 

ア 営業日 

［喫茶］上記①食堂に準ずる。（実施場所：共済クラブ） 

［パブ］休日を除く月曜日、水曜日。ただし、特別に指示する場合はその限りで
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はない。（実施場所：共済クラブ） 

［食堂］休日を除く金曜日及びパーティの予約を受けた日。ただし、特別に指示

する場合はその限りではない。（実施場所：食堂） 

 

イ 飲食時間 

基準として現在の飲食時間を下記に示すが、時間延長の提案を妨げない。 

［喫茶］12時 00分～14時 00分、15時 00分～17時 30分 

［パブ］17時 30分～20時 00分 

［食堂］17時 30分～20時 00分 

 

ウ 飲食物及び提供価格の基準 

各種宴会の注文に対応すること。 

提供価格は、施設、厨房備品等が無償貸与であり、光熱水料等を理研が負担して

いる事を考慮した価格とすること。 

 

④ その他の施設 飲食物提供業務 

ア 実施日 

上記①食堂に準ずる。 

 

イ 提供時間 

10時00分～20時00分 

 

ウ 販売価格 

販売価格は、施設、厨房備品等が無償貸与であり、光熱水料等を理研が負担して

いる事を考慮した価格提案とすること。 

 

エ 提供方式 

会議室等への配達他 

 

(2) 第２食堂 

① 広沢食堂 給食業務 

ア 営業日 

休日を除く平日。ただし、特別に指示する場合はその限りではない。休日とは、

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12月29日～

１月３日）及び理研が指定する日。 
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イ 給食時間 

基準として、現在の給食時間を下記に示すが、昼食については時間延長の提案を

妨げない。夕食については、実施可否も含め、選定事業者提案に委ねる。 

［昼食］11時 45分～14時 00分 

［夕食］17時 00分～19時 30分 

 

ウ メニュー 

第１食堂よりランクアップした高品質の食事を提供できること。 

 

エ 栄養価 

栄養バランスに優れ、役職員等の業務環境に鑑みたものであること。 

 

オ 提供方式 

カフェテリア方式とすること。 

 

カ サービス方式 

セルフサービス方式とすること。 

 

キ 給食内容及び給食価格の基準 

第１食堂との違いがアピールできる内容であること。 

給食メニューは、カロリー、塩分、食肉の種類の表示をすること（日英２か国語

標記）。 

肉、魚、主な野菜については利用者に分かるよう食堂内に生産地を表示すること 

給食価格は、施設、厨房備品等が無償貸与であり、光熱水料等を理研が負担して

いる事を考慮した価格とすること。 

 

② 喫茶室 飲食物提供業務 

ア 営業日 

［喫茶］上記①広沢食堂に準ずる。 

［パブ］休日を除く火曜日、木曜日、金曜日(共済クラブ営業日との調整を行う

こと)。ただし、特別に指示する場合はその限りではない。 

 

イ 飲食時間 

基準として現在の飲食時間を下記に示すが、時間延長の提案を妨げない。パブに

ついては、実施可否も含め、選定事業者提案に委ねる。 

［喫茶］ 12時 00 分～14時 00 分 
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［パブ］ 17時 00 分～20時 00 分 

 

ウ 提供価格の基準 

提供価格は、施設、厨房備品等が無償貸与であり、光熱水料等を理研が負担して

いる事を考慮した価格提案とすること。 

 

③ 広沢会議室及びその他の施設 飲食物提供業務 

ア 実施日 

上記①広沢食堂に準ずる。 

 

イ 提供時間 

10時00分～20時00分 

 

ウ 販売価格 

販売価格は、施設、厨房備品等が無償貸与であり、光熱水料等を理研が負担して

いる事を考慮した価格提案とすること。 

 

エ 提供方式 

各種宴会、デリバリー等の注文に対応すること。なお、広沢会議室については、

総合防災管理棟の整備に伴い、役職員が予約の上、パーティ会場として利用する利

用形態も多くなる見込みであり、このほか飲食を伴わない打合せや会議を行う場合

もある。 

 

６ 経費負担 

(1) 本業務を行うために必要な施設、厨房備品、食器類等を理研が無償で貸与する。

補修及び補充については、予め理研の承認を得て、理研の負担で実施する。 

(2) 本業務で使用する光熱水料は、理研が負担する。 

(3) その他の発生する費用のうち、利用者が使用する消耗品等については理研の負担

とする。 

(4) 厨房内において請負者が使用する消耗品等は原則請負者の負担とする。 

 

７ 業務体制 

(1) 食堂業務責任者１名、管理栄養士、調理師、その他必要となる業務従事者を配置

し、業務を適切に履行できる体制を維持すること。 

(2) 食堂業務責任者は、調理師の資格を有し、調理及び接客サービスの知識と経験を

有する者とし、食堂の衛生管理にあたるとともに、製造、加工、調理及び販売など
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が衛生的に行われるよう各従事者の衛生教育に努めるものとする。 

(3) 管理栄養士は、管理栄養士の資格を有するものとする。 

(4) 調理師は、調理師の資格を有するものとする。 

(5) 業務の実施に当たっては、円滑にその業務を行うため理研と密接な連携を保持す

るものとする。 

(6)出入金管理、施設メンテナンス対応、パーティ全般に関する調整、その他事務作業

がスムーズに行われるよう人員を整備すること。 

 

８ 精算方法 

(1) 給食業務における精算は、理研指示の精算方式によるものとする。また、理研の

一般公開日やトラブル対応時等、現金を扱う必要のある場合は、柔軟に対応するこ

と。(平成 26年度より Suica決済の導入となるため、Suicaの加盟店契約が可能なこ

と。なお、決裁手数料は業者負担とする。) 

(2) 飲食物提供業務における精算は、(1)の他伝票売掛とする。 

(3) 上記の精算方式に関連して、現金チャージ機（券売機）内現金管理等付随する業

務を行うこと。 

(4) POSレジの日常管理を行うこと。 

(5) POSレジの不具合等が生じた場合は理研と協力の上、復旧に努めること。 

 

９ 衛生管理 

(1) 衛生管理及び安全管理は、請負者の責任において行うこととする。 

(2) 業務従事者は、全員清潔な着衣を使用し、手洗、帯帽などを励行すること。 

(3) 食品リサイクル法に基づいた生ゴミ処理を行うこと。 

(4) 下記に示す清掃区分について、清掃を励行し、清潔維持及び整理整頓を心がける

こと。 

［厨 房］ 厨房、厨房器具、什器類 

［食 堂］ テーブル、椅子、調味料器具等 

［事務室］ 室内 

［喫茶室］ 厨房、厨房器具、什器類、テーブル、椅子 

［その他］ 衛生上清掃の必要な箇所 

 

10 注意事項 

(1) 給食業務については、職員のニーズを的確に把握するとともに、その需要に十分

配慮し品切れ等がないようにすること。 

(2) 各テーブル上に調味料（ソース、しょうゆ等）、紙ナプキン、爪楊枝を設置し、

提供すること。 
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(3) 食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令が定める諸官庁への申請・届出

等については、すべて選定事業者の負担で行うこと。 

(4) 使用許可を受けた場所以外での張り紙、看板等の表示は認めない。 

(5) 選定事業者は、契約期間が満了又は契約の解除が行われた場合は、貸与された施

設等を速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、理研は一切補償しない。 

 

11 報告事項 

下記の報告を定められた期限内に行うこと。 

(1) 週次報告（毎週火曜日までに提出） 

① 次週献立表 

 

(2) 月次報告（翌月中旬までに提出） 

① 売上集計表、材料調達報告書及びその明細 

② 売上・仕入報告書 

③ パーティ実績 

④ アンケート結果報告書 

⑤ 業務従事者名簿＊ 

⑥ 定期検便報告書（６～９月は月２回） 

 

(3) 年次報告 

① 貸与物件棚卸表、定期健康診断書 

 

(4) その他理研が必要とする書類 

 

12 その他 

第２食堂は第１食堂よりランクアップした高品質の食事を提供できる場との位置づけ

ではあるが、両食堂が近接していることもあり、広沢食堂、喫茶室等の運営方法に関し

ては、選定事業者の新たな企画提案（食堂以外の用途含む）により理研との協議の上変

更することができるものとする。但し、和光地区における給食業務に不備が生じないよ

うに留意すること。 

 

13 参考資料 

(1) 和光地区に勤務する職員数 

約 1,800 人 その他研修生等非常勤職員  約 1,000人 
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(2) 利用状況（平成 24年４月～平成 25年１月実績） 

① 第１食堂 

［平均食数］食堂 １日あたり 1,578 食（うち昼 1,282食、夕 296食） 

② 広沢食堂 

［平均食数］食堂 １日あたり 239 食（うち昼 159食、夕 80食） 
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別添資料 

種類 価格（円） 

メインディッシュＡ 180 

メインディッシュＢ 220～250 

メインディッシュＣ 220～250 

メインディッシュＤ（ボリュームアップ） 300 

白米（小） 40 

白米（大） 80 

健康米（小） 40 

健康米（大） 80 

味噌汁 30 

具だくさんスープ 120 

小鉢 50～100 

デザート 100～150 

カレーライス 280 

スペシャルカレー 340 

ミニ丼・ミニカレー 180 

定番人気ラーメン 220 

特選ラーメン 300 

和麺 140 

お弁当 450～500 

ヘルシーメニュー 400～420 

サラダバー（１回盛りきり）１マス 110 

サラダバー（１回盛りきり）２マス 220 

サラダバー（１回盛りきり）３マス 330 
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Ⅶ 売店及び自動販売機運営業務 

 

１ 目的 

現在、理研和光地区には 2,000名を超える人が勤務している。福利厚生の一環として、

統合支援施設２階と研究交流棟１階において売店の営業を行っている。また、和光地区

内 17 ヶ所に 47 台の自動販売機を設置している。和光地区は広く、地区外へ移動して飲

料、食品類を購入するにはかなりの時間と労力を要することになるので、売店と自動販

売機は和光地区内で勤務する人にとって欠かせないものとなっている。以上を踏まえ、

福利厚生の一環として売店や自動販売機の運営を行うことを目的とする。 

 

２ 売店 

(1) 営業場所 

埼玉県和光市広沢２番１号 理研 和光地区 

① 統合支援施設２階（93.50㎡） 

② 研究交流棟１階（23.94㎡） 

※上記以外の場所での事業実施については選定事業者の提案による。 

 

(2) 営業時間 

土曜、日曜、国民の祝日、独立行政法人理研が指定する祝日を除く以下の時間帯 

８：30～20：00 

ただし、特別に指示する場合はその限りではない。 

 

(3) 営業内容 

① 統合支援施設店は 2,500 程度、研究交流棟店は 1,500 程度のアイテムを用意す

ること。 

② 弁当、おにぎり、パン、アイス、菓子、食品、飲料、文具・雑貨、たばこ等一

般のコンビニで取扱う商品を販売すること。 

③ 切手、印紙の販売を行うこと。 

④ 公共料金、通販、クレジット収納代行が可能なこと。 

⑤ 宅配便を取り扱うこと。 

⑥ 売店で取り扱う商品の価格について、自販機販売の飲料は同額で販売すること。 

⑦ 掛売りが可能であること。(公費での支出対応) 

⑧ 店舗内で調理を行う商品（揚げ物等）の販売は行わないこと。 

⑨ 運営がスタートしてからも、理研から販売を依頼する場合がある。その際は運

営に支障のない範囲で協力するものとする。 

⑩ Suica 等電子マネー決済が可能なこと。 
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３ 自動販売機 

(1) 設置場所 

理研 和光地区内 17ヶ所に 47台 

別途、総合防災管理棟にも設置予定 

 

(2) 稼働時間 

365日、24時間稼働 

 

(3) 設置自動販売機の内容 

① 和光地区内に、現在設置している 47台の位置と台数を原則維持すること。 

② 現在設置している食品用自動販売機 10台を維持すること。 

③ 販売価格に関しては、現在の値引きした販売価格を維持すること。現在、缶/ペ

ットボトルは定価から 30円値引きで販売。 

④ 自動販売機での商品の販売価格と売店での販売価格は同額に合わせること。 

⑤ 可能な限り、省エネに配慮した機器を準備すること。 

⑥ ICカード対応機器の設置を可能とすること。 

⑦ 運営がスタートしてからも、理研から販売を依頼する場合がある。その際は運

営に支障のない範囲で協力すること。 

⑧ 空き缶等については責任を持って回収すること。 

⑨ 自販機の設置、移動及び撤去費用は選定事業者の負担とすること。 

 

４ その他 

(1) 売店運営及び自動販売機稼働にかかる光熱水費については、実費相当額を選定事

業者の負担とし、業者が個別メーターを設置すること。 

(2) 占有スペースの施設使用については無償貸与とする。 

(3) コンセント、給排水は、原則現状のものを利用してレイアウトを提案するものと

し、店舗内に設置する什器類の費用及びその設置工事費等は選定事業者の負担とす

る。 

(4) 搬入に際しては、壁・床・エレベーター等を傷つけぬように搬入すること。万一、

瑕疵をつけた場合は直ちに理研に報告し、その指示に従うこと。 

(5) 業務遂行上、疑問等が生じた場合は、その都度理研と協議し承諾を受けた後に実

施するものとする。 
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資料３

整備予定地

（約5,970㎡）（既存計画地・現況を示す）　1：600

総合防災管理棟

総合防災管理棟整備範囲



資料４-① インフラ整備状況　電気高圧・低圧幹線図



M

M

資料４-② インフラ整備状況　ガス配管図
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受水槽より研究本館高架水槽

各棟の給水塔へ

資料４-③ インフラ整備状況　上水配管図
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資料４-④ インフラ整備状況　井水配管図



資料４-⑤ インフラ整備状況　雨水配管図



資料４-⑥ インフラ整備状況　汚水・研究排水配管図



電話通信回線図資料４-⑦







研究本館

現況平面及び改修対象範囲図　1：400資料６-①

3階

4階

は改修対象範囲を示す
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研究本館

現況平面及び改修対象範囲図　1：400資料６-①

5階

6階

は改修対象範囲を示す
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事務棟

現況平面及び改修対象範囲図　1：500資料６-②
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展示事務棟

現況平面及び改修対象範囲図　1：300資料６-③
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工学実験棟

現況平面及び改修対象範囲図　1：300資料６-④
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建築面積:

延床面積:

1,142.50㎡

2,051.94㎡

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y3

Y2

Y4

UP

Y1

1
6

2
0

0

5
4

0
0

2
7

0
0

69300

8
1

0
0

6300 630063006300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300

外部階段

廊下

階段

男子便所

UP

106

101

102

ＥＶＥＶ機械室

104 108

103 105 107

110 112 114

111 113

116 118

115-1 117

120 122

119

玄関

115

風除室

121

(106-1)



研究本館

改修参考プラン 　1：400資料７-①
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研究本館

改修参考プラン 　1：400資料７-①
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事務棟

改修参考プラン 　1：500資料７-②
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展示事務棟

改修参考プラン 　1：300資料７-③
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工学実験棟

改修参考プラン　1：300資料７-④
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事業対象現況及び解体撤去範囲資料８

※歩道は改修、また歩道沿いの桜（4本）は残置する

施設撤去

外構撤去



解体撤去施設（第二事務棟）平面 　1：300資料９
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